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-
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
「
巴
唱
ロ
喝
巧
号
。
」
、
「
相
続
法
の
位
置
」
H
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
本
誌
三
七
の
二
、

一
九
八
六
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ア
イ
ゲ
ン
ヘ
「
法
制

史
研
究
」
三
六
、

一
九
八
七
年
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1

レ
・
小
考
」
、
本
誌
三
七
の
回
、

一
九
八
七
年
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
相
続
法
の
位
置
」
、
本
誌
三
八
の
五
・
六
、
上
、

一
九
八
八

一
九
八
七
年
、
「
巴
m
g
m
o
d〈
巾

Z
考」、

本
誌
三
七
の
五
、

年。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

は
じ
め
に

本
稿
に
お
い
て
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
に
お
け
る

S
E
E
n
Z
と

-
g円
R
Z
の
用
語
法
を
網
羅
的
に
検
討
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
同
書
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
の
関
係
|
|
特
に
両
者
の
相
違
ー
ー
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

こ
う
し
た
本
稿
の
課
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

第
一
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
『

2
Z
を
そ
の
一
部
と
し
て
含
む
合
成
語
が
幾
っ
か
見
ら
れ
る
が
、

S
E
E
n
Z
と

-
g
z
n
Z
は

そ
れ
ら
の
中
で
最
も
使
用
頻
度
の
高
い
語
に
属
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
語
の
用
法
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
|
|
私
に
と
っ

て
は
年
来
の
宿
願
で
あ
る
1
1
t
同
書
に
お
け
る

z
n
Z
の
用
語
法
の
検
討
の
た
め
の
一
つ
の
準
備
作
業
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
少
な
く

と
も
部
分
的
に
は
、

z
n
Z
の
用
語
法
そ
の
も
の
の
検
討
が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
同

時
に
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
が
|
|
多
く
の
点
で

l
lそ
れ
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
『
常
宮
の
用
語
法
の
全
面
的
検
討
を
侠
つ

て
は
じ
め
て
完
結
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
ラ
ン
ト
法
」
は
、

ド
イ
ツ
法
史
上
最
も
基
本
的
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
ド
イ
ツ
法
史
に

北法39(5-6・II・367)1607



説

特
有
な
概
念
で
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
史
に
な
じ
む
こ
と
の
少
な
い
方
々
に
と
っ
て
は
、
容
易
に
理
解
で
き
な
い
概
念
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

論

な
が
ら
、
正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
実
は
ド
イ
ツ
法
史
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
ラ
ン
ト
法
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
難
問
中
の
難
問
な

の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
概
念
の
理
解
が
困
難
な
の
は
、
究
極
的
に
は
、
従
来
一
般
に
行
な
わ
れ
て
き
た
そ
の
教
科
書
的
定

ネ

グ

テ

イ

グ

ポ

ジ

テ

イ

グ

義
が
い
わ
ば
消
去
法
に
も
と
づ
く
消
極
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
中
世
法
の
規
範
構
造
に
即
し
た
積
極
的
な
定
義
は
か
つ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と

が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
私
は
、
|
|
少
な
く
と
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
見
ら
れ
る
限

り
l
l
l「
ラ
ン
ト
法
」
が
中
世
法
の
規
範
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め
る
つ
も
り
で
あ

る。最
初
に
、
本
節
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
全
体
に
お
い
て

S
E
E
n
Z
お
よ
び
ぽ
R
R
Z
の
語
、
が
お
よ
そ
ど
れ
だ
け
用
い
ら
れ
て
い

る
か
、
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、

S
E
E
n伊
丹
の
語
は
「
諸
侯
主
の
出
自
に
つ
い
て
」
の
〔
二
〕
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
で
は
一

三
つ
二
〕
の
条
項
中
の
一
三
〔
二
四
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
で
は
六
〔
七
〕
の
条
項
中
の
七
〔
八
〕
箇
所
、
都
合
一
九
〔
二
九
〕
の

条
項
中
の
二

O
〔
三
四
〕
箇
所
に
現
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

-szn宮
の
語
は
「
諸
侯
主
の
出
自
に
つ
い
て
」
の
〔
二
〕
箇
所
、
「
ラ
ン

ト
法
」
の
部
で
は
八
〔
一
三
〕
の
条
項
中
の
八
〔
二
ニ
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
で
は
八
三
〔
八
五
〕
の
条
項
中
の
一

O
四
〔
一

O
六〕

箇
所
、
都
合
九
一
〔
九
九
一
7
)
の
条
項
中
の
一
一
一
一
〔
一
一
一
二
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、

E
耳
目
告
と
ぽ
号
R
Z

の
語
は
、
以
上
す
べ
て
の
箇
所
に
お
い
て
例
外
な
く
名
調
で
あ
る
。

北法39(5-6・11・368)1608



見
ら
れ
る
通
り
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
に
お
い
て
は

E
E『
ゅ
の
冨
の
語
が
、

-g吋
R
Z
の
語
よ
り
も
多
く
用
い
ら
れ
、

ま
た
、
「
レ

l
ン
法
L

の
部
に
お
け
る
よ
り
も
頻
繁
に
登
場
す
る
。
逆
に
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
に
お
い
て
は
ぽ

R
R
Z
の
語
が
、

-
m
E
E
n
Z
の
語
よ
り
も
(
は
る
か

に
)
多
く
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
に
お
け
る
よ
り
も
(
は
る
か
に
)
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
い
わ

ば
事
柄
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
早
く
も
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て

Z
R
R
Z
の
語
が

E
2
5
n
Z
の
語
よ
り
も
は
る
か
に
頻
繁
に
(
大
雑
把
に
言
っ
て
三

1
五
倍
程
度
)
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
二
つ
の
語
の
用
法
に
即
し
て
言
え
ば
、
-
oロ司
R
Z
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
用
例
(
な
い
し
定
型
的
表
現
)
の
幾
つ
か

が

-S可
R
宮
に
つ
い
て
は
欠
け
て
い
る
、
と
い
う
外
形
的
事
実
の
中
に
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
場
合
、
ラ
ン
ト
法
に
関
し
て
同
一
な
い
し
類
似

の
事
柄
を
言
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
を
調
べ
て
み
る
と
、
|
|
わ
ざ
わ
ざ

-
2
5
n
Z
と
は
言
わ
ず
に
|
|
単
に
日
長
と
言
っ

て
い
る
場
合
、
お
よ
び
、

l
|
}
O
R
R
Z
の
代
り
に

l
l
m阿
E
n
v
Z
(
H
P
E
n
Z
)
の
語
を
用
い
て
い
る
場
的
が
目
に
つ
く
。
こ
の
事
実
は
、

本
稿
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
の
関
係
|
|
特
に
両
者
の
相
違
|
|
い
か
ん
、

と
い
う
問
題
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
そ
う
し
た
こ
つ
の
語

の
用
法
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
用
例
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

本
節
で
は
、
ま
ず
、
使
用
頻
度
が
は
る
か
に
高
い
、
ま
た
、

(-S可
R
Z
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
を
含
め
て
)
よ
り
豊
富
な
用
例
を
含
む

-gsnz

の
用
法
を
検
討
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
く
と
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で
は
、

-
m
R
R
Z
の
語
は
大
別
し
て
三
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
一

北法39(5-6・Il・369)1609



説

に
、
レ

l
ン
法
上
の
「
裁
判
(
手
続
)
」
(
特
に
判
決
)
・
「
裁
判
所
」
(
な
い
し
法
廷
)
・
「
裁
判
権
」
な
ど
、

す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
な
語
義
。
第
二
に
、
レ
ー
ン
法
上
の
「
能
力
」
な
い
し
「
権
利
」
(
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
義
務
」

)
l
l
(学

レ
ー
ン
法
上
の
「
準
則
」
な
い
し
寸
(
客
観
的
な
)
法
規
範
」
。
以
上
三
つ

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
裁
判
に
関
係

論

者
の
い
わ
ゆ
る
)
「
法
的
地
位
」
〈

pny仲間
的

S
Z
$
1
1
0
第
三
に
、

の
語
義
が
そ
れ
で
あ
る
。

( 

ー
) 

ま
ず
、

-
2
5
n
Z
の
用
例
中
圧
倒
的
に
数
の
多
い
、
裁
判
に
関
係
す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
を
有
す
る
場
合
を
検
討
す
る
。

(1) 
こ
こ
で
は
ま
ず
、

-
8
5の
宮
の
語
が
い
わ
ば
単
発
で
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
特
定
の
前
置
調
の
支
配
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
、
(
繰
り

返
し
現
わ
れ
る
)
定
型
的
表
現
の
中
に
位
置
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
仏
民

(
H
E印
)
]
g
z♀
?
包

(H山
口

(g))-g「
R
宮・

印
山
口

(Hm包ロ
)
-
B
E
E
-
ロ
g
(
H
w
g
g
-
g
z
n宮
な
ど
の
形
で
|
|
用
い
ら
れ
る
ケ
l
ス
か
ら
始
め
る
。

レ
ー
ン
法
六
九
・
八
に
次
の
よ
う
な
件
り
が
あ
る
。
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

l
ン
に
関
し
あ
る
判
決
が
非
難
さ
れ
る
な
ら
ば
、

人
は
そ
れ
に
つ
き
最
後
に
は
帝
国

(
H
国
王
裁
判
所
)
の
前
に
持
ち
出
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
国
王
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
首
に
関
す
る
お
よ

び
ア
イ
ゲ
ン
に
関
す
る
お
よ
び
レ

1
ン
に
関
す
る
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
色
(
す
べ
て
の
)
Eロ昨日
n
芹
お
よ

(a) 

び
]
命
号

R
Z
は
彼

(
H
国
王
)
に
始
ま
り
を
持
つ
、

け
だ
し
へ

1
ア
シ
レ
ト
は
彼
に
始
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
。

す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
(
そ
し
て
、
本
稿
で
も
後
に
再
論
す
る
つ
も
り
だ
が
)
こ
の
条
項
は
い
わ
ば
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル

の
著
者
自
身
に
よ
る
(
】

g
z
n買
お
よ
び

)-gznZ
の
定
義
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、

l
l
レ
1
ン
法
に
限
れ
ば
|
|
国
王
は
何
よ

り
も
「
レ

i
ン
に
関
す
る
(
最
高
の
)
裁
判
官
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
の

-g『
2
宮
は
|
|
わ
れ
わ
れ
現
代
人
が
こ
の
語
で
ま
ず
思
い

浮
か
べ
る
客
観
的
・
実
体
的
な
法
規
範
で
は
な
く
|
|
「
レ

1
ン
に
関
す
る
裁
判
権
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
(
帝
国
領
で
あ
る
)
レ

1
ン
は
、
国
王
に
始
ま
り
へ

l
ア
シ
ル
ト
の
序
列
に
従
っ
て
、
た
と
え
ば
国
王
か
ら
(
聖
俗
の
)

フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
か
ら
参
審
自
由
人
へ
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
(
又
)
授
封
さ
れ
て
い
く
。

(b) 

諸
俣
へ
、
諸
侯
か
ら
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
、

北法39(5-6・11・370)16lO 



そ
の
場
合
、
各
段
階
に
お
け
る
受
封
者
は
、
レ
ー
ン
そ
の
も
の
に
対
す
る
支
配
権
と
並
ん
で
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
当
然
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
)
、

同
時
に
自
ら
の
家
臣
に
対
す
る
レ

l
ン
法
上
の
裁
判
権
を
も
受
領
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

換
言
す
れ
ば
、
主
君
は

l
l
レ
l
ン
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
|
|
自
ら
の
家
臣
に
対
す
る
レ
!
ン
法
上
の
裁
判

権
を
も
ち
、
具
体
的
に
は
レ

l
ン
法
上
の
「
裁
判
」
を
主
宰
す
る
。
単
発
で
用
い
ら
れ
る

F
R
R宮
の
語
は
こ
の
「
レ

l
ン
法
(
上
の
)
裁
判
L

を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
(
最
高
の
主
君
と
し
て
の
)
国
王
は
、
禁
制
日
の
間
で
も
、
ま
た
教
会
内
を
別
に
し
て
い
か
な
る
場

所
で
も
、
印

E
Z
R
2
Z
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
し
、
「
主
君
が
丘
三

g『
R
Z
を
開
始
し
た
」
り
、
「
主
君
の

-
g
z
n
Z
が
判
決
を

も
っ
て
延
期
さ
時
」
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
い
て

-
2
5
n
Z
の
語
が
レ

l
ン
法
上
の
「
裁
判
L

(

な
い
し
、
「
裁
判
集
会
L
)

そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
綾
説
を
要
し
ま
い
。
因
み
に
、
こ
う
し
た
用
法
は
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
都
合
七
箇
所
に
登
場

し
て
く
る
。次
に
、

-g吋
R
Z
の
語
が
特
定
の
形
容
詞
の
支
配
を
受
け
て
、
あ
る
い
は
、
あ
る
定
型
的
表
現
の
中
に
出
て
く
る
場
合
に
移
る
。

ま
ず
、
数
の
最
も
多
い
|
|
具
体
的
に
は
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
三
二
箇
所
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
一
〔
四
〕
箇
所
、
寸
諸
侯
主

の
出
自
に
つ
い
て
」
の
〔
二
〕
箇
所
、
都
合
一
三
ニ
〔
三
八
〕
箇
所
に
現
わ
れ
る
|
|
前
置
調
Z
(
H
N
Z
)
の
支
配
を
受
け
る
場
合
、
す
な
わ

2 (a) 

ち
件
。
(
号
ヨ
巾
C
己

-
m
E
S
-
g吋
R
Zぬ
と
い
う
表
現
を
検
討
す
る
。
こ
れ
は
幾
っ
か
に
分
け
て
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

簡
単
な
も
の
か
ら
始
め
る
と
、
「
レ

1
ン
法
」
部
の
九
箇
所
に

cs・
a-吉・
)
g
-
2
5
n
Z巾
骨
肉
注
目
ロ
官
ロ
と
い
う
定
型
的
表
現

が
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
一
見
明
白
に
、
「
(
誰
か
に
対
し
)
裁
判
期
日
を
定
め
て
(
彼
を
)
レ

l
ン
法
廷

(
H
レ
1
ン
法
裁
判
所
)

に
召
喚
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
場
合
、
百
喚
す
る
の
は
す
べ
て
「
主
君
」
、
召
喚
さ
れ
る
の
は
す
べ
て
「
家
臣
L

で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
レ

l
ン
法
廷
へ
の
召
喚
の
契
機
が
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
が
、

の
落
度
の
か
ど
で
)
問
責
し
よ
う
と
す
る
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

③ 

い
ず
れ
も
主
君
が
家
臣
を
(
何
ら
か

北法39(5-6・u・371)1611 



説

な
お
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
箇
所
に
だ
け
、
「
誰

(H家
臣
)
に
対
し
主
君
が

E
n
E
(
H吋
白
色

Z
Z
R
R
v
z
z
m
g骨
(
H
Z在
g
g巾)

よ
り
も
以
前
に
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
も
、
実
質
的
に
は
「
レ

1
ン
法
廷
の
裁
判
期
日
を
定
め
る
」
と
言
っ
て
い
る
点
で
、

右
の
定
型
的
表
現
と
共
通
す
る
。

⑥
 

論

同
じ
く
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
四
箇
所
に
、
件
。
号
自
巾
(
。
仏
・
∞
百
巾

)
]
g
z
n
y
Z
(ロ
EM仲間同巾
)
}
S
B
S
(
H
E
g
g
s
)
と
い
う
表
現

が
現
わ
れ
旬
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
疑
問
の
余
地
な
く
、
「
レ

1
ン
法
廷
に
出
廷
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
な
い
ご
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。

因
み
に
、
こ
の
場
合
の
主
語
、
つ
ま
り
出
廷
す
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
1

1

主
君
と
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る

l

l
「
家
臣
」

で
あ
る
均
、
逆
に
「
主
君
」
自
身
、
お
よ
び
、

l

l
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
を
構
成
す
る
(
具
体
的
に
は
、
そ
こ
で
判
決
を
発
見
し
た
り
代
弁
人
や

証
人
と
な
る
)
|
|
「
(
他
の
)
家
臣
た
ち
」
の
こ
と
も
あ
る
。

な
お
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
箇
所
に
だ
け
、
「
(
主
君
か
ら
レ

l
ン
法
廷
へ
の
参
集
を
命
じ
ら
れ
た
)
家
臣
が
(
レ

l
ン
法
廷
の
開
始
に
遅
れ
て
、

し
か
し
)
午
前
中
に
吉
己

g
v
q
gロ
~
g
B
n
z
w
z百件

(
H
E
5
5門
)
」
と
い
う
表
現
を
出
て
く
る
が
、
こ
れ
も
、
右
に
述
べ
た
の
と
基
本
的

(
初
)

に
は
同
じ
こ
と

(
H
「
主
君
の
レ

1
ン
法
廷
へ
入
廷
す
る
」
)
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

@
同
じ
く
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
三
箇
所
に
、
巴

5
0
z
q
g
g
-
g
z
n
F
Z
2
g
(
H呉
市
町

g
-
包
岳
民
巴

-g)
と
い
う
表
現
が
出
て

(
剖
)

く
る
。
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
(
何
ら
か
の
落
度
の
ゆ
え
に
)
主
君
か
ら
問
責
を
受
け
た
家
臣
が
「
主
君
の
レ

1
ン
法
廷
に
(
そ

の
裁
き
を
受
け
る
べ
く
)
出
頭
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
て
い
る
ご
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

④ 

同
じ
く
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
二
箇
所
に
は
、

z
rロ司
o
n
Z
2
5同
調
印
丘

g
(
H白ロ件当
03巾
ロ
)
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
勾
。
こ
れ
は

レ
1
ン
法
廷
で
訴
え
ら
れ
た
家
臣
ま
た
は
主
君
が
自
分
を
訴
え
た
主
君
ま
た
は
家
臣
に
対
し
「
レ

l
ン
法

と
い
う
意
味
に
な
る
。

い
ず
れ
も
、
疑
問
の
余
地
な
く
、

廷
」
に
お
い
て
応
答
(
・
応
訴
)
す
る
」
、

@ 

同
じ
く
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
三
箇
所
に
は
、
。
ョ
・
)
宮
町
号
。

n
z
m
o
a巴
4
1
ロ
仏
ゆ
ロ

(
H
Cユ
閉
口
出
口
号
ロ
)
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ

北法39(5-6・11・372)1612



(
お
)

一
見
明
白
に
、
「
レ
!
ン
法
廷
に
お
い
て
(
誰
か
の
た
め
に
)
判
決
を
発
見
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

右
の
@
に
挙
げ
た
う
ち
の
一
箇
所
は
、
件
。

-
s
z
n
v
z
。
丘
σ
ご
o
i
E
0
5
(リ
自
民
旦
巾
ロ
)
の
あ
と
、

z
n
v
S仏
0
5
2胃
O
W
2
0

(
幻
)

者。∞巾ロぬ

(
H
N
2
m巾戸昌弘司ロ円回目】円巾
n
F
N
Z
由
巳
ロ
)
と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
と
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
寸
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
判

る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、

⑦ 
決
を
発
見
し
、
代
弁
人
と
な
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
諸
侯
で
あ
る
司
教
が
「
帝
国

(
H
国
王
裁
判
所
)
の
前
で

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

円。

-
2
5
n
v
Z
(お
よ
び

g
z
z
z
n
z
m
)
判
決
を
発
見
し
、
ま
た
判
決
に
賛
同
し
、
ま
た
代
弁
人
と
な
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
論
じ

へ

レ

ン

、

、

(

お

)

た
「
諸
侯
主
の
出
自
に
つ
い
て
」
の
〔
二
〕
箇
所
も
、
そ
れ
と
同
様
に
(
国
王
の
)
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
」
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑧
 
以
上
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
く
る
と
、
法
廷
に
お
け
る
裁
判
(
な
い
し
、
審
理
)
手
続
と
の
関
連
に
お
い
て
登
場
す
る
次
の
よ
う
な
さ

(ag互
-oロ『
R
F
Z
が
、
(
主
と
し
て
)
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
」
(
時
に
は
、
「
レ
!
ン
法
廷
へ
」
)
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
す
ん
な
り

と
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
(
特
に
訳
さ
な
い
場
合
、
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
」
の
意
)
。

「件。

-
8
5の
宮
古
他
の
者
の
証
人
と
な
る
L
O

「
(
主
君
の
代
弁
人
と
し
て

)
Z
Z号
R
Z
O
彼
(
に
代
っ
て
彼
)
の
言
葉
を
話
す
」
。
「
彼

(H主

君
)
が
そ
の
(
者
の
)
問
責
の
た
め
に
(
H
そ
の
者
を
問
責
す
る
た
め
に
)
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
)
そ
こ
へ
召
喚
し
て
お
い
た
彼
の
あ
る
家
臣
を
、

(
使
い
の
者
を
通
じ
て

)
g
-
2
5
n
z
o
(
レ
l
ン
法
廷
へ
)
出
廷
す
る
よ
う
求
め
る
」
。
「
(
帝
国
の
)
緊
急
の
必
要
(
色
巾
ロ

O昨
日
具
体
的
に
は

F
R
S
ユ

(
H
Z巾巾吋町田町内同)や
Y
え
〈
同
門
け

(H国
OR与
え
)
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
主
君
か
ら
召
喚
さ
れ
た
レ

l
ン
法
廷
へ
出
頭
で
き
な
か
っ
た
こ
と
)
が

Z
己

OEO

-
2
5
n
z
o
証
明
さ
れ
る
」
。
「
彼
の
承
知
に
つ
き

(H彼
が
債
務
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き

)
(
g
s
z
z円
V
Z
ま
た
は
)
ぢ

]
O
R
R
F
Z
彼

の
責
を
問
う
」
。
「
主
君
か
ら

E
-
g円
R
Z
O
(そ
の
)
所
領
(
の
授
封
な
い
し
引
渡
)
を
要
求
す
る
」
。
「
そ
れ

(H所
領
)
が

(
Z
E三
g
n
F
Z

ま
た
は

)
Z
Z号
R
宮
内
彼
か
ら
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
る
」
。
「
(
父
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
)
息
は
さ

-
2
5
n
z
o
父
の
(
へ

l
ア
)

シ
ル
ト
を
立
証
・
貫
徹
す
る
」
0

1

彼
等
(
成
熟
日
満
一
二
歳
を
過
ぎ
て
は
い
る
が
、
成
年
H
満
一
一
一
歳
に
は
達
し
て
い
な
い
子
た
ち
)
は
、
自
分
の

一
人
を
、
自
分
を
さ
ぽ

R
R
F
Z
代
表
・
擁
護
す
る
後
見
人
に
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
。
「
(
封
相
続
人

主
君
の
家
臣

(
H
自
分
の
家
臣
仲
間
)

北法39(5-6・Il・373)1613



説

た
る
)
子
は
彼
の
成
熟

(
H
満
一
一
一
歳
)
以
前
に

E
-
g吋
R
Z巾
(
授
封
を
求
め
る
べ
き
年
期
を
)
慨
怠
に
よ
っ
て
失
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
。

⑥

Z
F
R
R
Zぬ
と
い
う
表
現
は
、
ほ
か
に
も
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
〔
二
〕
箇
所
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
二
箇
所
に
現
わ
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
「
レ

l
ン
法
(
の
準
則
)
上
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
後
に
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

論

次
に
、
前
置
調

E
ロロ

g
(
1
5
2
E
5
)
の
支
配
を
受
け
る
場
合
、
つ
ま
り

E
ロ
日
ロ

-
O
R
2宮
内
と
い
う
表
現
に
移
る
。
こ
の
表

現
は
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
一

O
箇
所
に
現
わ
れ
る
内
、
疑
問
の
あ
る
一
箇
耐
を
除
く
と
、
他
の
九
箇
所
は
す
べ
て
一
見
明
白
に
「
レ

l
ン

法
廷
(
内
)
に
お
い
て
」
の
意
味
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
、
関
係
箇
所
の
具
体
的
な
内
容
を
調
べ
て
み
る
と
、
一
箇
所
に
お
い
て
だ
け
は
、
(
主
君
に
よ
る
家
臣
の
)
寸
問
責
」
が
「
レ
ー

ン
法
廷
(
内
)
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
他
の
箇
所
に
お
い
て
は
(
実
質
的
な
)
主
語
は
す
べ
て
「
家
臣
」
で
あ
り
、
そ

の
「
家
臣
」
が
「
レ

1
ン
法
廷
(
内
)
に
お
い
て
」
お
こ
な
う
こ
と
は
、
次
の
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
「
代
弁
人
と
な

り
ま
た
判
決
を
発
見
す
る
」
ま
た
は
「
証
人
と
な
る
」
な
ど
、
レ
ー
ン
法
廷
に
お
け
る
裁
判
(
な
い
し
、
審
理
)
手
続
上
、
あ
る
能
動
的
な
機

能
を
果
た
す
こ
と
。
第
二
に
、
「
約
定
す
る

2
2
2
H
2
3胃
R
Zロ
-
m巾
Z
Zロ
)
」
こ
と
(
因
み
に
、
レ
ー
ン
法
に
つ
い
て
も
(
家
臣
の
)
約
定
は
、

(b) 

「(レ

i
ン
)
法
廷
で
」
結
ぼ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
い
わ
ば
「
法
的
効
果
」
を
も
ち
「
法
的

(
H
裁
判
所
に
よ
る
)
保
護
」
を
受
け
う
る
、
と
さ
れ
て
い

る
苛
)
第
一
一
一
に
、
「
主
君
の
許
可
な
し
に
坐
る
」
、
「
代
弁
人
に
対
し
公
然
と
(
H
皆
に
聞
こ
え
る
ほ
ど
大
声
で
)
話
す
」
、
「
蝿
ま
た
は
蚊
ま
た
は
虻

レ
ー
ン
法
廷
に
お
け
る
作
法
(
特
に
、
罰
金
の
対
象
と
な
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
よ
う
な
不
作
法
)
に
か
か
わ
る
こ
と
。

を
追
い
払
う
」
な
ど
、

な
お
、
「
レ
!
ン
法
」
の
部
の
一
箇
所
に
だ
け
現
わ
れ
る

E
F号
R
F
Z
お
よ
び

ωロ
ぽ
号

R
Zぬ
と
い
う
表
現
も
、
内
容
的
に
、
そ
れ
ぞ

(
幻
)

れ
「
証
人
に
な
る
」
な
い
し
「
判
決
を
発
見
す
る
」
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
実
質
的
に
右
の

E
ロロ

g
F号
2
F
Z
と
同
じ
こ
と
を
言
つ

(
臼
)

て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

(
C
)
 

次
に
、
前
置
詞

E
X
の
支
配
を
受
け
る
場
合
、

つ
ま
り

E
X
}
2
2♀
Z
と
い
う
表
現
に
移
る
。
こ
の
表
現
は
「
レ

1
ン
法
L

の
部

北法39(5-6・II・374)1614



の
一
四
箇
所
に
見
ら
崎
、
そ
の
中
に
は
(
後
述
す
る
よ
う
に
)
難
解
な
条
項
が
一
・
二
含
ま
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
、
(
広
く
は
)
「
レ
ー

ン
法
廷
に
お
け
る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
(
な
い
し
、
を
経
て
)
」
、
あ
る
い
は
特
に
、
「
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
(
な
い
し
、
を
得
て
)
L

と

い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

@
 こ
の
う
ち
最
も
多
い
の
は

C
5・
2
ヨ
)
自
芹

-
g
g
n
z
z
g丘巴
g
(
H白
σ印有
R
Z
D
)
と
い
う
定
型
的
表
現
で
あ
り
、
六
箇
所
に

登
場
し
て
く
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
、
疑
問
の
余
地
な
く
、
(
主
君
が
)
「
(
誰
か
H
家
臣
か
ら
、
何
か
を
)
レ

i
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
(
な

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(一)

い
し
、
を
得
て
)
剥
奪
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
」
さ
れ
る
の
は
、
具
体
的
に

は
、
五
箇
所
に
お
い
て
は
(
レ

1
ン
で
あ
る
)
「
所
領
」
広
三
日
。
三
)
、
一
箇
所
に
お
い
て
だ
け
は
、
(
家
臣
が
そ
れ
に
対
し
て
持
つ
)
「
ゲ
ヴ
ェ

i

レ」

(
H
占
有
・
支
配
の
た
め
の
権
原
)
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
一
箇
所
、
定

(
H
Zロ
)
2
5
(
H
B巾
B巾
B
由
自
由
)
日
芹

Z
R
R
Z
o
m巾
σ
z
w
g
(
H耳
2
Zロ
)
と
い
う
言
い
回
し
が

出
て
く
る
が
、
そ
れ
が
、
実
質
的
に
は
右
に
述
べ
た
日
芹

}
O
R
R
Z
O〈
O
E
O
-
g
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
「
(
そ
の
レ

l
ン
の
)
占
有
権
を
否
認
す
る
」

(
臼
)

と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
績
説
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
多
い
の
は
、
四
箇
所
に
出
て
く
る
百
円
二

g
z
n
Z
E
Z
E
m
o
D
(
H
N呈
ロ

mg)
と
い
う
定
型
的
表
現
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、

い
ず
れ
も
疑
問
の
余
地
な
く
、
「
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
(
な
い
し
、
を
得
て
)
強
制
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
「
強
制
」

さ
れ
る
こ
と
の
内
容
は
、
二
箇
所
で
「
(
主
君
が
)
所
領
を
授
封
す
る
」
こ
と
、
一
箇
所
で
は
(
最
後
、
所
領
の
剥
奪
と
い
う
手
段
に
訴
え
て
で
も
)

「
(
家
臣
を
)
証
人
と
し
て
出
廷
さ
せ
る
」
こ
と
、
も
う
一
箇
所
で
は
1
1
1
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
と
の
関
連
で
|
|
「
(
外
見
だ
け
授
封
さ
れ
て

い
た
家
臣
が
)
所
領
を
(
実
際
に
)
占
有
(
・
支
配
)
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

右
の
定
型
的
表
現
に
属
し
て
い
な
い
残
り
の
三
箇
所
に
つ
い
て
は
個
別
的
に
検
討
す
る
ほ
か
な
い
が
、
そ
の
結
果
だ
け
を
摘
記
す
れ

⑥ ① 
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
箇
所
は
、
(
狭
く
)
「
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
」
と
解
す
る
よ
り
は
、
(
広
く
)
「
レ

l
ン
法
廷

北法39(5-6・II・375)16日



説

に
お
け
る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
」
と
解
し
た
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
他
の
二
箇
所
は
、
い
ず
れ
も
内
容
的
把
握
の
容
易
で
な
い
箇
所
だ
が
、

い
ろ
い
ろ
検
討
し
て
み
る
と
、
結
局
、
「
レ

i
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
」
と
い
う
理
解
に
落
ち
着
き
そ
う
で
あ
る
。

以
上
で
、
裁
判
に
関
係
す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
用
例
の
検
討
を
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
、
次
に
、

-
2
5
n
Z
の
語
が
レ

1
ン
法

論

( 

一一) 
上
の
「
能
力
」
な
い
し
「
権
利
」
(
お
よ
び
「
義
務
」
)
を
意
味
す
る
場
合
に
移
る
。

こ
こ
で
は
、
定
型
的
表
現
に
属
す
る
も
の
は
後
廻
し
に
し
て
、
ま
ず
、
単
発
の
形
で
現
わ
れ
る
も
の
と
前
置
詞
の
支
配
を
受
け
る

(1) 

も
の
を
一
括
し
て
考
察
す
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
早
く
も
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
官
頭
近
く
(
一
・
コ
了
二
)
に
、
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」

(
宮
『
(
巾
)
湾
岸
H
国巾巾『印円

Ea)
に
関
す
る
規
定
が
登
場
す
る
。
(
一
般
的
意
味
に
お
け
る
)
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
と
は
、
一
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
(
能

動
的
・
受
動
的
)
レ

l
ン
能
力
」
(
間
宮
守
巾
Z

・
富
田
包
括

Z
Y口
氏
笹
山

mF内
Sta--'
つ
ま
り
、
授
封
能
力
・
受
封
能
力
)
の
こ
と
、
学
者
の
い
わ
ゆ
る

(レ

i
ン
法
上
の
)
「
法
的
地
位
」
ー
ー
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
原
則
的
に
は
、
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
を
持
つ
者
で
な
け
れ
ば
、
(
主
君
と
し
て
)

(a) 

授
封
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
(
家
臣
と
な
っ
て
)
レ

l
ン
を
受
領
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

-g『
R
宮
の
語
は
、
こ
の
よ
う
な
(
一
般
的
な
)

(
花
)

意
味
で
の
宮
『
(
ぬ
)
聞
の
己
門
の
同
義
語
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
レ

l
ン
(
法
上
の
)
能
力
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
の
部
は
、
そ
の
官
頭
に
お
い
て
、
ま
ず
右
の
「
へ

1
ア
シ
ル
ト
」
に
関
す
る
規
定
の
要
点
を
繰

り
返
し
た
の
旬
、
次
の
よ
う
に
ぽ
号

R
Z
を
欠
く
者
を
列
挙
し
て
い
る
。
「
聖
職
者
〔
お
よ
び
〕
婦
人
、
村
民
(
な
い
し
、
農
民
|
|
号
召
句
巾
)
、

商
人
、
お
よ
び

g
n
Z
(
H各
人
生
得
の
法
)
を
欠
き
あ
る
い
は
不
真
正
に

2
5
n
Z
)
生
ま
れ
た
者
す
べ
て
、
お
よ
び
父
(
の
代
)
お
よ
び
祖

父
(
の
代
)
か
ら
騎
士
の
出
自
を
持
た
な
い
者
す
べ
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
ぽ
再
再
宮
を
欠
く
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の

Z
R
2
Z
が
「
レ

1
ン
(
法

上
の
)
能
力
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
纏
説
を
要
す
ま
い
。

右
に
引
用
し
た
条
項
で
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
(
こ
の
意
味
で
の

)
}
2
2
n
Z
と
(
各
人
生
得
の
「
法
」
と
い
う
意
味
で
の
)
吋

R
Z
と
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の
相
関
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

J
R
Z
を
欠
く
者

(
H
法
喪
失
者
)
は
す
べ
て
(
当
然
)
ぽ
号
ゅ
の
宮
を
欠
く
」
こ

と
に
な
旬
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
息
は
|
|
父
と
同
等
出
生
身
か

(
2
S
E
E
K
E
H
S
S
E
E
m
)
で
あ
る
か
ぎ
り
、
つ
ま
り
、
父
と
同
じ

(河
)

(

ω

}

耳
目
三
を
有
す
る
か
ぎ
り
|
|
父
の
「
(
へ

l
ア
)
シ
ル
ト
」
を
継
承
し
、
寸
へ

1
ア
シ
ル
ト
」
に
生
ま
れ
つ
い
た
者
だ
け
が

g
-
g
z
n宮内

(
創
)

〈
己
完
。

EOHM(H〈。
-
-
-
8
5
5
8
)
(
レ
l
ン
能
力
に
つ
い
て
完
全
)
な
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
教
皇
と
い
え
ど
も
「

(
S
E
E
n
Z
お
よ
び
)
(
こ
の
意
味
で
の
こ

O
R
R
E
を
悪
化
さ
せ
る
よ
う
な
法
は
(
一
切
)
制
定
し
え
な
い
」

し
、
ま
た
、
(
教
会
の
)
破
門

(
σ
S
H∞
自
己
は
「
い
か
な
る
者
の

(-mERRZ
お
よ
び
)
ぽ
号

R
Z
を
も
損
わ
な
い
」
。
た
だ
し
、
次
の
三

↓
つ
の
場
合
に
か
ぎ
つ
て
は
、
そ
の
持
主
は
こ
の

}
2
2
n宮
を
喪
失
す
る
。
第
一
に
、
成
熟

(H満
一
一
一
歳
)
に
達
し
た
者
が
修
道
院
に
入
り
、

法

自

ら

「

(
S
E
E
n
Z
お
よ
び
)
】

2
2
n
Z
か
ら
離
脱
し
た
L

場
合
ー
ー
な
お
こ
の
点
は
、
「
聖
職
者
」
(
一
般
)
に
な
っ
た
場
合
も
、
同
様
で

ユ

、

5
J

ト
あ
ろ
灯
、
|
。
第
二
に
、
「
誰
で
あ
れ
不
忠

(55-012-s!忠
誠
の
欠
如
)
、
ま
た
は
帝
国
勤
務

(frigs--具
体

レ」法'hE
 
ン-フる斗ノおレゲピユシンセクザ

的
に
は
、
帝
国
出
陣

(manZZ2広
島
三
中
の
軍
隊
)
か
ら
の
逃
亡

2
2
2
z
n
r
t
n
y
H
P
E
2
2
n
E
m
)
の
罪
に
帰
せ
ら
れ
た
者
が
あ
れ
ば
、

そ
の
者
か
ら
人
は
彼
の
名
誉
(
巾

Z
H
E
q巾
)
お
よ
び
彼
の

}
g
z
n
Z
を
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
す
る
」
。
第
三
に
、
殺
人
・
傷
害
な
ど
の
「
犯

罪」

(gmR-nZ巾
)
を
犯
し
た
者
は
、
か
り
に
生
命
・
身
体
刑
を
(
換
刑
煩
罪
金
を
支
払
っ
て
)
請
戻
し
て
も
、
判
決
を
も
っ
て
「

R
Z
Z
m
(法

(
叫
開
)

喪
失
者
)
と
宣
告
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
も
1
1
1
前
述
し
た
原
則
に
よ
り
|
|
当
然
ぽ
号

R
Z
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。

因
み
に
、
こ
の

(
a
)

に
数
え
に
箇
所
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
六
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
二
箇
所
、
都
合
八
箇
所
で
あ
る
。

(
b
)
]
g『
R
Z
の
語
は
さ
ら
に
、
(
授
封
さ
れ
た
)
家
臣
の
「
レ
!
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
(
あ
る
い
は
、
「
レ
!
ン
を
現
実
に
支
配
す
る
権
利
」
)

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
用
例
は
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
八
箇
所
に
見
ら
れ
る
が
、
文
言
上
、
た
と
え
ば

-g円
R
Z
自
己

g出

(
仰
)

m
E
o
な
ど
の
形
で
、
前
置
調
印
ロ
を
介
し
て
授
封
対
象
物
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
に
お
け
る

-
O
R
R
Z
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
今
日
の
(
実
体
的
)
権
利
概
念
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
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説

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「
レ
1
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
も
の
と
、
次
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

論

|
|
家
臣
が
レ

l
ン
と
し
て
完
全
な
支
配
権
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の

-
-
z
n芹(巾
)-g

(
正
規
の
レ
l
ン
)
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
が
姿
を
見
せ
る
の
は
、
婦
人
や

J
O
R
R
Z
を
欠
く
者
」
(
一
般
)
が
レ
ー

ン
能
力
の
欠
知
に
も
か
か
わ
ら
ず
授
封
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
(
今
日
の
概
念
か
ら
す
れ
ば
)
む
し
ろ
「
レ

l
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
に
少
な
く
と

も
な
に
が
し
か
の
制
約
な
い
し
問
題
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
意
味
で
の
ぽ
号
R
Z
の
語
は
、

次
に
、
関
係
条
項
(
な
ら
び
に
前
後
の
条
項
)
に
つ
い
て
、
-
m
ロ
吋

R
宮
が
具
体
的
に
い
か
な
る
「
権
利
」
を
指
し
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る

と
、
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
そ
れ
が
「
(
授
封
さ
れ
た
)
所
領
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
)
を
現
実
に
支
配
す
る
権
利
」
を
含
ん
で
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
、
多
く
の
場
合
、
(
家
臣
が
死
亡
し
た
場
合
の
)
寸
相
続
権
」
や
(
主
君
の
側
に
異
動
が
生
じ
た
場

合
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
、
あ
る
い
は
、
(
自
分
の
家
臣
に
対
す
る
)
「
又
授
封
権
」
が
欠
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

J
O
R
R
Z
を
欠
く
者
」
が

授
封
さ
れ
て
も
、
(
他
の
家
臣
の
異
議
が
あ
れ
ば
)
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
で
証
人
と
な
り
あ
る
い
は
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た

-g円
R
Z
と
は
、
そ
の
具
体
的
用
例
に
則
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
限
定
や
欠
落
を
も
っ
た
、
そ
の
意
味
で
い

わ
ば
括
弧
づ
き
の
「
レ

l
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
(
極
言
す
れ
ば
、
も
と
も
と
疑
わ
し
い
場
合
に
単
に
レ

l
ン
を
現
実
に
支
配
す
る
だ
け
の
権
利
」
)

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、

-g円。
n
Z
の
語
が
定
型
的
表
現
の
中
に
現
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
八
箇
所
と
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
一
箇
所
、
都
合
九
箇
所
に
、

-
2
5
n
z
a
zロ
(
H
Z
ロ
)
(
直
訳
す
れ

ば
、
「
レ
l
ン
法
を
お
こ
な
う
」
)
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
(
一
応
)
二
つ
に
わ
け
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

(a) 

@ 

こ
れ
ら
の
う
ち
五
箇
所
で
は
、

さ
ら
に
助
動
詞

B
o
m
g
(
H
Z
E
E
-
仏ロユ

g)
、
が
加
わ
っ
て
、

-
2
2
n宮
内
同
ロ
ロ
目
。

m
g
(日
レ
l

北法39(5-6・II・378)1618



ン
法
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
)
と
な
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
三
箇
所
で
は
、

g-丹
羽
包
巾
(
ま
た
は
皆
コ
足
骨

H
E
E
C
と
い
う

レ
ー
ン

(
M
m
)

形
で
、
「

-
2
5
n
Z
を
お
こ
な
う
」
対
象
物
(
具
体
的
に
は
、
所
領
)
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、

5
0宮
口
は
欠
け
て
い
る
が
仏

R
g
a
o

(
伺
)

を
伴
う
箇
所
が
も
う
一
つ
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

こ
れ
ら
の
六
箇
所
は
す
べ
て
、
(
文
言
上
も
)
「
(
あ
る
所
領
に
つ
い
て
)
レ

1
ン
法
上
の
権
利
を
行
使
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
ご
と
い
う
意
味

に
な
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
い
か
な
る
「
権
利
」
が
行
使
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
箇
所
に

共
通
し
て
、
「
家
臣
が
(
こ
ん
ど
は
主
君
と
し
て
)
あ
る
所
領
を
(
自
分
の
家
臣
に
)
(
又
)
授
封
す
る
」
こ
と
が
そ
の
実
質
的
内
容
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
そ
の
う
ち
の
一
箇
所
だ
け
は
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
「
(
家
臣
が
)
あ
る
所
領
を
(
現
実
に
)
把
握
・
占
取
し
て
自
ら
の
(
利
)
用

に
供
す
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
含
ん
で
い
る
。

な
お
、
こ
の
定
型
的
な
表
現
に
は
属
さ
な
い
が
、
単
発
の

-ORR宮
の
語
が
同
じ
く
「
又
授
封
権
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が

(
畑
山
)

「レ

l
ン
法
」
の
部
に
一
つ
あ
る
。

⑥ 

再
び
ぽ
ロ
円

R
Z
a
cロ
と
い
う
定
型
的
表
現
に
戻
る
と
、
残
り
三
箇
所
の
う
ち
の
一
箇
所
は
、

-oロ『

2
宮
内
同
ロ
ロ
印
。
。

]g(HE--巾ロ)

(Hレ
l
ン
法
を
お
こ
な
う
ベ
ト
で
あ
る
)
)
、
二
箇
所
は

-g司
R
Z
Z
仏
己
ロ
仏
ゆ
さ
巳
向
。
吋

g
(
Hレ
l
ン
法
を
お
こ
な
う
こ
と
を
拒
ト
)
と
な
っ
て

(
畑
山
)

い
て
、
い
ず
れ
も
「
レ

1
ン
法
上
の
権
利
を
行
使
す
る
」
と
訳
す
わ
け
に
は
い
か
ず
、
当
然
「
レ

l
ン
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
」
と
解
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
履
行
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
「
義
務
」
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
三
箇
所
す
べ

(
肌
)
・
(
減
)

て
に
お
い
て
、
「
(
主
君
が
家
臣
に
対
し
)
授
封
す
る
L

こ
と
が
そ
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
ぽ
号

2
z
a
gと
い
う
表
現
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
「
権
利
を
行
使
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
り
、
「
義
務
を
履
行

す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
家
臣
が
主
君
か
ら
受
領
し
た
レ

1
ン
を
自
分
の
家
臣
に
(
又
)
授
封
す
る
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
彼
の
「
権
利
」
に
属
す
る
が
、

北法39(5-6・11・379)1619



説

当
時
す
で
に
(
家
臣
が
死
亡
し
た
場
合
の
)
「
相
続
権
」
や
(
主
君
が
交
替
し
た
一
一
場
合
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
と
も
い
う
べ
き
「
権
利
」
が
形

そ
う
し
た
場
合
に
主
君
が
授
封
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
彼
の
「
義
務
」
で
あ
っ
た
、
と
。

成
さ
れ
て
い
て
、

論

し
か
し
、

さ
ら
に
進
ん
で
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
場
合
、
こ
の
解
答
だ
け
で
は
必
ず
し
も
納
得
を
得
ら
れ
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
な
ら

己

g
と
い
う
表
現
を
ー
ト
九
箇
所
す
べ
て
に
共
通
す
る
具
体
的
内
容
に
即
し
て
|
|
は
じ
め
か
ら
「
授
封
す
る
L

と
訳
し

ぱ、

-g円
mnz

て
し
ま
え
ば
、
「
権
利
」
か
「
義
務
」
か
と
い
う
問
題
は
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で

は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
⑤
に
数
え
た
三
箇
所
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
負
う
(
授
封
)
義
務
(
言

う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
も
つ
権
利
で
あ
る
)
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
③
に
数
え
た
六

箇
所
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
(
自
分
の
上
に
主
君
な
い
し
上
級
主
君
を
戴
く
)
家
臣
が
(
こ
ん
ど
は
自
ら
主
君
と
し
て
)
自
分
の
家
臣
に
対
し
て
持

つ
(
文
授
封
の
)
権
利
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
点
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

{
瑚
)

ピ
l
ゲ
ル
の
著
者
の
立
脚
点

(
H
い
か
な
る
身
分
に
身
を
置
い
て
物
事
を
見
て
い
る
か
)
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(b)

次
に
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
〔
一
己
箇
所
に
ぽ

R
R
Z
2
2口
号
日
巾

m
z
a
g
毛
色
唱

R
ロ
(
H
(
所
領
に
つ
い
て
)
レ

l
ン
法
を

拒
む
)
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
右
の

(
a
)
・
⑥
で
検
討
し
た

-g司
R
Z
Z
E
E∞
毛
色

m
m
Zロ
と
同
じ
く
、
「
(
主
君
が
家

臣
に
対
し
)
(
あ
る
所
領
に
つ
い
て
)
レ

l
ン
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
拒
む
」
、
具
体
的
に
は
「
(
主
君
が
家
臣
に
対
し
)
(
あ
る
所
領
を
)
授

(
肪
)

封
す
る
こ
と
を
拒
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

次
に
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
三
箇
所
と
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
〔
一
〕
箇
所
、
都
合
三
〔
四
〕
箇
所
に

-
g円
円
宮

1
0
m
g
(
H匂
bmmg)

(
畑
山
)

(
H
レ
1
ン
法
を
培
い
育
て
る
)
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
筒
所
は
、
通
常
、
や
は
り
「
レ

l
ン
法
上
の
義
務
を
履
行
す
る
L

と
訳

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
こ
の
レ

l
ン
法
上
の
「
義
務
」
の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
て

(
C
)
 

み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。
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ま
ず
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の

〔
二
箇
所
で
は
、
主
君
が
家
臣
(
お
よ
び
そ
の
子
た
ち
)

に
対
し
て
こ
の
義
務
を
履
行
す
べ
き
宏
号
R
Z

三巾
m
g
R
o
Zロ
)
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
関
連
条
項
の
文
脈
か
ら
、
家
臣
(
お
よ
び
そ
の
子
た
ち
の
)
〈
。
-m巾
(
H
授
封

更
新
の
請
求
)
に
応
じ
て
授
卦
す
る
こ
と
と
見
当
が
つ
句
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
前
述
の

(a)
・
⑥
、
お
よ
び
、

(b)
と
基
本
的
に
は
同

一
の
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
一
見
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
(
す
ぐ
後
述
す
る
)
他
の
三
箇
所
と
比
較
す
る
と
、
主

君
が
家
臣
に
対
し
て
こ
の
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
箇
所
だ
け
あ
り
、
こ
の
用
例
は
す
で
に
そ
の
点
で
ま
っ
た
く
孤
立
し
た
例

外
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

こ
れ
に
対
し
て
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
三
箇
所
は
、
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
こ
の
レ

l
ン
法
上
の
「
義
務
」
を
履
行
す
る
(
ぽ
号

2
z
g

(
瑚
)

同

vgmg)、
と
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
(
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
負
う
義
務
で
あ
る
以
上
)
こ
の
「
義
務
」
が
具

体
的
に
は
「
授
封
」
を
意
味
し
え
な
い
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
関
係
条
項
の
文
言
か
ら
明
ら
か
に
で
き

け

に

ん

る
の
は
、
こ
の
「
義
務
」
が
家
人
の
負
う

Z
S吋
R
Z
2
1
m
m
g
(
Hホ
l
フ
レ
ヒ
ト
を
培
い
育
て
る
)
と
い
う
義
務
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
、

今
一
つ
(
同
じ
表
現
が
二
度
現
わ
れ
る
レ

I
ン
法
四
・
五
に
つ
い
て
)
は
、
そ
れ
が
(
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
負
う
)
号
ロ
g
(
H島
B
2
1
1
1奉
仕
」

ま
た
は
「
勤
務
」
す
る
)
義
務
と
並
ん
で
現
わ
れ
る
、
つ
ま
り
骨
ロ

g
と
(
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
)
相
互
補
完

(
醐
)

的
な
関
係
に
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
点
を
手
が
か
り
に
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
と
、

こ
の
「
義
務
」
の
具
体
的
解
明
に
つ
な
が
り
う
る
こ
と
と
し
て
、
次
の
諸
点
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

第
一
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
七
箇
所
に
話
。

z
g
z
a
g
(
H直
訳
す
れ
ば
、
「
法
を
培
い
育
て
る
」
、
通
常
「
法
的
義
務
を
履
行
す
る
」
、
と

訳
さ
れ
て
い
る
)
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
箇
所
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
)
に
お
い
て
は
、
参
廷

(
H
裁
判
集
会

(
瑚
)

参
加
)
義
務
者
ま
た
は
被
告
自
身
が
裁
判
官
に
対
し
て
こ
の
「
義
務
」
を
負
う
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
義
務
」
の
具
体
的

内
容
は
、
(
召
喚
に
応
じ
て
裁
判
を
受
け
る
べ
く
)
出
頭
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
(
裁
判
集
会
に
参
加
し
て
、
具
体
的
に
は
判
決
を
発
見
し
、
あ
る
い

北法39(5-6・II・381)1621



説

で
あ
る
。
第
二
に
、

家
臣
が
主
君
に
対
し
て
負
う
骨
5
2
(
「
奉
仕
」
な
い
し
「
勤
務
」
)
は
、
要
約
的
に
言
え
ば
、
宮
『
(
巾

)gえ
(
H
Z
2え
与
え
|
|
山
山
障
な
い
し

ホ
ー
プ

軍
役
義
務
)
と
宮
守

R
H
(
H出
。
尽
岳
ユ
|
|
主
君
の
邸
館
へ
の
出
仕
義
務
)
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
三
に
、
特
に
門
田

2
ユ}内何回門目。ロゆえ

(H

は
、
代
弁
人
や
証
人
に
な
る
な
ど
、
あ
る
能
動
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
)
裁
判
(
の
遂
行
)
に
協
力
す
る
こ
と
、

論

-Nanva芯
口
氏
)
の
語
は
、
も
っ
ぱ
ら
(
帝
国
の
)
国
巾
q
E
Vユ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
出
え
E
Yえ
の
両
者
を
含
め

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
も
っ
ぱ
ら
レ

i
ン
法
(
上
の
)
裁
判
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
第
四
に
、

円

-
g
g
と

-
g円
宮
宮

2
1巾
問
。
ロ
が
並
ん
で
現
わ
れ
る
レ

l
ン
法
四
・
五
は
、
次
の
よ
う
な
論
旨
の
流
れ
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

色。印吋

-wg門凶作ロ
2
門
(
こ
の
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
出
陣
な
い
し
軍
役
義
務
)
)
に
つ
い
て
の
規
定
が
、
レ
ー
ン
法
四
・
一
か
ら
始
ま
り
四
・
三
ま
で
続

く
。
次
に
四
・
四
は
、
「
家
臣
が
レ

1
ン
法
廷
で
判
決
を
発
見
す
る
」
こ
と
も
「
主
君
に
仏

2
2
す
る
」
も
う
一
つ
の
態
様
で
あ
る
、
と
一
吉
田
う
。

問
題
の
レ

l
ン
法
四
・
五
は
こ
の
後
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
四
・
五
に
お
い
て
は
、
|
|
す
で
に
仏

g
g
の
語
そ
の
も
の
が
「
参
廷
義
務
」
を
含
む
可
能
性

さ
え
あ
る
が
、
そ
の
点
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ

1
1
-
g
z
n
Z
2
1
0
m
g
が
「
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
参
加
し
て
裁
判
に
協
力
す
る
」
と
い
う

け

に

ん

つ

い

意
味
に
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
箇
所
の
|
|
家
人
の

V
2司
R
Z
g
z
a
g
と
対
を
な
し
て
い
る

l
i
-
-
g円
R
Z
2
1
0
m
g
も
、
(
必
ず
し
も
家
臣
の
レ

l
ン
法
上
の
義
務
一
般
と
解
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
)
「
参
廷
義
務
」
あ

る
い
は
「
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
参
加
し
て
裁
判
に
協
力
す
る
」
義
務
と
解
し
て
い
っ
こ
う
に
さ
し
っ
か
え
が
な
い
。
ま
た
、
「
レ

i
ン
法
」

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、

の
部
の
一
箇
所
に
だ
け
姿
を
見
せ
る

(
R
B巾
F
R
Zロ
)
F
R
R芹
g
z
f
g
(
H
Z
Fロ
)
|
|
つ
ま
り
、
(
主
君
の
た
め
に
こ

g
『
R
Z
(が

実
現
す
る
よ
う
)
助
力
す
る
ー
ー
と
い
う
表
現
も
、
実
質
的
に
は
「
主
君
の
レ

1
ン
法
廷
に
参
加
し
て
裁
判
に
協
力
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

(3) 
以
上
の
よ
う
に
、
(
通
常
)
レ

l
ン
法
上
の
「
能
力
」
な
い
し
「
権
利
」
(
お
よ
び
「
義
務
」
)
と
解
さ
れ
(
て
い
)
る

-
s
z
n
Z
の
用

北法39(5-6・11・382)1622



法
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
最
後
、
再
び
「
裁
判
」
と
い
う
(
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
な
)
語
義
に
突
き
当
た
っ
た
こ
と
(
ぽ
号

R
Z
g
z
a
g

は
、
右
の
理
解
に
立
て
ば
、
「
レ

i
ン
法
H
(
レ
l
ン
法
上
の
)
裁
判
を
培
い
育
て
る
」
こ
と
で
あ
る
)
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の

は
、
そ
こ
か
ら
遡
っ
て
考
え
直
し
て
み
る
と
、
こ
の

で
検
討
し
た
用
例
が
、
実
は
い
ず
れ
も
そ
れ
と
同
じ
語
義
を
も
つ
か
、

(二)・

(
2
)

あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

(
日
レ

1
ン
法
を
拒
む
)
と
い
う
表
現
は
、

(
2
)
・
(
b
)
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
(
主

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

た
と
え
ば
、

-
O
R
R
Z
2
4『
包
問
。
司

g

君
が
家
臣
に
対
し
)
「
授
封
を
拒
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
君
に
よ
る
授
封
(
更
新
)
が
「
判
決
を
も
っ
て
(
な
い
し
、
を
得
て
)
L

(
国
)

あ
る
い
は
、
「
裁
判
(
手
続
)
を
も
っ
て
(
な
い
し
、
を
経
て
)
」
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
(
主
君
が
家
臣
に
対
し
)
「
授
封
を
拒
む
」
こ

と
は
、
「
レ

l
ン
法
リ
(
レ

1
ン
法
上
の
)
裁
判
を
拒
む
(
少
な
く
と
も
、
授
封
に
必
要
な
裁
判
形
式
の
手
続
を
と
ろ
う
と
し
な
い
ご
と
ほ
と
ん
ど

同
義
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

(
2
)
・
(a)
・
⑥
で
検
討
し
た
(
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
負
う
義
務
と
し
て
の

)
-
g
z
n
z
g

門
吉
ロ
と
い
う
の
も
、
|
|
特
に

-
8
2
n
Z作
曲
者
巴
航
海
円

g
と
同
義
の

-g吋
宮
宮

g
g
己
ロ
ロ
骨

45-m22
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み

れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
法
日
(
授
封
に
必
要
な
)
裁
判
(
形
式
の
手
続
)
を
お
こ
な
う
(
の
を
拒
む
)
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ

(m) 

て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、

(
2
)
・
(a)
・
④
で
検
討
し
た
(
主
君
の
権
利
と
し
て
の
こ

g
g
n
z
g仏
5
も
、
「
レ

1
ン
法
H
裁
判
(
形
式

の
手
続
)
を
お
こ
な
う
(
を
お
こ
な
っ
て
、
授
封
す
る
ご
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
う
る
こ
と
は
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
o

l

-

-

こ
う
し
て
、

(
2
)
で
検
討
し
た
用
例
は
、
実
は
す
べ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
裁
判
(
手
続
)
」
と
い
う
語
義
を
(
併
せ
)
も
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、

-
g
z
n
Z
の
語
が
レ

1
ン
法
上
の
「
準
則
」
な
い
し
「
(
客
観
的
な
)
法
規
範
」
を
意
味
す
る
用
例
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
順
番
を
変
え
て
、

-g円
R
Z
の
語
が
形
容
詞
の
支
配
を
受
け
て
、
あ
る
い
は
、
定
型
的
表
現
の
中
に
登

場
し
て
く
る
場
合
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
。

( 

ーー一) (1)
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説

(
a
)
最
初
に
、
「
レ

i
ン
法
」
の
部
の
六
箇
所
に
出
て
く
る
包
括

}
g
z
n
Z
U
(
H豆巾
g
a
g
z
z
z
n
v
Z
2
)
と
い
う
定
型
的
表
現

、"“
d

に
つ
い
ち
、
。
こ
の
表
現
が
す
べ
て
の
箇
所
に
お
い
て
、
字
義
通
り
、
「
レ

1
ン
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
の
場
合

-g『
R
Z
の
語
が
(
レ
!
ン
法
上
の
)
「
準
則
」
な
い
し
(
客
観
的
)
「
法
規
範
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

論

そ
の
具
体
的
内
容
に
ま
で
踏
み
こ
ん
で
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

関
係
条
項
を
個
別
的
に
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
「
レ

1
ン
法
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
具
体
的
に
は
、
二
箇
所
に
お
い
て
は
「
(
証

(
悶
)

人
に
よ
っ
て
)
立
証
す
る
」
こ
と
、
一
箇
所
に
お
い
て
「
(
問
題
の
所
領
を
授
封
し
た
旨
)
保
障
す
る
」
こ
と
な
ど
、
要
す
る
に
法
廷
で
の
審
理

手
続
|
|
そ
れ
も
証
明
手
続
|
|
』
に
関
し
て
い
る
。
集
中
的
に
現
わ
れ
る
残
り
の
三
箇
所
は
い
ず
れ
も
、
問
責
の
た
め
に
レ

l
ン
法
廷
へ

の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
家
臣
が
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
場
合
に
、
主
君
が
ス
テ
ッ
プ
を
追
っ
て
(
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
判
決
を
も
っ
て
」
H
判

決
を
得
な
が
ら
)
家
臣
の
不
出
頭
を
確
証
(
し
、
最
後
そ
の
家
臣
か
ら
所
領
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
)
す
る
た
め
の
(
審
理
)
手
続
ー
ー
し
た
が
っ

(
問
}

て
、
こ
れ
ま
た
(
家
臣
の
「
不
服
従
」
の
)
証
明
手
続
l
l
l
に
関
係
し
て
い
る
。

か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
ま
た
、

こ
の
場
合
、

-
g
g
n
Z
の
語
は
確
か
に
(
客
観
的
法
規
範
と
し
て
の
)
「
レ
!
ン
法
」
を
意
味
し
て
い
る
(
日
「
レ

l
ン
法
が
そ
う
あ
る
よ
う
に
」
、

ま
た
は
、
「
レ

1
ン
法
が
そ
う
定
め
て
い
る
よ
う
に
」
)
。
し
か
し
、
そ
の
「
レ

1
ン
法
」
の
内
容
は
、
具
体
的
に
は
す
べ
て
レ

l
ン
法
廷
で
の
審
理

手
続
に
か
か
わ
っ
て
い
る
(
し
た
が
っ
て
、
実
質
的
意
味
を
と
る
に
は
、
こ
の
表
現
は
む
し
ろ
「
レ

l
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
」
と
訳
し
た
方
が

{m} 

わ
か
り
や
す
い
て
と
い
う
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

(
悶
)

(
b
)

次
に
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
二
箇
所
に

E
(
H
E
n
g
-
2
5
n
F
Z
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
一
箇
所
は
、
一
般

に
は
「
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、

1
1
1
5
と
い
う
前
置
調
に
こ
だ
わ
っ
て
|
|
一
応
「
レ

l
ン
法
に
従

い
」
と
訳
し
て
み
て
も
、
実
質
的
に
は
|
|
(
a
)
の
包
括

F
R
R
Z
2
と
同
じ
く
|
|
「
レ

l
ン
法
が
求
め
る
手
続
に
従
い
」
と
い
う

(
瑚
)

意
味
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
も
う
一
箇
所
も
、
同
じ
く
「
レ

l
ン
法
が
求
め
る
手
続
に
従
い
」
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、

北法39(5-6・II・384)1624



そ
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
手
続
」
が
(
法
廷
に
お
け
る
)
裁
判
手
続
か
ら
離
れ
始
め
て
お
り
、

(
悶
)

従
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
「
レ

l
ン
法
上
の
準
則
に

(
C
)

と
こ
ろ
で
、
先
に
寸
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
」
と
い
う
意
味
の

Z
-
g
g
n
y
Z
を
考
察
し
た
さ
い
に
、
「
レ

l
ン
法
上
」
(
な
い
し
、

「
レ
!
ン
法
上
の
準
則
に
従
い
」
)
の
意
味
に
解
さ
れ
る
「
ラ
ン
ト
法
L

の
部
の
〔
二
〕
箇
所
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
二
箇
所
、
都
合
二
〔
四
〕

(
別
)

箇
所
は
留
保
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
|
|
右
の

E
-
2
5
Zに
次
い
で

l
!こ
れ
ら
の
箇
所
の

g
g
R
R
V
Z
に
つ
い
て
検
討
し
て
み

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

る
と
、

-g円
R
宮
の
語
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
た
基
調
を
示
す
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
箇

所
は
い
ず
れ
も
、
「
レ

l
ン
法
上
」
あ
る
い
は
寸
レ

1
ン
法
(
上
の
準
則
)
に
従
い
」
と
解
し
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
レ

l
ン

法
(
上
の
準
則
)
」
は
、
今
や
(
ほ
と
ん
ど
)
ま
っ
た
く
「
法
廷
」
に
お
け
る
(
審
理
)
手
続
と
の
つ
な
が
り
を
も
た
ず
、
か
え
っ
て
「
相
続
権
」
と

か
か
わ
る
(
今
日
の
意
味
で
の
、
あ
る
い
は
実
体
的
な
)
「
法
」
を
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
用
例
が
登
場
す
る
の
が
、
い
ず
れ
も
ド

(
印
)

イ
ツ
語
第
一
版
で
は
な
く
、
そ
れ
以
後
の
新
し
い
版
に
属
す
る
箇
所
で
あ
る
(
つ
ま
り
、
こ
の
用
例
は
比
較
的
新
し
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
)
こ

と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

ほ
か
に
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
も
う
〔
二
箇
所
で
、
単
発
の

Z
R
R
Z
の
語
が
、
右
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
も
新
し
い
テ
キ
ス
ト
層
に
属
し
て
い
る
。

(
2
)

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
さ
れ
て
い
た

-
2
5
n
Z
の
用
例
を
一
括
し
て
検
討
す
る
。
因
み
に
、
こ
れ
は
「
レ
ー

ン
法
」
の
部
の
都
合
五
〔
六
〕
箇
所
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「レ

l
ン
法
」
の
部
の
最
初
の
条
項
は
、
「
誰
で
あ
れ

-
2
5
n
Z
(の
こ
と
)
を
知
ろ
う
と
望
む
者
は
、
本
書
(
な
い
し
、
本
巻
)
の

な
お
、

(a) 

教
え
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」
と
言
い
、
ま
た
、
「
レ
!
ン
法
」
の
部
の
末
尾
の
条
項
は
、
「
私
は
(
こ
れ
で
)
釦
ご
め
号

R
Z
を
片
づ
け
た
」
と
言

(
邸
)
ぅ
。
こ
れ
ら
の
箇
所
の

-
O
R
R
Z
は
、
一
見
明
白
に
、
「
レ

l
ン
法
(
一
般
)
」
を
意
味
し
、
実
質
的
に
は
、
(
ま
さ
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ

北法39(5-6・II・385)1625



説

ル
の
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
)
「
(
客
観
的
)
法
規
範
の
総
体
」
を
指
し
て
い
る
。

「レ
1
ン
法
」
の
部
の
官
頭
に
|
|
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
か
ら
の
橋
渡
し
と
し
て

1
1
1
付
加
さ
れ
た
、
「
以
上
は
ラ
ン
ト
法
に
つ
い
て
述
べ

論

て
き
た
、
以
下
は
己
旦

Z
R
R
Z
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
も
、

-
2
5
n伊
丹
の
語
は
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
も
う
一
箇
所
の
「
上
述
の

-
g円
R
Z
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
L

と
い
う
件
り
の

Z
R
2
Z
も
、
基
本
的
に
は
同
じ
よ
う
に
解
し
て

(
凶
)

よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
印
)

残
り
の
二
箇
所
は
、
同
じ
条
項
中
に
、
偶
然
〈
自

(
H
Sロ
)
唱

g
g
g百

(
H
M
3
s
a
s
g
)
]
g
z
n
Z
と
い
う
同
じ
形
で
現
わ
れ
る
。
こ

の
閃
巾

E
g
o
-
g円
ゅ
の
宮
は
、
(
の
R
W
V
E
Sロ
-Em刃
包
巾
F
P

∞Rm-岳
ロ
な
ど
)
「
特
殊
な
レ

l
ン」

(ω
。
ロ
号
ユ
岳
ロ
)
(
に
関
す
る
レ

i
ン
法
)
と

対
置
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
(
普
通
な
い
し
一
般
の
レ

l
ン
に
関
す
る
)
「
一
般
の
レ

l
ン
法
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、

そ
れ
が
、
実
質
的
に
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
・
「
レ
1
ン
法
」
の
部
に
書
き
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
(
一
般
の
レ
1
ン
法
に
関
す
る
)

(
問
}

法
規
範
の
総
体
」
で
あ
る
こ
と
に
も
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

(
b
)

以
上
、
残
さ
れ
た
五
三
ハ
〕
箇
所
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る

-
2
5
n
Z
の
語
は
、
す
べ
て
「
レ

l
ン
法
一
般
」

あ
る
い
は
「
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
・
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
)
(
客
観
的
)
法
規
範
の
総
体
」
を
指
す
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
間
違
え
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
法
規
範
」
の
具
体
的
な
内
容
な
い
し
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る

-2・

2
の
宮
の
用
語
法
の
検
討
だ
け
か
ら
で
も
容
易
に
見
当
が
つ
く
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ
!
ン
法
」
の
部
の
諸
条
項
が
「
(
実

体
的
)
諸
規
範
」
を
含
む
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
そ
こ
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
は
、
圧
倒
的
大
部
分
の
場
合
、
「
裁
判
」
に
関
係
す
る
形

式
的
・
手
続
(
法
)
的
規
範
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
レ

l
ン
法
」
と
い
う
(
客
観
的
な
)
「
準
則
」
な
い
し
「
法
規
範
」
の
中
に
、

実
質
的
に
は
再
び
「
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
」
な
法
概
念
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。

北法39(5-6・11・386)1626

ま
た



(
囲
)

以
上
で

-g円
R
宮
の
用
語
法
の
検
討
は
一
通
り
終
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
摘
記
す
れ
ば

次
の
通
り
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

圧
倒
的
に
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
「
裁
判
」
に
関
係
す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
を
も
っ
用
法
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
義
的
に

そ
う
し
た
語
義
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
本
節
・
(
一
)
に
ま
と
め
た
分
だ
け
で
六
六
〔
六
九
〕
箇
所
、
全
用
例
ご
一
二
〔
一
一
一
一
〕
箇
所
)

(
悶
)

の
過
半
数
を
上
廻
一
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
・
実
質
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
第
一
義
的
に
は
「
能
力
」
な
い

し
「
権
利
」
(
お
よ
び
「
義
務
」
)
の
語
義
を
も
っ
用
法
と
し
て
本
節
・
(
二
)
に
ま
と
め
た
用
例
三
一
〔
三
三
〕
箇
所
中
の
約
半
数
、
さ
ら
に
、

第
一
義
的
に
は
「
準
則
L

な
い
し
(
客
観
的
)
寸
法
規
範
」
の
語
義
を
も
っ
用
法
と
し
て
本
節
・
(
三
)
に
ま
と
め
た
用
例
一
五
〔
一
九
〕
箇
所

(
附
)

中
の
大
多
数
に
も
、
こ
う
し
た
語
義
な
い
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
認
め
ら
れ
る
。

逆
に
、
寸
裁
判
L

に
関
す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
な
い
し
合
意
が
(
ほ
と
ん
ど
)
認
め
ら
れ
な
い
用
例
は
、
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
が

(二)・

(
l
)
・
(
a
)
に
ま
と
め
た
「
レ

1
ン
能
力
」
を
意
味
す
る
場
合
(
都
合
八
箇
所
)
、
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
が
(
二
)
・

(
1
)
・
(
b
)
に

ま
と
め
た
「
レ

l
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
を
意
味
す
る
場
合
(
都
合
八
箇
所
)
、
第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
が
(
一
ニ
)
・

(
1
)
・
(
C
)

に
ま
と
め
た

「レ

l
ン
法
(
の
準
則
)
上
」
あ
る
い
は
「
レ

1
ン
法
(
上
の
準
則
)
に
従
い
」
を
意
味
す
る

Z
Z号
R
Z巾
(
都
合
二
〔
四
〕
箇
所
)
)
お
よ
び

そ
れ
と
同
義
の
単
発
の
用
例
(
〔
ニ
箇
所
)
、
以
上
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
所
見
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、

Z
R
R宮
の
語
が
も
っ
三
つ
の
基
本
的
語
義
は
決
し
て
同
じ
比

重
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
裁
判
」
に
関
係
す
る
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
が
、

(
凶
}

と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
最
も
重
要
な
、
あ
る
い
は
、
中
心
的
・

枢
軸
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
レ

i
ン
能
力
」
と
い
う
意
味
で
の

-g『
R
Z
は
、
主
君
か
ら
(
レ
1
ン
と
と
も
に
)
レ

1
ン
法
裁
判
権
を
受
領
し

(
胤
}

レ
1
ン
法
上
の
裁
判
権
も
|
|
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
と
同
じ
く
|
|
国
王
に
始
ま
り
(
こ
の

そ
れ
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、

北法39(5-6・II・387)1627



説

-巾
R
R
Z
と
同
義
の
)
「
へ

1
ア
シ
ル
ト
」
の
階
梯
を
通
っ
て
、
下
級
主
君
の
と
こ
ろ
ま
で
降
り
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
レ

l
ン
に
対
す
る
支
配
権
」
と
い
う
意
味
の
(
今
日
の
「
権
利
」
概
念
に
最
も
近
い
こ

g
『

R
Z
の
語
は
、

z
n
y片(巾
)
-
g
に
つ

論

レ
ー
ン
能
力
を
欠
く
者
に
対
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
レ

l
ン
が
封
与
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
(
今
日
の
概

(
胤
)

念
か
ら
す
れ
ば
)
む
し
ろ
(
実
体
的
)
「
権
利
」
に
制
約
や
問
題
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。

い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
、
(
い
わ
ば
純
粋
に
)
「
準
則
」
な
い
し
(
客
観
的
)
「
法
規
範
」
と
い
う
意
味
の
(
つ
ま
り
、
今
日
の
「
法
」
概
念
に
最
も
近
い
)
(
吉

)
-
g
z
n
y
z

の
用
法
は
、
す
べ
て
(
ド
イ
ツ
語
第
一
版
以
外
の
)
新
し
い
テ
キ
ス
ト
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、

だ
け
で
な
く
、
具
体
的
・
実
質
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
「
相
続
権
」
に
関
係
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
吋
。

以
上
、
と
り
あ
え
ず
ぽ
号

R
Z
の
用
語
法
の
検
討
の
結
果
を
摘
記
し
、
次
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
}
山
口
可

2
宮
の
用
語
法
の
検
討
に

一
見
明
白
に
新
し
い
用
法
に
属
し
て
い
る

移
り
た
い
。

(
未
完
)

駐(
1
)
-釦
ロ
可
巾
円
宮
と
ぽ

R
R
Z
の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
は
次
節
で
後
述
す
る
が
、
司
R
Z
を
そ
の
一
部
と
し
て
含
む
合
成
語
中
、

-
g吋
R
Z
が
第
一
位

に
、
ま
た
-
恒
三
R
n
Z
は
第
三
位
に
位
置
す
る
。
因
み
に
、
第
二
位
を
占
め
る
の
は
、
名
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
の
す
べ
て
を
含
め
る
と
、
〔
六
五
〕

箇
所
ー
ー
な
お
、
本
稿
で
条
項
や
箇
所
を
数
え
る
場
合
、
原
著
者
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
〔
〕
を
付
さ
ず

に
、
ま
た
、
一
三
世
紀
後
半
の
補
遺
に
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
め
た
数
は
〔
〕
内
に
記
す
こ
と
に
す
る
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註

(5)
を
参
照
さ
れ
た
い
|
|
に
登
場
す
る

5
2与
件
(
巾
)
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
合
成
語
の
使
用
頻
度
は
、

z
n
v同(巾
)-om
の〔一

O
〕
箇
所
|
|

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
六
・
(
四
)
、
七
九
頁
以
下
に
略
述
し
て
お
い
た
ー
ー
を
除
け
ば
、
ぎ
円
円
宵

R
Z
が
五
箇
所
、

F
O
〈巾司巾
n
Z
が
三
箇
所
、

R
E
z
n
z・向田
O
号

2
2
Z・江口印可巾
nz-
巾
2
2古田吋巾
n
Z
が
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
と
、
極
端
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
な
お

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
使
用
頻
度
の
低
い
合
成
語
に
つ
い
て
も
、
「
補
論
」
の
形
で
検
討
を
す
ま
せ
て
お
き
た
い
(
ロ

R
R
Z、
特
に

S
R
5
5
n
v
z

の
用
法
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
)
。
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

(
2
)
因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
は

1
1
数
え
落
と
し
が
な
い
限
り

1
1
1
名
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
、
そ
れ
に
右
に
掲
げ
た
合
成
語
を
す

べ
て
含
め
て
、
諸
島
同
(
ぬ
)
の
語
は
都
合
〔
八
五

O
〕
箇
所
に
登
場
し
て
く
る
が
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
な
る
ぽ
ロ
守
男
宮
と
芯
号

R
Z
の
こ
つ

の
語
を
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
一
八
%
強
に
透
す
る
。

(
3
)
た
と
え
ば
、
蕊
江
真
一
氏
に
よ
る
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
」
の
餐
郵
貯
〈
「
法
制
史
研
究
」
一
一
一
七
、
一
九
八
八
年
、
特
に
二
の
冒
頭
、
一
一
一
回

O
一
員
上
段
)
を

参
照
さ
れ
た
い
。
直
江
氏
は
そ
こ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
史
を
専
攻
す
る
立
場
か
ら
、
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

1
ン
法
と
い
う
こ
元
約
法
構
造
自
体
」
に

対
す
る
困
惑
の
念
を
表
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
は
直
江
氏
に
よ
る
前
掲
・
抽
出
稿
に
対
す
る
御
批
判
に
お
答
え
す
る
場
所
で
は
な
い
が
、
一
つ
だ
け
右
の
こ
と
と
の
関
連
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
直
江
氏
は
、
ド
イ
ツ
史
に
お
い
て
は
「
当
時
吋
フ
ェ

1
デ
は
原
則
的
に
適
法
行
為
だ
っ
た
」
と
い
う
(
そ
れ
自

体
と
し
て
は
乏
し
い
)
前
提
に
立
っ
て
、
こ
の
「
適
法
行
為
と
し
て
の
フ
ェ
!
デ
と
の
構
造
的
遼
関
に
お
い
て
、
ア
イ
ゲ
ン
で
は
な
く
ゲ
ヴ
ェ

i
レ

を
位
置
づ
け
る
最
近
の
見
解
(
H
呉
体
的
に
は
、
石
井
紫
郎
氏
の
そ
れ

i
i
岩
波
議
箆
『
基
本
法
学

3
1
1
階
建
』
、
一
九
八
三
年
参
照

i
i
)
と
拙
論

と
が
「
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
:
:
:
か
」
と
関
わ
れ
る
(
一
一
一
四
一
頁
上
段
)
。
率
直
に
言
っ
て
私
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
史
を
専

攻
さ
れ
る
葱
江
氏
か
ら
こ
う
し
た
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
い
さ
さ
か
一
戸
惑
い
を
感
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い

て
は
(
少
な
く
と
も
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
エ
ス
ト
以
降
)
ブ
ェ

i
デ
の
適
法
伎
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
の
に
認
お
宮
な
る
概
念
は
存
在
し
て
い
た
、

つ
ま
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
史
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
ブ
ェ

i
デ
と
グ
ヴ
ェ

i
レ
の
間
に
「
構
造
的
連
関
」
が
存
在
し
え
な
い
こ
と
は
か
え
っ
て

明
獲
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)
今
日
で
は

l
iド
イ
ツ
で
も

l
iあ
ま
り
講
ぜ
ら
れ
な
く
な
っ
た
「
ド
イ
ツ
私
法
(
史
緩
説
)
」
(
む

2
g
n吉
田
空
〈
田
仲
『
巾

nZ)
に
お
い
て
は
、

そ
れ
へ
の
導
入
の
一
つ
と
し
て
「
法
題

(MN2Z島
2
2
S
の
分
裂
」
が
説
か
れ
る
の
が
や
m
で
あ
っ
た
。
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
(
以
下
に

つ
い
て
は
、
た
ま
た
ま
手
許
に
あ
っ
た
〉
・
出
開

5
5
F
E
Eさ
位
。
ロ

g
仏

2
0
2丹
沢
町
冊
目
匂
ユ
〈
印
可
R
F
3
・H
-

∞

仏

唱

阿

部

8
・
ω
・
器
内
?
と

m・
2
c
g
h開戸

。g昆
思
想
念
的

0
2円
R
Y
E
甲
山
〈
民

gnvFω
・
〉
口
問
ケ

-Hus-ω
・

5
・
を
参
照
し
た
)
0

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
は
属
人
法
、
主
義
に
も
と
づ
く
諸
部
族

法
(
〈
♀

z
z
n
y
g
)。
こ
れ
が
、
お
お
む
ね
一
一
世
紀
を
画
期
と
し
て
、
属
地
法
主
義
に
も
と
づ
く
ラ
ン
ト
法
へ
転
換
(
た
だ
し
、
内
容
的
に
は
基

本
約
に
部
族
法
を
継
承
)
。
た
だ
し
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
は
、
あ
る
地
域
で
一
率
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
レ

i
ン
法
、
家
人
法
〈
宮
市

E
同
g
n
y
c、

荘
顕
法

(
Z
O
片足
nvc、
都
市
法

(ω
片
山
岱

qonyH)
な
ど
の
諸
法
圏
が
成
立
し
て
、
そ
の
適
用
領
域
を
間
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で

は
、
部
族
民
に
対
し
て
で
あ
れ
地
域
住
民
に
対
し
て
で
あ
れ
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
法
(
H
部
族
法
な
い
し
ラ
ン
ト
法
)
の
存
在
が
ま
ず
前
提
さ
れ
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説

る
。
ラ
ン
ト
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
上
で
、
そ
こ
か
ら
レ
!
ン
法
・
家
人
法
・
荘
霞
法
・
都
市
法
な
ど
が
消
去
さ
れ
た
残
り
、
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
(
な
お
、
比
較
的
緩
近
、
問
・
穴
問
0
5
8開
F
了
。

g同
研

n
z
m
R
Z∞mmREnyZH(σ
岡田

M
M印

8
・
3吋
N-ω

自
由
は
、

ラ
ン
ト
法
を
い
わ
ば
「
(
農
村
に
住
む
)
自
由
人
を
覆
う
(
一
一
般
)
法
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
ラ
ン
ト
法
が
レ
!
ン
法
に
対
し
て
だ
け
は

関
か
れ
て
い
る
〈
H
相
互
排
斥
的
な
関
係
に
立
た
な
い
)
か
は
説
明
可
能
(
レ

i
ン
法
は
い
わ
ば
「
(
農
村
に
住
む
)
自
由
人
の
(
レ
!
ン
に
関
す
る
)
特
別
法
乙

で
あ
る
が
、
こ
の
定
義
も
基
本
的
に
は
「
消
去
法
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
開
明
ら
か
で
あ
ろ
う
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
概
念
の
積
極
的
規
定
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
基
本
的
原
因
の
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
「
ラ
ン
ト
」
と
は
何
か
が
問
わ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
学
説
史
上
は
じ
め
て
そ
れ
を
真
向
か
ら
問
題
に
し
た

0
・
∞
河
C
2
2何
回
-

H
t
m
w
H
M
仏
ロ
ロ
仏
出
品
山

q
m
n
g同
グ
ゲ
〉
口
問
7
・
話
器
は
、
こ
の
関
連
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
護
婆
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
プ
ル
ン
ナ
!
が
ラ
ン
ト
法

な
く
し
て
ラ
ン
ト
な
し
と
考
え
、
ラ
ン
ト
を
コ
フ
ン
ト
法
の
下
に
統
合
さ
れ
る
法
?
平
和
}
共
同
体
」
と
定
義
し
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
、
わ
が

留
で
も
周
知
の
こ
と
に
廃
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
プ
ル
ン
ナ
!
も
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
を
部
族

(ωggg)
の
、
そ
し
て
、
ラ
ン
ト
法
を
部
族
法

(
〈
♀
宏
司
帽
の
宮
)
の
延
長
線
上
に
お
い
て
捉
え
る
点
で
は
、
「
ド
イ
ツ
私
法
」
の
通
説
の
域
を
出
な
か
っ
た
(
た
と
え
ば
、
土
地
を
耕
作
し
支
配
す
る
人
々

の
共
肉
体
と
い
う
意
味
で
の
ラ
ン
ト
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
〉
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
も
っ
と
蚤
要
な
の
は
、

ラ

イ

ヒ

オ

ル

ト

プ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
ラ
ン
ト
法
が
「
ラ
ン
ト

(
H
帝
国
と
市
・
村
の
中
間
に
佼
鐙
す
る
領
邦
)
の
法
」
で
あ
る
と
と
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、

は
じ
め
て
そ
の
ラ
ン
ト
法
を
体
系
約
に
叙
述
し
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
ラ
ン
ト
法
概
念
と
の
殺
難
が
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
、
ラ
ン
ト
法
の
概
念
が
レ

i
ン
法
・
家
人
法
・
荘
圏
法
・
教
会

法
な
ど
と
並
ぶ
一
つ
の
「
法
圏
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
疑
問
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
法
圏
」
と
し
て
ラ
ン
ト
法
と
「
領
邦
の
法
」
と
し
て
の
ラ
ン
ト
法
の
関
に
は
、
今
日
な
お
容
易
に
架
橋
し
が
た
い
深
い
溝
が
横
た
わ
っ
て
い
る
、

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
(
法
制
史
学
会
第
三
三
回
二
九
八
一
年
}
総
会
に
お
け
る
私
の
報
告
「
ラ
ン
ト
・
ラ
ン
ト
法
:
ブ
ン
ト
平
和
」
(
要
旨
、

「
法
制
史
研
究
」
一
一
一
二
、
三
九
五
貰
)
は
、
両
者
を
架
橋
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
)
。
こ
の
点
も
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
概
念
の
理
解
を
菌
難
に
し
て

い
る
基
本
的
理
由
の
一
つ
に
数
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
次
註

(
5
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

{5)
私
は
、
す
で
に
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
に
お
い
て
、
著
者
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
る
ラ
ン
ト
法
の
定
義

i
iす
な
わ
ち
「
ア
イ
ゲ
ン
と
生
命
(
刑
)
に

関
す
る
法
H
裁
判
(
権
)
」

i
i
を
出
発
点
に
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
(
ラ
ン
ト
)
法
が
も
と
も
と
法
の
外
部
に
あ
っ
た

「
ア
イ
ゲ
ン
の
世
界
」
を

i
l
ラ
ン
ト
平
和
令
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
苦
痛
剤
す
身
体
・
生
命
剤
)
を
武
器
に

1
1
1
い
わ
ば
「
法
の
世
界
」
に

論
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組
み
こ
も
う
と
す
る
接
点
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
(
な
お
、
こ
う
し
た
把
握
が
!
l
l
前
註
(
4
)
で

触
れ
た
|
|
ラ
ン
ト
法
を
部
族
法
の
延
長
線
上
で
理
解
す
る
通
説
的
見
解
と
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
綾
説
を
要
し
ま
い
)
。
そ
の
意

味
で
は
、
本
稿
は
こ
う
し
た
試
み
を
|
|
こ
ん
ど
は

-
5
5
n
Z
L
2
5
Z
の
用
語
法
に
即
し
て
|
|
継
続
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
6
)
こ
の
〔
〕
の
中
に
は
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
冒
頭
に
補
筆
さ
れ
た
、
「
ラ
ン
ト
法
」
か
ら
「
レ

l
ン
法
」
へ
の
橋
渡
し
の
部
分
を
加
え
て
あ

スV
O

(7)
こ
の
〔
〕
の
中
に
は
、
前
註

(
6
)
で
指
摘
し
た
部
分
の
ほ
か
、
「
諸
侯
主
の
出
自
に
つ
い
て
」
も
一
つ
の
条
項
と
し
て
加
え
て
あ
る
。

(8)
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
た
と
え
ば

5
R
Z
R
R
Z巾
と
い
う
表
現
が
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一
四
箇
所
に
出
て
く
る
の
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る

(
は
ず
の

)
B
X
U
E
z
n
v
Z
と
い
う
用
法
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
一

O
箇
所
に
区
ロ
ロ

g
g
R
2豆町

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
に
対
応
す
る
(
は
ず
の

)
Eロロ
g
Eロ
可

R
Z
o
と
い
う
表
現
も
ま
っ
た
く
姿
を
見
せ
な
い
。
な
お
、
と

り
あ
え
ず
次
註

(
9
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(9)
前
註

(
8
)
で
指
摘
し
た
用
例
に
限
っ
て
言
え
ば
、
実
質
的
に
は
ラ
ン
ト
法
に
関
連
し
て
、
ヨ

X
S
E
E
n
y
Z
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ

う
な
箇
所
で
は
|
|
少
な
く
と
も
、
大
部
分
|
|
単
に

B
X
R
n宮
内
と
言
わ
れ
、
ま
た
、

E
g
g
-
2
5の
宮
内
と
言
っ
て
も
よ
さ

そ
う
な
箇
所
で
は
|
|
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
ー
ー
さ
司
想
去
厚
ぬ
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
叩
)
先
に
ぽ
号

R
F
R
を
考
察
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
用
例
が
豊
富
で
多
彩
な
こ
と
に
関
係
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
ま
ず

S
E
E
n
Z
の
用
語
法
を
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
だ
け
を
)
検
討
す
る
と
、
用
例
が
少
な
い
た
め
、
つ
い
表
面
的
な
理
解
に
と
ど

ま
る
(
あ
る
い
は
、
機
械
的
に
「
ラ
ン
ト
法
」
と
訳
し
、
無
意
識
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
法
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
こ
ん
で
し
ま
う
)
危
険
性
が
大
き
い
。

た
と
え
ば
、
ヒ
ル
シ
ュ
に
よ
る
現
代
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
(
「
凡
例
」
参
照
)
は
、
擬
古
的
な
名
文
を
も
っ
て
綴
ら
れ
、
よ
く
原
文
の
趣
き
を
と
ど

め
て
い
る
が
、
ま
ず
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
が
公
刊
さ
れ
後
に
改
め
て
「
レ
!
ン
法
」
の
部
が
公
刊
さ
れ
た
た
め
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
で
は
機
械
的

に
訳
し
て
す
ま
せ
て
い
た
の
と
同
じ
表
現
を
、
「
レ

l
ン
法
」
の
部
で
は
も
っ
と
踏
み
こ
ん
で
訳
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
(
た
だ
し
、
本
稿

で
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
必
要
な
場
合
以
外
一
々
例
を
挙
げ
な
い
)
。
な
お
、
前
註

(9)
で
述
べ
た
よ
う
に
、

-
2
5
n
Z
の
語
が
ラ
ン
ト
法
に
つ
い

て
は
し
ば
し
ば

g
n宮
の
語
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

-g円
R
Z
の
用
語
法
の
検
討
は

z
n
Z
そ
の
も
の
の
用
語
法
の
解
明
の
た

め
に
も
不
可
欠
な
予
備
作
業
に
な
る
、
と
い
う
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。

北法39(5-6・II.391) 1631 



説

第
二
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
芯
ロ
可

R
Z
の
用
語
法
の
研
究
は
、
比
較
的
最
近
ケ
l
プ
ラ
ー
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
が

お
・
買
い
戸
田

-
E
E
S仏
E
ロ骨

R
Z
5
司
吾
E
5
E
5・
N
問
。
・
の
〉

-
g・
5g-ω

ご
同
:
)
、

-g司
R
Z
の
用
語
法
の
本
格
的
な
検
討
は

|
|
「
凡
例
」
に
あ
げ
た
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
(
特
に
ロ
ご
を
別
に
す
れ
ば
1
1
1
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
に
お
け
る
検
討
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
穴
を
一
つ
埋
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
次
註
(
日
)
で
す
ぐ
述
べ
る
よ
う
に
、
ケ
ー
プ
ラ
ー
に
よ
る

-
恒
三
日
円
宮
の
把
握
を
の
り
こ
え
て
い
く
た
め
の
手
が
か
り
を
も
与
え
て
く
れ
る
。

(
日
)
問
。
回
日
夕
白
・
白
・
0
・
(
前
註
叩
)
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は

E
ロ可

R
Z
の
語
が
、
第
一
に
包
ロ
巾

0σ
す
宮
守
巾
一

m
R
Z
g
Eロロロ
m-

第
二
に
巾
山
口
問

2znzzp
第
三
に
旦
ロ
の

R
W
Z
と
い
う
三
つ
の
語
義
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(ω

印
)
。
以
下
の
行
論
が
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
、
こ
の
指
摘
は
そ
れ
自
体
と
し
て
正
し
い
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
に
は
ぽ
ミ

2
Z
の
用
語
法
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
た
だ
し
ケ
ー

プ
ラ
l
は
、
そ
の
三
つ
の
語
義
を
並
列
し
て
い
る
だ
け
で
(
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
も
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
る
)
、
三
者
の
内
的
|
l
a
つ
ま
り
、
規

範
構
造
上
の
|
|
関
連
を
問
題
に
し
て
い
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
点
ま
で
踏
み
こ
ん
で
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た

B
V
 

(
ロ
)
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
は
じ
め
に
、
一
頁
以
下
、
お
よ
び
、
「
相
続
法
の
位
置
L

、
四
・
合
己
、
六
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
臼
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
は
、
「
帝
国
領
で
あ
る
レ
l
ン
」
|
|
つ
ま
り
、
最
初
の
出
発
点
が
(
国
王
以
外
の
者
の
)
ア
イ
ゲ
ン
に
で
は
な
く
、

帝
国
領
に
あ
る
レ
l
ン
l
l
a
-
と
、
「
あ
る
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ
l
ン
」
|
|
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

1
ン
」
|
|
と
を
区
別

し
て
い
る
が
、
後
者
は
い
わ
ば
例
外
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
と
で
は
特
に
必
要
の
な
い
限
り
前
者
に
つ
い
て
の
み
論
ず
る
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
一
・
(
四
)
、
五
頁
以
下
、
お
よ
び
、
「
回
唱
ロ
官
宅

2
2、
一
、
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(M)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
へ
l
ア
シ
ル
ト
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
四
、
六
五
頁
以
下
で
も
論
じ
て
お
い

た

(
日
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

1
ン
法
上
の
裁
判
権
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
本
節
会
己
・

(
3
)
で
後
述
す
る
と
こ
ろ
、
特
に
後

註
(
旧
)
に
引
用
す
る
レ
l
ン
法
七
九
・
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
レ
l
ン
法
七
二
・
一

(
i
)
(
な
お
、
同
一
条
項
に
複
数
の

-g『
免
宮
ま
た
は

E
ロ可

R
Z
の
語
が
あ
る
場
合
、
(

1

)

・
(
日
日
)
等
は
そ
れ
が
登
場
す
る
順

番
を
示
す
。
ま
た
、
「
替
市
制
日
」
に
つ
い
て
は
ラ
ン
ト
法
二
・
六
六
・
二
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
の
用
法
は
、
レ
ー
ン
法
六
五
・
一

プ
ル
タ

七

(
H
「
閉
じ
ら
れ
た
邸
館
の
中
で
は
、
ま
た
屋
根
の
下
で
も
、
ま
た
城
塞
の
中
で
も
、
主
君
は
口
市
ロ
(
い
か
な
る

)
Z
R
R
Z
を
も
開
催
す
る
こ
と
を
え
な

論
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い
」
)
に
見
ら
れ
る
。

(
口
)
レ

l
ン
法
六
五
・
五
(
泊
)
、
六
七
・
四

(
i
)
。

(
時
)
レ

l
ン
法
一
八
(

H

U

)

。
レ
ー
ン
法
六
五
・
一
一
お
よ
び
六
六
・
四
(
首
)

(
凹
)
前
註
(
日

)
1
(回
)
を
参
照
。

(
却
)
レ

l
ン
法
四
・
一
、
一
八

(
J
i
)

、
四
六
・
一

(

H

U

)

、
六
五
・
て
六
五
・
三
、
六
九
・
九
、
七
二
・
一

二

(
i
)
。

(
幻
)
召
喚
さ
れ
る
者
は
、
あ
る
時
は
三
格
で
(
レ

1
ン
法
四
・
て
六
五
・
三
、
六
九
・
九
、
七
九
・
て
七
九
・
二
の
五
箇
所
)
、
あ
る
時
に
は
四
格
で
書

か
れ
て
い
る
こ
八
、
四
六
・
て
六
五
・
一
、
七
二
・
一
の
四
箇
所
)
が
、
こ
れ
は
、
「
家
臣
に
対
し
裁
判
期
日
を
定
め
る
」
に
力
点
を
置
く
か
、
「
家

臣
を
召
喚
す
る
」
に
力
点
を
置
く
か
、
に
よ
っ
て
生
ず
る
動
揺
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)
一
箇
所
(
レ
l
ン
法
七
二
・
こ
だ
け
は
、
文
言
上
、
召
喚
す
る
の
は
「
国
王
」
、
召
喚
さ
れ
る
の
は
「
諸
侯
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
国
王
と
諸
侯

も
主
従
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
幻
)
召
喚
の
契
機
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
レ

l
ン
法
六
五
・
一

(
H
「
そ
の
落
度
(
弘
司
将
ロ
ロ
H
門
出
向

ω
n
z
-
a
)
が
罰
金
に
値
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る

落
度
の
ゆ
え
に
主
君
は
彼
の
家
臣
を
レ

1
ン
法
廷
に
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
)
と
六
五
・
三

(
H
「
自
分

(
H
主
君
)
は
自
分
の
あ
る
家
臣
を
、
彼
の
問

責
の
た
め
(
ロ
ヨ
ヨ
巾
包
S
R
Y
E
-己巾間己口問巾
H
Z
B
R宮
内
回
g
n
F
三
島
問
ロ
ロ
間
)
(
H
彼
を
問
責
す
る
た
め
)
に
、
レ
ー
ン
法
廷
に
召
喚
し
て
よ
い
か
」
)
の
二
箇

所
だ
け
で
あ
る
(
な
お
、
後
註
(
H
U
)

と
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
が
、
そ
の
他
の
条
項
に
お
い
て
も
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
当

た
ら
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
「
落
度
」
と
か
「
問
責
L

と
い
う
訳
語
を
選
ん
だ
の
は
、
後
述
す
る
「
犯
罪
」
に
対
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
「
刑
事
裁

判
」
と
の
区
別
を
際
立
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。

(M)
学
者
の
い
わ
ゆ
る
恩
師

Ne--口同
2
2
E胃
g
H寸
懲
戒
(
の
た
め
の
裁
判
)
手
続
」
で
あ
る
。

(
お
)
レ

1
ン
法
五
二
。

(
部
)
た
だ
し
こ
の
条
項
は
、
主
君
が
(
授
封
し
た
こ
と
を
)
否
認
す
る
所
領
を
、
家
臣
が
主
君
を
相
手
ど
っ
て
、
訴
求
す
る
ケ

l
ス
に
か
か
わ
る
。
こ

の
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
裁
判
(
主
君
相
手
の
場
合
、
そ
れ
に
敗
け
る
と
、
家
臣
は
主
君
に
対
し
て
は
罰
金
を
、
他
の
家
臣
た
ち
に
は
績
罪
金
を
払
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
必
ず
し
も
純
粋
に
「
民
事
的
」
な
そ
れ
と
は
言
え
な
い
が
)
に
つ
い
て
、
右
の
定
型
的
表
現
と
は
異
な
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
、
右
の
定
型
的
表
現
が
い
ず
れ
も
口
町
江
主

E
R〈
巾
広
田
町
吋
巾
ロ
に
か
か
わ
る
、
と
い
う
こ
と
の
一
傍
証
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

に
も
同
一
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。

(i)
、
七
九
・
一

(i)
、
七
九
・
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(
幻
)
レ

l
ン
法
二
四
・
七

(
i
)
と
?
と
、
二
四
・
八
、
六
五
・
五

(
i
)
。

(
犯
)
レ

l
ン
法
二
四
・
七

(
i
)
、
二
四
・
八
。
な
お
、
二
四
・
八
は
、
文
言
上
は
、
一
見
二
四
・
七
の
巾
ユ
何
者
包
巾
吋

g
(
4
a
g〈
S
5
5ロ
)
を

承
け
て
、
「
家
臣
」
と
「
主
君
L

の
双
方
を
指
す
よ
う
に
見
え
る
が
、
二
四
・
八
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
「
家
臣
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
レ

l
ン
法
二
四
・
七

(
H
U
)
H

「
主
君
」
、
六
五
・
五

(
1
)
H

「
主
君
が
こ
の
よ
う
に
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
)
彼
の
家
臣
を
召
喚
す
る
場
合
、
彼

(
H
主
君
)
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
彼
の
家
臣
た
ち
に
、
判
決
を
も
っ
て
、
彼
等
が
彼

(
H
主
君
)
の
レ

1
ン
法
廷
に
出
廷

(
H
参
集
)
す
る

よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

(
却
)
レ

l
ン
法
六
五
・
五

(
H
U
)
。
因
み
に
こ
れ
は
、
前
註
(
却
)
に
引
用
し
た
条
項
の
末
尾
に
位
置
し
て
い
る
。

(
泊
)
レ

l
ン
法
六
五
・
一
回
、
六
六
・
五
、
六
七
・
四

(
H
U
)
。

(
認
)
こ
の
点
が
文
言
上
明
ら
か
な
の
は
レ

l
ン
法
六
七
・
四
で
あ
る

(
H
「
主
君
が
彼
の
レ

i
ン
法
裁
判
(
集
会
)
を
開
始
し

l
l
前
註
(
口
)
と
そ
れ
に
対
応

す
る
本
文
を
参
照
|
|
代
弁
人
を
受
け
取
っ
た
後
、
主
君
は
そ
こ

(
H
そ
の
裁
判
集
会
)
へ
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
)
召
喚
さ
れ
て
い
る
家
臣
に
問
う
べ
き
で

あ
る
、
彼

(
H
お
前
)
は
彼

(
H
お
前
)
の
主
君
(
で
あ
る
私
)
の
レ

l
ン
法
廷
に
出
頭
し
(
そ
の
裁
き
を
受
け
)
ょ
う
と
し
て
来
て
い
る
の
か
、
と
」
)
。
し

か
し
、
六
五
二
四

(
H
「
太
陽
が
沈
み
(
は
じ
め
)
(
真
)
昼
が
終
わ
る
と
き
、
(
そ
の
)
家
臣
は
も
は
や
彼
の
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
出
頭
し
て
い
る
義
務
が

な
く
、
ま
た
彼

(
H
主
君
)
の
(
他
の
)
家
臣
た
ち
も
判
決
を
発
見
す
る
義
務
が
な
い
」
)
、
お
よ
び
、
六
六
・
五

(
H
「
い
ず
れ
の
日
で
あ
れ
、
家
臣
が
彼
の

あ
ぷ
み

主
君
の
た
め
に
鐙
を
抑
え
、
ま
た
は
判
決
を
発
見
し
、
ま
た
は
贈
物
を
も
っ
て
な
い
し
他
の
事
物
を
も
っ
て
彼
(
日
主
君
)
に
奉
仕
(
な
い
し
、
勤
務
)
す
る

日
に
は
、
彼
(
川
家
臣
)
は
彼
の
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
に
出
頭
す
る
義
務
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
主
君
は
、
彼
の
家
臣
二
人
の
一
つ
の
所
領
に
対
す
る
訴
求

を
、
彼
等
の
う
ち
一
人
ま
た
は
彼
等
が
二
人
と
も
彼

(
H
主
君
)
へ
の
奉
仕
{
な
い
し
、
勤
務
)
中
で
あ
っ
て
も
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
)
に
お
い
て

は
、
こ
の
「
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
へ
の
出
頭
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
(
問
責
の
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
家
臣
以
外
の
家
臣
た
ち
に
よ
る
)
判
決
の
発

見
と
(
「
徴
戒
手
続
L

と
は
異
な
り
い
わ
ば
「
民
事
事
件
」
に
す
ぎ
ぬ
)
家
臣
問
の
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
る
係
争
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
検

討
し
て
い
る
用
例
が
主
君
か
ら
召
喚
さ
れ
て
問
責
を
受
け
る
家
臣
(
な
い
し
、
そ
の
懲
戒
手
続
)
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぽ
疑
問
の

余
地
な
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
お
)
レ

1
ン
法
六
六
・
四

(

1

)

、
六
七
・
三
。

(
担
)
こ
の
場
合
の
訴
え
の
原
因
な
い
し
内
容
に
つ
い
て
、

し
て
い
る
。

説論

レ
ー
ン
法
六
七
・
三
は
、
「
彼
等
の
う
ち
一
方
が
他
方
に
加
え
た
損
害
に
つ
い
て
」
と
明
示
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

(
お
)
レ

l
ン
法
四
・
四
、
六
九
・
五
、
七
一
・
二
三
。

(
お
)
こ
の
場
合
、
』
自
・
(
H
利
害
関
係
人
)
と
し
て
姿
を
見
せ
る
の
は
、
「
(
レ

l
ン
法
廷
を
主
宰
し
発
見
さ
れ
た
判
決
を
宣
告
す
る
)
主
君
」
(
レ

l
ン
法
四
・

四
)
、
ま
た
は
、
判
決
非
難
に
関
連
し
て
「
(
訴
訟
当
事
者
で
あ
る
)
私
と
(
不
正
な
H
間
違
っ
た
判
決
を
発
見
し
た
と
し
て
非
難
さ
れ
る
)
お
前
」
(
レ
ー

ン
法
六
九
・
五
)
で
あ
る
。

(
幻
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一
一
一
二
。

(
お
)
本
節
(
三
)
・

(
1
)
・
(
C
)

で
後
述
す
る
よ
う
に
、
件
。

-g吋
R
Z巾
(
お
よ
び

Z
E
E
Z
n
y
Z
)
に
は
「
レ

i
ン
法
上
」
(
な
い
し
「
ラ
ン
ト
法
上
」
)

と
い
う
用
法
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
諸
侯
主
の
出
自
に
つ
い
て
」
の
該
当
箇
所
は
、
「
帝
国
の
前
で

(
H
国
王
(
の
主
宰
す
る
)
裁
判
所
に

お
い
て
)
は
レ

1
ン
法
上
(
ま
た
ラ
ン
ト
法
上
)
も
(
後
略
)
」
、
お
よ
び
、
「
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
場
所

(
H
裁
判
所
)
に
お
い
て
も
、
(
ラ
ン
ト
法
上
、

ま
た
)
レ

1
ン
法
上
も
(
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
)
」
、
と
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
具
体
的
・
実
質
的
に
は
、
帝

国

(
H
国
王
の
主
宰
す
る
)
レ

1
ン
法
廷
(
お
よ
び
ラ
ン
ト
法
廷
)
に
お
い
て
」
、
お
よ
び
、
寸
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
(
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い
て
も
、
ま

た
)
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
も
」
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。

(
却
)
レ

l
ン
法
二
六
・
四
。

(
胡
)
レ

l
ン
法
六
五
・
一

O
。

(
H
U
)

レ
i
ン
法
六
五
・
一
五
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
、
実
質
的
に
は
、
前
註
(
幻
)
で
挙
げ
た
召
喚
の
契
機
を
補
足
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
必
)
レ

l
ン
法
七
五
・
二
(

h

U

)

。
た
だ
し
、
レ
ー
ン
法
二
四
・
八
(
川
「
誰
で
あ
れ
、
真
に
緊
急
な
必
要
(
な
い
し
、
真
に
己
む
を
え
な
い
事
由

H
R
Z
E
C

に
妨
げ
ら
れ
て
、
(
そ
の
)
レ
l
ン
法
廷
に
出
廷
で
き
な
い
|
|
前
註
(
お
)
お
よ
び
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
|
|
者
は
、
そ
こ
す
そ
の
レ
l
ン
法

廷
)
へ
彼
の
使
者
を
送
り
、
そ
の
(
使
)
者
が
彼
の
緊
急
な
必
要
(
な
い
し
、
巳
む
を
え
な
い
事
由
)
を
聖
遺
物
に
か
け
て
証
明
す
べ
き
で
あ
る
」
)
を
参
照
す

る
と
、
あ
る
い
は
こ
の
箇
所
も
、
「
(
そ
の
)
レ

l
ン
法
廷
へ
(
使
者
を
送
っ
て
)
」
な
い
し
「
(
使
者
を
送
っ
て
)
(
そ
の
)
レ

l
ン
法
廷
に
対
し
」
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
町
巾
円
〈
曲
三
・
2
0
守
白
ユ
に
つ
い
て
は
、
会
乙
・

(
2
)
・
(
C
)
で
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
特
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
六
・
三
〕
。

(
叫
)
レ

l
ン
法
二
九
・
五
。

(
品
)
ラ
ン
ト
法
二
・
二
四
・
二
。
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説

(
必
)
レ

l
ン
法
一
二
・
一
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
原
文
は
り
巾
印
。
ロ
巾

σ
喜
色
門
広
巾
印
〈
白
色
巾
B
R
E
E
-巾
R
o
n
v
g
で
あ
る
が
、
ぴ
巾
E
5巾
ロ
は
単
に

(
事
実
の
次
元
で
)
「
取
得
す
る
」
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
た
と
え
ば
、
実
質
的
に
も
関
連
あ
る
条
項
と
し
て
、
ラ
ン
ト
法
了
二
ハ
・

一
一
H
「
(
自
由
人
で
嫡
出
の
)
子
は
父
の
法
を
取
得
す
る
」
を
参
照
、
た
だ
し
こ
の
場
合
も
、
先
行
す
る
一
・
一
六
・
一
と
の
関
連
で
は
、
「
立
証
・
貫
徹
す
る
」

と
い
う
含
意
な
し
と
し
な
い
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇
所
の

σ巾
町
田
厚
を
も
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、

Z

Z
ロ司巾

n
Z巾
は
「
レ

l
ン
法
上
」
と
い
う

意
味
に
な
る
(
現
に

p
y
-
-
ω
-
N
E
は
関
係
箇
所
を

E
n
y
F岳
巾
R
R
Z
Z
Eロ
g
と
訳
し
て
い
る
)
。
し
か
し
、
ど
の
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
か
は
、

も
っ
ぱ
ら
(
あ
る
い
は
常
に
)
「
レ

l
ン
法
上
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
解
し
た
場
合
に
は
さ
ぽ
日
R
F
R
の
語
が
冗
語
と
し
て
浮
き
上
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
に
訳
し
た
よ
う
に
、
自
分
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
に
つ
い
て
非
議
(
な
い
し
否
認
)
さ
れ
た
息
が
「
レ

1
ン

法
廷
に
お
い
て
」
父
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
非
議
(
な
い
し
否
認
)
を
却
け
る
、
と
い
う
趣
旨
に
解
し
た
方
が
妥
当
と

思
わ
れ
る
(
因
み
に
、
す
で
に
巴
ケ
ロ
・

ω-HNω

も
、
関
係
箇
所
を
-
B
Z
F口
問

R
W
Z
向
限
院
は
師
団
と
訳
し
て
い
る
)
。

(
灯
)
レ

l
ン
法
二
六
・
一
。
な
お
、
〈

2
2
gロ
(
代
表
・
擁
護
す
る
)
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
幻
)
を
、

ま
た
、
ラ
ン
ト
法
(
一
・
四
一

1
一
・
四
四
)
に
お
い
て
も
後
見
人
の
法
廷
に
お
け
る
役
割
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続

法
の
位
置
」
、
註
(
打
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
レ

l
ン
法
二
六
・
七
。
こ
の
箇
所
の
宮
町
R
R
F
R
は
、
「
レ

l
ン
法
上
」
と
読
め
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
未
成
熟
の
封
相
続
人
に
つ
い
て
の

一
連
の
規
定
の
中
で
、
こ
れ
に
先
行
す
る
こ
六
・
一
(
前
註
(
幻
)
に
対
応
す
る
本
文
)
お
よ
び
後
続
の
二
六
・
四
(
前
註
(
ぬ
)
に
対
応
す
る
本
文
)

に
も
同
じ
用
法
が
あ
る
の
で
、
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
」
と
解
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
封
相
続
人
た
る
子
は
、
た
と
え
主
君
か

ら
レ

1
ン
法
廷
で
授
封
の
た
め
の
年
期
を
憐
怠
し
た
(
H
授
封
に
必
要
な
手
続
を
怠
っ
た
)
と
い
っ
て
問
責
さ
れ
て
も
、
ま
だ
年
期
が
始
ま
っ
て
い
な

い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
所
領
に
対
す
る
「
相
続
権
L

な
い
し
「
授
封
請
求
権
」
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

因
み
に
、
こ
の
⑧
に
数
え
た
条
項
は
、
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
一
〔
二
〕
箇
所
、
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
八
箇
所
、
都
合
九
〔
一

O
〕
箇
所
で
あ

ヲ
匂
。

(
却
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
一
四
・
二
〕
、
〔
一
・
二
三
・
一
ニ
、
レ
ー
ン
法
二
六
・
九
、
七
一
・
一
六
(
本
節
さ
乙
・

(
1
)
・
(
C
)

を
参
照
)
。

因
み
に
、
こ
の

(
2
)
・
(a)
で
検
討
し
た
箇
所
は
、
右
の
二
〔
四
〕
箇
所
を
除
き
、
⑥
の
末
尾
で
考
察
し
た
一
箇
所
を
加
え
る
と
、
都
合
三

二
〔
三
五
〕
箇
所
に
な
る
。

(
印
)
レ

1
ン
法
九
・
一
、
一
一
了
一
、
三
四
、
四
六
・
一

(
i
)
、
五
五
・
一
、
五
五
・
二
、
五
五
・
七
、
六
七
・
八
、
六
八
・
七
、
六
八
・
一
一
。

論
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ザクセンシュピーグルにおけるラント法とレーン法(ー)

(
日
)
レ
l
ン
法
三
四
。
こ
の
条
項
に
は
|
|
「
授
封
さ
れ
て
い
る
妻
女
お
よ
び
娘
は
帝
国
の
出
陣

2
8
ュr
g
Z
2
R
C
に
従
事
す
る
義
務
が
な
く
、

彼
女
た
ち
は
定
め
ら
れ
た
法
に
従
い

(
E
m
s
g
g
2
2宮
内
)
軍
役
金

2
2県
民
巾
H
出
巾
包
浮

2
m吋
)
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
」
を
承
け
て
l
!
?
〈
民
巾

m
g
-
g
m
m
g
e
n
y
m
Z
Eロロ
g

Z号
R
F
S
E
R仏
国

Z
巾己巾印}岡市
an--母
印
巴
門
町
仲
間
回
巾

F
S
E
C・
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
「
問
題
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
文
頭
に
あ
る
〈
曲
活
の
語
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
関
係
し
て
い
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ヴ
ィ

i
ガ
ン
ト

(ωny--ω
・
お
ど
は
こ
れ
を
出

2
広
田
官
同
と
解
し
、
右
の
一
文
を
全
体
と
し
て
、
「
彼
女
た
ち
は
、
へ

i
ア
シ

ル
ト
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
レ
ー
ン
法
に
お
い
て
(
は

)(EF各
2
5
n
r
c
出
障
を
免
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
訳
し
て
い
る
(
エ
ツ
ク
ハ
ル

ト
も
、
こ
の
箇
所
の
〈
白
尽
を
出
巾
巾
円
N

口
問
と
解
す
る
l
l
f
吋
巾
同
?
戸
∞
-
N
C
吋己・

ω

N
念
)
。
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ル
シ
ユ
(
百
・
ロ
・

ω
・
5
5
は
こ
れ

を

1

1
レ
l
ン
法
六
七
・
二
の

S
Z
と
同
じ
く
|
|
伊
豆
包
江
m

包
括
(
軽
蔑
な
い
し
卑
下
)
と
解
す
る
(
因
み
に
、
レ
ー
ン
法
六
七
・
ニ
の

g
z

は
、
具
体
的
に
は
先
行
す
る
六
七
・
一
を
承
け
て
、
家
臣
が
主
君
の
レ

1
ン
法
廷
に
自
ら
の
家
臣
を
伴
わ
ず
、
す
べ
て
の
武
器
や
装
身
具
を
身
に
着
け
な
い
で

現
わ
れ
る
こ
と
を
指
し
、
ア
イ
ケ
は
、
そ
う
し
た
〈
釦
お
を
持
つ

(
H
さ
げ
す
み
を
受
け
、
あ
る
い
は
、
卑
下
を
現
わ
す
)
義
務
が
あ
る
の
は
、
主
君
か
ら
問
責

の
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
家
臣
に
限
ら
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
)
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
一
文
は
l
|
|
〔
〕
内
を
除
く
と
|
|
「
彼
女
た
ち
は
(
帝
国

の
出
障
に
従
事
し
な
く
て
も
)
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
(
は
)
(
E
S
Fロ
mmユ
与
件
)
(
右
の
よ
う
な
)
さ
げ
す
み
(
な
い
し
、
卑
下
)
を
免
れ
る
べ
き
で
あ

る
」
と
訳
さ
れ
る
。

こ
の
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
文
末
の
副
文
章

(
H
「
彼
女
た
ち
は
へ
l
ア
シ
ル
ト
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
」
)
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
で
は
明

ら
か
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト

H
ヴ
ィ

l
ガ
ン
ト
訳
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
副
文
章
は
も
と
も
と
後
代
の
補
遺
に
属
す
る
部
分
(
「
邦
訳
」

で
は
つ
〉
]
内
に
あ
る
部
分
)
で
あ
っ
て
、
右
の
メ
リ
ッ
ト
は
た
か
だ
か
後
代
の
補
遺
者
の
理
解
(
あ
る
い
は
、
誤
解
)
と
の
一
致
を
示
す
も
の
で

し
か
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
H
ヴ
ィ

l
ガ
ン
ト
訳
で
は
、

Z
ロロ

B
Z
R
R宮
巾
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
こ
の
箇
所
に
限
っ
て
他

の
箇
所
と
は
異
な
っ
た
理
解
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
(
そ
れ
に
、
そ
も
そ
も
玄
ロ
ロ

g
と
い
う
前
置
詞
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
空

間
・
時
間
に
関
し
て
具
体
的
に
「
(
あ
る
場
所
の
)
内
部
に
ヘ
ま
た
は
「
(
あ
る
期
間
)
内
に
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
レ
l
ン
法
(
の
内
部
)
に
お

い
て
」
と
い
う
用
法
は
、
法
典
を
も
た
ぬ
当
時
に
お
い
て
は
異
様
で
あ
る
)
。
さ
ら
に
、
内
容
的
に
言
つ
で
も
、
帝
国
の
出
陣
(
な
い
し
軍
役
義
務
)
に
従

事
す
る
か
ど
う
か
は
も
と
も
と
レ
l
ン
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
「
レ

1
ン
法
に
お
い
て
(
は
)
」
の
一
句
が
必
要
な
の
か
、
よ
く
理
解
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
|
|
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
私
は
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
ヒ
ル
シ
ュ
訳
の
方
に
筆
配
を
挙
げ
た
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
終

的
な
判
断
は
な
お
留
保
し
、
本
文
の
よ
う
な
数
え
方
に
と
ど
め
て
お
い
た
。
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説

(
臼
)
レ

1
ン
法
五
五
・
二
。

(
臼
)
レ

l
ン
法
九
・
て
三
了
一
。

(M)
レ
l
ン
法
四
六
・
一

(
i
)
、
五
五
・
て
五
五
・
七
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
七
(
お
よ
び
一
・
一
八
・
二
)
を
参
照
(
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
が
、
拙
稿

「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
お
)
、
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
二
・
①
、
二
六
頁
、
「
人
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
一
・
(
三
)
・

(a)
、
三
頁
、
「
相
続
法
の
位
置
」
、

六
・
(
二
)
、
(
三
)
、
七
七
頁
以
下
な
ど
で
も
繰
り
返
し
述
べ
て
お
い
た
)
。

レ
ー
ン
法
の
場
合
に
つ
い
て
は
次
の
諸
条
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
ず
レ

i
ン
法
四
六
・
一

(
i
)
に
は
、
「
主
君
が
家
臣
に
対
し
(
な
い
し
、

家
臣
を
相
手
ど
り
)
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
は
「
三
つ
の
事
柄
」
に
限
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
第
一
に
、
「
何
で
あ
れ
、

家
臣
が
レ
ー
ン
法
廷
(
内
)
に
お
い
て
話
し
ま
た
は
行
な
い
(
ま
た
は
、
確
約
し

)
2
2
-
-
前
出
ラ
ン
ト
法
一
・
七
、
一
・
一
八
・
二
に
お
け
る
こ
の

語
の
用
法
を
参
照
)
ま
た
は
約
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
が
そ
れ
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
主
君
は
そ
の
こ
と
を
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
次
に
五
五
・
一
は
、
家
臣
の
「
信
義
に
か
け
て
」
(
右
吉
田
一

Z
可
ロ
司
巾
H
H

由
民
抱
一
口
巾
叶

5
5
-
-後
註
(
紛
)
を

も
参
照
)
主
君
が
特
定
の
時
期
に
請
戻
そ
う
と
望
む
と
き
に
は
返
還
す
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
所
領
が
授
封
さ
れ
た
ケ

l
ス
に
つ
い
て
、
「
彼

(
H

家
臣
)
が
彼
の
信
義
を
破
っ
て
、
彼
が
何
か

(
H
そ
の
所
領
)
を
引
渡
す
べ
き
こ
と
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
潔
白
の

宣
誓
(
な
い
し
、
否
認
宣
誓
)
を
な
す

(
H
を
な
し
て
否
認
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
、
人

(
H
主
君
)
が
彼

(
H
家
臣
)
(
の
有
責
)
を
、
彼
(
リ
家
臣
)

が
そ
れ

(
H
所
領
の
返
還
)
を
レ

l
ン
法
廷
(
内
)
に
お
い
て
約
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
(
証
人
に
よ
っ
て
)
立
証
す
る
こ
と
を
え
な
い
か
ぎ
り
」

と
明
言
し
て
い
る
(
さ
ら
に
、
五
五
・
七
で
は
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
質
入
と
の
対
比
に
お
い
て
、
同
旨
の
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
、
「
彼

(
H
家
臣
)
が
彼
の

約
定
に
従
っ
て
そ
れ

(
H
所
領
)
を
返
還
す
る
か
そ
う
し
な
い
か
は
、
家
臣
の
信
義
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
ま
で
い
う
)
。

(
日
)
レ

l
ン
法
六
八
・
一
て
六
七
・
八
、
六
八
・
七
。

(
訂
)
レ

l
ン
法
二
・
二
(
日
H
)
、一ニ。

(
回
)
こ
れ
ら
の
箇
所
が
い
ず
れ
も
「
レ

1
ン
法
」
の
部
の
冒
頭
近
く
に
出
て
く
る
こ
と
に
注
意

2
5
5
E
g
s
n
v
Z
の
初
出
は
、
前
註
(
印
)
に
明
ら

か
な
よ
う
に
、
レ

l
ン
法
九
・
一
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
用
語
の
動
揺
は
見
ら
れ
な
い
)
。
な
お
、
同
ロ

-g『
巾
円
宮
巾
と
い
う
表
現
は
、
も
う
二
箇
所
ラ
ン
ト

法
三
・
六
三
・
二
と
レ
ー
ン
法
二
・
四
に
も
姿
を
見
せ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
レ

l
ン
(
法
上
の
)
能
力
に
(
つ
い
て
)
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
、
後
に
つ
己
・

(
1
)
・
(
a
)

で
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

論
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

(
日
)
レ

1
ン
法
八
・
二
、
一
四
・
三
、
二
四
・
五
、
三
三
・
二
、
三
八
・
二
、
三
九
・
て
四
四
・
二
、
五
三
、

五
九
・
四
、
七
一
・
一
四
、
七
八
・
一

(

H

n

)

。

(
印
)
レ

l
ン
法
三
八
・
二
、
三
九
・
一
、
五
三
、
五
六
・
四

(
i
)
と
(

H

U

)

、
七
八
・
一

(

H

U

)

。

(
日
)
な
お
、
レ
!
ン
法
七
八
・
一

(

H

U

)

に
お
い
て
は
、
文
書
一
一
回
上
洋

(
M
g
)
を
受
け
る
名
詞
が
見
当
た
ら
な
い
(
先
行
す
る

Z
E詔
巾
H
∞
巳

m
g
g問

は
女
性
名
詞
)
が
、
実
質
的
に
は
「
(
授
封
さ
れ
た
)
所
領
」
を
指
す
こ
と
は
文
脈
上
明
白
で
あ
る
(
な
お
、
目
・
戸

ω
-
H
S
を
も
参
照
)
。

(
臼
)
レ

1
ン
法
五
三

H
「
主
君
が
、
彼

(H家
臣
)
か
ら
(
な
い
し
、
彼
に
対
し
)
彼

(H家
臣
)
の
(
持
つ
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を

も
っ
て
剥
奪
し
ま
た
破
っ
た

(
m
s
s
r
g
Z
5
0
H問
。

σ
g
n『
g
z
g
)
こ
と
を
、
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
で
き
な
い
か
ぎ
り
凡
な
お
、
こ
の
条
項

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
ヘ
四
・
合
二
、
一
九
頁
で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
臼
)
レ

1
ン
法
七
一
・
一
四
。
な
お
、
前
註
(
臼
)
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
五
三
で
は
、
〈
巾
『
己
∞

-gと
σzwgと
が
重
ね
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
制
)
レ

l
ン
法
二
四
・
五
、
三
三
・
二
、
五
六
・
四
(
副
)
、
五
九
・
四
。

(
白
)
レ

l
ン
法
三
三
・
二
、
五
六
・
四
(
…
m)
。

(
侃
)
レ

l
ン
法
二
四
・
五
、
な
お
、
こ
こ
は
直
接
に
は
、
「
そ
の
者

(
H
家
臣
)
を
彼
(
日
主
君
)
は
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
〈
O
号
呉
(
H
耳色丹市「

|
|
そ
れ
以
上
は
)
強
制
で
き
な
い
(
か
ら
)
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
先
行
す
る
文
章
で
は
、
主
君
か
ら
証
人
と
し
て
出
廷
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た

家
臣
が
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
、
主
君
は
こ
ん
ど
は
そ
の
家
臣
を
召
喚
し
、
「
彼
か
ら
最
後
に
は
彼
の

(
H
家
臣
が
授
封
し
て
い
る
)
所
領
を
(
判
決
を

も
っ
て
)
剥
奪
す
べ
き
で
あ
る
へ
と
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
|
|
こ
の
条
項
が
否
定
形
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て

l
i
s
-昨

日巾ロ
g
n
v
Z
は
(
広
く
)
「
レ

i
ン
法
廷
に
お
け
る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
」
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
註

(ω)
で
扱
う
レ
ー

ン
法
八
・
二
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
訂
)
レ

l
ン
法
五
九
・
四
。
な
お
、
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
は
「
不
法
な
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
」
の
典
型
的
ケ

i
ス
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ

ヴ
ェ

1
レ
」
、
四
・
(
四
)
、
二
四
頁
以
下
に
詳
論
し
て
お
い
た
。
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
侃
)
レ

1
ン
法
八
・
二
、
一
回
・
三
、
四
四
・
二
。

(
的
)
レ

1
ン
法
八
・
二
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
家
臣
の
「
(
服
務
)
紀
律
違
反
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
人
(
あ
る
い
は
、
複
数
)
の
家

臣
が
(
共
同
で
)
一
つ
の
所
領
を
授
封
さ
れ
て
い
る
場
合
(
直
前
の
レ
l
ン
法
八
・
一
を
参
照
)
、
主
君
は
彼
等
に
対
し
、
判
決
を
も
っ
て
、
六
週
間

五
六
・
四

(
1
)

・
守
口
)
・
(

H

m

)

、

北法39(5-6・11・399)1639



説

以
内
に
彼
等
の
う
ち
誰
に
奉
仕
(
な
い
し
、
勤
務
)
を
求
め
る
べ
き
か
を
決
め
て
自
分
に
知
ら
せ
よ
、
と
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
等
が
(
こ

の
命
令
に
反
し
て
)
そ
れ
を
怠
っ
た
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
。
|
|
「
彼
等
(
川
家
臣
た
ち
)
は
そ
の
ゆ
え
に
(
な
い
し
、
そ
の
か
ど
で
)
罰
金
相
当
に

な
り
、
ま
た
人

(
H
主
君
)
は
彼
等
か
ら
彼
等
の
所
領
を
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
す
る
(
こ
と
に
な
る
)
、
彼
等
の
主
君
が
彼
等
を

g
x
z
R
2
Z巾

追
及
す
る

(5-岡
市
昨
日
認
可
向
。
}
間
同
)
場
合
に
は
」
。
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
「
主
君
が
彼
等
を
追
求
す
る
」
こ
と
が
判
決
の
内
容
な
の
で
は
な
く
、

「
追
及
す
る
」
こ
と
の
帰
結
と
し
て
|
|
「
罰
金
」
な
い
し
「
所
領
の
剥
奪
」
と
い
う
|
|
|
判
決
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
こ
の
箇
所
は
、
「
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
」
で
は
な
く
、
(
広
く
)
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
」
と
解
す
る

方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
国
0

・
ロ

y
ω
-
S
ω
(
z
z
s
n
Z
2
n
y
g
〈

R
P
7
5ロ
)
も
同
趣
旨
に
解
し
て
い
る
。

(
叩
)
ま
ず
レ

1
ン
法
四
四
・
ニ
。
こ
の
箇
所
は
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
所
領
の
引
戻
手
続
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
所
領
引
一
戻
手
続
に
は
い

ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
ず
基
本
的
な
点
に
限
る
と
、
大
要
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
判
決
を
も
っ
て
所
領
を
剥
奪
さ
れ
た
家
臣
は
(
原
則
と
し
て
)
そ
れ
を
引
戻
す
た
め
の
「
年
期
」
(
日
一
年
と
一
日
)
を
有
す
る
(
四
三
・

二
。
し
か
し
、
ま
だ
所
領
を
引
戻
し
て
い
な
い
う
ち
は
、
彼
の
「
権
利
」
(
た
と
え
ば
、
又
授
封
権
)
は
制
限
さ
れ
る
(
四
四
・
一
の
後
段
。
な
お
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
印
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
所
領
引
戻
年
期
内
に
(
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
家
臣
が
所

領
を
引
戻
し
て
い
な
い
う
ち
に
)
、
引
戻
の
相
手
方
で
あ
る
主
君
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
所
領
を
(
上
級
主
君
に
)
返
還
な
い
し
(
自
分
の
家
臣
仲
間
に
)

譲
渡
し
た
り
す
る
な
ど
、
主
君
の
側
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
家
臣
は
「
別
な

(
H
新
し
い
)
主
君
」
に
授
封
更
新
を
求
め
る
(
以
上
、
四
四
・

一
の
前
段
)
。

こ
こ
で
問
題
の
四
四
・
こ
の
前
段
は
、
こ
の

(
H
四
四
・
二
別
段
の
)
原
則
を
今
い
ち
ど
敷
街
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
れ

(
H
そ
の

所
領
)
が
し
か
し
(
四
四
・
一
の
後
段
と
の
対
比
)
、
(
主
君
の
側
に
異
動
が
生
じ
て
)
別
な

(
H
新
し
い
)
主
君
の
手
に
帰
し
て
い
れ
ば
、
家
臣
は
彼

(
H

別
な
、
新
し
い
主
君
)
を
相
手
ど
っ
て
彼
の
所
領
を
引
戻
す
こ
と
を
要
し
な
い
(
が
)
、
彼

(
H
家
臣
)
は
し
か
し
、
(
別
な
、
新
し
い
主
君
に
対
し
て
)

ヨ
昨
日

g
z
n
y
g
彼
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
る
(
〈
♀
宮
口
弘
弓
巾
問
昆
巾
)
べ
き
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇
所
の
ヨ
芹

-
2
5
n
v
Z
を
ど

う
解
す
る
か
は
、
授
封
更
新
手
続
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

そ
の
授
封
更
新
手
続
に
つ
い
て
は
、
二
五
・
一
(
以
下
)
に
規
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
二
五
・
一
は
「
本
書
で
上
述
し
た
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
で
、

二
二
・
一
の
(
父
が
死
亡
し
た
さ
い
の
)
封
相
続
人
に
よ
る
臣
従
礼
の
参
照
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
(
二
五
・
一
や
二
二
・
こ
だ
け
を
見

る
と
、
(
主
君
の
側
に
異
動
が
生
じ
た
さ
い
の
)
授
封
更
新
手
続
は
も
っ
ぱ
ら
(
上
級
な
い
し
新
)
主
君
と
家
臣
の
聞
で
の
個
人
的
な
や
り
と
り
で
あ
る

論

北法39(5-6・II・400)1640



ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

か
の
観
を
呈
す
る
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
四
四
二
一
の

E
2
8
5
n
v
R
も
「
レ

1
ン
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
」
と
い
う
含
意
を
帯
び
て
く
る
ー
ー

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
こ
四
・
一
に
は
、
「
主
君
が
彼
の
家
臣
に
対
し
、
か
の
者

(
H到
相
続
人
)
は
彼
(
な
い
し
、
自
分
)
(
H
主
君
)
に
対
し
て
、

彼
(
な
い
し
、
自
分
)
(
H
主
君
)
が
彼

(
H
封
相
続
人
)
を
法
的
に
当
然
(
ヨ
芹
お
円
F
Z
を
一
応
そ
う
訳
し
て
お
く
)
家
臣
と
し
て
受
け
入
れ
る
べ
き
よ

う
に
、
彼
(
リ
封
相
続
人
)
の
臣
従
礼
を
捧
げ
た
か
、
判
決

(OE巴
H
C「
E
一
)
を
問
う
」
と
い
う
件
り
が
あ
る
し
、
六
六
・
一
で
は
、
「
家
臣
が
彼

の
年
期
内
に
彼
の
主
君
の
許
へ
来
て
、
し
か
も
彼
の
所
領
を
引
戻
そ
う
と
望
ん
で
い
る
」
の
に
、
「
主
君
が
身
を
隠
し
た
り
、
自
分
の
い
る
城
塞
(
の

門
)
を
彼

(H家
臣
)
の
面
前
で
閉
じ
た
り
す
れ
ば
L

、
家
臣
は
彼
の
家
臣
仲
間

(ygmmE5H出国
5
胃
S
E
E
-
冨

x
g
g正
ロ
)
を
証
人
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
彼

(H家
臣
)
は
彼
の
家
臣
仲
間
の
面
前
で

(
g吋即日ロ
g
E回
開

g
z巾
ロ
)
、
彼

(H家
臣
)
が
(
ほ
ん
ら
い
)
彼
の
主
君
の
面
前
で
(
〈

2

内田町ヨ巾

v
q
zロ
)
そ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
所
領
を
引
戻
す
」
と
さ
れ
て
い
る
(
因
み
に
、
〈
O

吋内庁
B
m
F巾吋『
2
・
〈
。
吋
包
ロ
巾
ロ
自
由
ロ
ロ
巾
ロ

は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
で
は
、
い
ず
れ
も
(
ほ
と
ん
ど
の
場
合
)
「
レ
1

ン
法
廷
に
お
い
て
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
)
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
四
四
・
二
の

B
X
Z
R
R宮
巾
は
、
少
な
く
と
も
「
レ

l
ン
法
廷
に
お
け
る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
」
の
意
味
で
あ

り

(
Q・
図
。
・
口

?
?
g
s、
さ
ら
に
狭
く
限
定
し
て
、
「
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
」
と
解
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
こ
と
が
理
解
で
き

よ
う
。
な
お
、
後
註
(
則
)
に
引
用
す
る
レ

1
ン
法
一
八
を
も
参
照
さ
れ
た
い
(
因
み
に
、
百
-

H

H

・
ω
ム
怠
は
仏
R
n
v
仏
国
間
一
巾
百
四
E
n
Z
と
訳
し
て

い
る
が
、
ヒ
ル
シ
ュ
訳
の
場
合
、
本
稿
で
「
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
」
と
解
し
た
箇
所
も
し
ば
し
ば
同
じ
く
己
Z
R
Y

己
g
z
y口
問
巾
ユ
円
宮
と
さ
れ
て
い

る
|
|
レ

1
ン
法
二
四
・
五
、
三
三
・
二
、
五
六
・
四

(-m)
、
五
九
・
四
、
七
八
・
一

(

n

H

)

、
(
さ
ら
に
前
註

(ω)
で
検
討
し
た
八
・
二
お
よ
び
次
註
(
九
)

で
検
討
す
る
一
四
・
三
も
同
じ
)
|
|
ー
だ
け
で
な
く
、
レ
ー
ン
法
八
・
二
(
一
行
目
)
の

B
X
o
E包巾ロ

(
H
S
X
C
3巴
-
Bロ
)
)
と
い
う
表
現
も
同
じ
く
己
R
n
F

品
目
印

Z
V口四四ユ
n
Z
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
)
。

(
口
)
次
に
レ

l
ン
法
一
四
・
三
。
こ
れ
は
通
常
「
レ

l
ン
法
廷
で
L

(

〈
2
母
B
F巾
吉
岡
市
コ
nZ)
と
訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
(
百
戸

ω

ロア

P
F・
-ω
・
8
5
、
こ
の
条
項
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
家
臣
と
上
級
主
君
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
関

係
箇
所
の
理
解
の
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
問
題
に
限
る
と
|
|
。

ま
ず
、
所
領
の
帰
属
に
関
し
て
一
般
に
次
の
よ
う
な
原
則
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
家
臣
が
主
君
の
面
前
で

(
H
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て
)
あ

る
所
領
を
別
な
主
君
か
ら
受
領
し
た
と
主
張
す
れ
ば
、
主
君
が
そ
の
家
臣
に
対
す
る
授
封
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る
限
り
、
家
臣
は
そ
の
所
領
に

対
す
る
一
切
の
権
利
(
H
請
求
権
、
む
し
ろ
「
訴
権
L
)

を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
(
直
前
の
レ

l
ン
法
一
四
・
二
。
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

北法39(5-6・II・401)1641 



説

「回開巾一口問巾
4
3叶
巾
」
、
三
、
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

一
四
・
三
は
こ
れ
を
承
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
に

(
H
こ
う
し
た
原
則
が
あ
る
か
ら
)
、
な
ん
ぴ
と
も
(
な
い
し
、
い
か
な
る
家
臣

も
)
、
上
級
主
君
の
面
前

(
H
レ
l
ン
法
廷
)
で
、
彼
(
な
い
し
、
自
分
)
(
H
家
臣
)
の
保
障
人
(
あ
る
い
は
、
追
奪
担
保
人
目
自
分
に
そ
の
所
領
を
授
封

し
た
下
級
主
君
)
の
名
を
挙
げ
る
べ
き
で
な
い
、
彼
が
そ
の
こ
と
を

B
P
Z
E・2
v
z
拒
む
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
(
あ
る
い
は
、
で
き
る
間
は
)
。
け

だ
し
家
臣
は
、
彼
(
な
い
し
、
自
分
)
が
彼
(
な
い
し
、
自
分
)
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る
(
H
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
彼
の
主
君
(
H

下
級
主
君
)
の
所
領
に
つ
い
て
、
上
級
主
君
に
対
し
応
答
(
な
い
し
、
応
訴
)
す
る
義
務
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え

(
H
家
臣
)
が
彼
(
文
言
上

は
「
下
級
主
君
」
と
も
読
め
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
上
級
主
君
」
と
解
し
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
)
の
家
臣
で
あ
っ
て
も
L

と。

こ
の
条
項
は
次
の
よ
う
な
ケ

1
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
級
主
君

(
A
)
が
家
臣
(

B

)

(

日
下
級
主
君
)
と
あ

る
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る
。

A
は
自
分
の
主
張

(
H
そ
の
所
領
は
B
に
授
封
し
た
も
の
で
な
い
)
を
立
証
す
べ
く
、

C
(
H
B
の
家
臣
、

た
だ
し
A
の
レ

i
ン
法
廷
に
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、

A
の
家
臣
で
も
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
)
に
対
し
、
お
前
が
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
所
領
は
誰

か
ら
受
領
し
た
の
か
(
あ
る
い
は
、

B
か
ら
で
は
な
く
て
、
直
接
に
私
H
A
か
ら
受
領
し
た
の
で
は
な
い
か
|
|
こ
の
点
か
ら
も
C
は
A
の
家
臣
と
解
し
た

方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
)
、
と
訊
ね
る
。
一
四
・
三
は
、

C
は
|
|
実
際
に
所
領
を

B
か
ら
受
領
し
て
い
る
場
合
|
|
こ
の
質
問
に
は
で
き
る
だ
け
答

え
る
な
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

C
が
う
っ
か
り

B
の
名
を
挙
げ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
所
領
を
「

(
A
と
は
)

別
な
主
君
」
か
ら
受
領
し
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

B
が
A
と
の
訴
訟
で
散
れ
た
場
合
、
前
述
(
一
四
・
二
)
の
原
則
に
よ
っ
て
、

C
も

ま
た
そ
の
所
領
に
対
す
る
「
権
利
L

を
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば

C
は、

A
か
ら
右
の
よ
う
に
訊
ね
ら
れ
た
と
き
、
具
体
的
に

ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
「
私
は
私
の
所
領
(
の
帰
属
)
に
つ
い
て
こ
こ
(
H
こ
の
レ

l
ン
法
廷
)
に
(
期
日
を
定
め
て
)
百
喚
さ
れ
て
は

い
な
い
」
な
ど
の
理
由
を
あ
げ
て
、
応
答
(
応
訴
)
の
必
要
が
な
い
旨
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

i
l以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
四
・
三

の

E
Z巾
R
R
Z巾
は
、
|
|
こ
の
一
箇
所
だ
け
他
の
用
例
と
は
違
っ
て
|
た
だ
「
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

|
|
そ
う
し
た

C
の
主
張
に
つ
い
て
「
レ

1
ン
法
廷
の
判
決
さ
の
場
合
、
実
質
的
に
は
「
賛
同
」
)
を
得
て
」
(
で
き
る
だ
け
応
答
す
る
な
)
、
と
い
う

意
味
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
そ
の
直
後
に
続
く
レ

l
ン
法
一
四
・
四
を
見
る
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
(
下
級
)
主
君

(B)
が
(
上

級
)
主
君

(A)
か
ら
受
領
し
た
所
領
に
つ
い
て
、

A
か
ら
の
授
封
を
否
認
し
て

A
と
争
う
(
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
一
四
・
ニ
と
基
本
的
に
は
同
じ
、

レ
ー
ヂ
イ
ヒ

あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
包
摂
す
る
ケ
l
ス
)
。
そ
う
す
る
と
(
あ
る
い
は
、
こ
の
争
い
に
敗
け
る
と
て
そ
の
所
領
は

A
に
と
っ
て
自
由
に
な
る
。
と
こ
ろ

論
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が
、
そ
の
所
領
(
の
一
部
)
は
、

B
か
ら
さ
ら
に
そ
の
家
臣

(
C
)
に
又
受
封
さ
れ
て
お
り
、

A
は
(
お
そ
ら
く
、
こ
ん
ど
は
C
を
相
手
ど
っ
て
)
そ

の
所
領
を
直
接
に
自
分
の
支
配
下
に
収
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
「
そ
の
所
領
を

(
B
か
ら
受
領
し
て
)
自
分
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
の
中
に
持
つ
家
臣

(
C
)
は
、
そ
の
主
君
(
B
)
に
対
し
、

(
B
の
レ
|
ン
法
廷
の
)
判
決
を
も
っ
て
(
自
芹

oamzs、
彼
(
B
)
が
彼

(
C
)
の
所
領
を

(
A
の
レ

l
ン
法
廷
に

お
い
て
)
(
B
は
確
か
に
C
に
対
し
そ
れ
を
適
法
に
又
授
封
し
た
の
だ
と
言
っ
て
)
代
表
・
擁
護
し
(
〈
。
お
印
E
I
-
-
こ
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人

に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
幻
)
を
参
照
)
、
上
級
主
君

(
A
)
の
請
求
を
適
法
に
(
g
x
R
n
F
R
|
|
具
体
的
に
は
、

A
の
レ

l
ン
法
廷
に
お
け

る
裁
判
手
続
を
も
っ
て
)
却
け
る
よ
う
、
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
(
中
略
)
(
下
級
)
主
君

(B)
が
法
(
の
定
め
る
こ
う
し
た
手
続
)
に
反
し
て
そ
れ
を

為
す
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、
家
臣

(
C
)
は
(
こ
ん
ど
は
)
上
級
主
君

(A)
に
対
し
彼

(
C
)
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
(
こ

の
場
合
)
た
と
え
彼
の
主
君

(
B
)
が
そ
れ
(
H
そ
の
所
領
)
を

(
A
と
の
争
い
に
お
い
て
)
そ
の
後
立
証
・
取
得
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
(
彼
H
C

は
)
そ
れ
に
よ
っ
て
(
所
領
を
)
失
う
こ
と
は
な
い
」
。
つ
ま
り
C
に
は
、

B
が
A
と
の
訴
訟
に
勝
っ
て
も
敗
け
て
も
、
そ
の
所
領
に
対
す
る
「
権

利
」
を
擁
護
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
え
る
と
、
前
述
し
た
一
四
・
三
が
な
ぜ

A
と
B
と
の
聞
の
所
領
の
帰
属
を
め
ぐ

る
争
い
に
際
し
て

C
は
で
き
る
だ
け
そ
の
圏
外
に
立
っ
て
い
た
方
が
良
い
と
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
よ
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味

で
は
、
一
四
・
三
も
ま
た
、
家
臣
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
の
一
環
な
の
で
あ
る
。

(η)
囲
み
に
、
右
の
(
こ
で
検
討
を
了
え
た
の
は
都
合
六
六
〔
六
九
〕
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
に
は
、
疑
問
の
あ
る
一
箇
所
(
前
註
日
)
も
含
ま

れ
て
い
る
が
、
か
り
に
そ
れ
を
除
い
て
も
、
こ
の
用
例
が
優
に
過
半
数
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
刀
)
こ
の
条
項
|
|
特
に
そ
れ
自
体
と
し
て
は
れ
っ
き
と
し
た
「
レ

l
ン
法
」
の
規
定
が
な
ぜ
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
官
頭
に
現
わ
れ
る
か
|
|
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
四
、
六
五
頁
以
下
に
詳
論
し
て
お
い
た
。
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(九
)
7
2
(
巾)印
2
1
の
語
は
、
他
方
、
若
干
の
箇
所
に
お
い
て
、
(
第
一
の
そ
れ
か
ら
第
七
の
そ
れ
に
い
た
る
)
特
定
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
(
あ
る
い
は
、
へ
-

ア
シ
ル
ト
の
序
列
中
の
位
置
な
い
し
ラ
ン
ク
)
を
示
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
う
と
、
こ
う
し
た
「
個
別
的
意
味
」
が
単
独
で
現

わ
れ
る
こ
と
は
意
外
に
少
な
く
(
た
と
え
ば
レ

1
ン
法
五
四
・
二
日
「
家
臣
の
(
持
つ
)
へ

l
ア
シ
ル
ト
は
次
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
引
き
下
げ
ら
れ
な
い
」
。

な
お
、
後
註
(
初
)
を
も
参
照
)
、
「
一
般
的
意
味
」
の
中
に
併
せ
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
(
た
と
え
ば
、
修
道
院
に
入
っ
た
者
が
「
彼

(
H
自
分
)

の
へ
1

ア
シ
ル
ト
を
放
棄
す
る
」
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
五
・
四
、
な
お
、
後
註
(
山
田
)
を
も
参
照
)
。
序
に
言
っ
て
お
く
と
、
y
q
Z
E
n
-
-
件
の
語
が
忠
告
と

略
さ
れ
る
場
合
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
、
〔
一
一
了
七
二
〕
、
レ

1
ン
法
一
一
一
・
一
(
前
註
必
)
、
一
二
・
二
、
五
四
・
一
な
ど
)
は
、
(
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
)

す
べ
て
「
個
別
的
な
意
味
」
に
お
け
る
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
指
し
て
い
る
。
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説

(
布
)
そ
の
こ
と
を
文
言
上
容
易
に
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
ラ
ン
ト
法
一
二
ニ
・
二
(
日
「
人
は
ま
た
第
七
の
シ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

Z
R
R
Z

。己貸『巾『巾凹
n
E
を
有
し
う
る
か
否
か
、
知
ら
な
い
」
)
の
ほ
か
、
「

z
a
a
pに
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
者
」
と

J
巾
口
百
円
宮
に
つ
い
て
完
全
な
者
」
を

対
置
す
る
レ
1
ン
法
ニ
・
四
が
あ
る
。
な
お
、
(
先
行
す
る
レ
1
ン
法
一
と
比
較
す
れ
ば
、
容
易
に
そ
の
こ
と
を
確
認
で
き
る
)
レ
l
ン
法
ニ
・
一
に
つ

い
て
は
す
ぐ
に
述
べ
る
。

(
苅
)
レ
l
ン
法
一

H
「
誰
で
あ
れ

Z
R
R
Z
(
レ
l
ン
法
(
の
こ
と
)
l
|
(
一
ニ
)
・

(2)
・
(a)
で
後
述
す
る
)
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
、
本
書
(
な
い

し
、
本
巻
)
の
教
え
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
真
先
に
銘
記
す
べ
き
は
、
へ

1
ア
シ
ル
ト
が
国
王
に
始
ま
っ
て
第
七
(
の
そ
れ
)
で
終
わ

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
俗
の
諸
侯
は
、
彼
等
が
司
教
の
家
臣
と
な
っ
て
以
来
、
第
六
の
シ
ル
ト
を
第
七
(
の
そ
れ
)
へ
と
引
き
下
げ

た
、
こ
れ
(
日
第
七
の
シ
ル
ト
)
は
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
。

(
打
)
レ
l
ン
法
二
・
一
。
な
お
、

z
n
z
g
門
目
白
吋
〈
巾
ロ
と
い
う
表
現
は
(
司
巾

n
Z
E切
で
あ
る
、
と
同
義
で
あ
る
が
)
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
「
ラ
ン
ト
法
」

の
部
に
は
見
当
た
ら
ず
、
同
じ
条
項
に
出
て
く
る

-
g
z
n
z
g
門U
2
2
と
い
う
表
現
に
引
か
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
(
ま
た
、
一

g
s
n
F己
S
と
い

う
諮
は
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
)
。

(
河
)
た
だ
し
、
(
す
ぐ
に
後
述
す
る
よ
う
に
)
逆
に
、

Z
R
R
Z
を
欠
く
者
が
す
べ
て
河
口
宮
を
欠
く
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、

円巾

n
Z
H
「
(
各
人
生
得
の
)
法
」
と
は
、
ー
ー

-
2
5
n
Z
に
対
応
す
る
|
|
「
ラ
ン
ト
法
上
の
(
権
利
)
能
力
」
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
節

で
後
述
す
る
よ
う
に
、
特
段
の
理
由
が
な
け
れ
ば
い
ち
い
ち

E
E
S
n宮
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
「
(
各
人
生
得
の
)

吋
巾
円
宮
」
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
三
二
頁
以
下
、
お
よ
び
、
六
、
三
七
頁
以
下
、
「
相
続
法
の
位
置
」
、
五
お

よ
び
六
、
七

O
頁
以
下
、
な
ど
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

(
乃
)
巾
〈
巾
ロ
σ。
a-nF
と
門
町
内
宮
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
五
・
(
三
)
、
七
四
頁
以
下
で
も
論
じ
て
お
い
た
。

(
剖
)
「
父
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
息
は
、
レ
ー
ン
法
廷
に
お
い
て
父
の
シ
ル
ト
を
立
証
・
貫
徹
す
る
、
彼

(
H
息
)
が
(
格
違
い
の
)
臣
従
(
礼
)
を

も
っ
て
自
分
(
の
シ
ル
ト
)
を
引
き
下
げ
な
い
か
ぎ
り
」
(
レ
1

ン
法
一
二
・
て
前
註
(
必
)
を
参
照
)
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
一
了
七
二
〕
を
も
参

照
さ
れ
た
い
。

(
担
)
レ
l
ン
法
二
・
四
(
前
註
花
)
。
た
だ
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
に
は
「
】
巾

R
R
Z
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
見
当
た
ら
ず
、

す
べ
て
「
へ
l
ア
シ
ル
ト
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
(
レ
l
ン
法
二
・
四
、
二
・
五
、
四
七
・
二
、
八

0
・
二
な
ど
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
へ
l
ア
シ
ル
ト
」
の
語
が
一
般
的
意
味
と
個
別
的
意
味
を
併
せ
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
(
前
註
(
九
)
を
参
照
)
、

F
R
R
Z
は
「
レ

i
ン
能
力

論
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一
般
」
の
み
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

(
白
)
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
一
ニ
。

(
回
)
ラ
ン
ト
法
三
・
六
三
・
二
。

(
制
)
ラ
ン
ト
法
了
二
五
ニ
ニ
。
な
お
、
先
行
す
る
了
二
五
・
ニ
に
よ
れ
ば
、
修
道
士
に
さ
れ
た
子
は
、
未
成
熟
の
聞
は
、
修
道
院
を
去
っ
て
「
(
釘
三
z
n
z

お
よ
び
)
Z
R
R
Z
を
取
得
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
続
の
一
・
二
五
・
四
に
よ
る
と
、
修
道
院
に
入
っ
て
E
え
z
n
z

を
放
棄
す
る
に
は
妻
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
あ
る
夫
は
妻
の
承
諾
な
し
に
彼
(
H
自
分
)
の
へ

l
ア
シ
ル
ト
(
U
Z
号
R
E
-
-
前
註
(
丸
)
を
参

照
)
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(
邸
)
本
文
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
二
・
こ
で
は
、
「
]
巾
R
R
Z
を
欠
く
者
」
と
し
て
真
先
に
「
聖
職
者
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
「
聖
職
者

は
、
母
の
ゲ
ラ
l
デ
に
つ
い
て
は
姉
妹
と
同
じ
分
を
、
ま
た
ア
イ
ゲ
ン
お
よ
び
(
普
通
の
)
遺
産
に
つ
い
て
は
兄
弟
と
同
じ
分
を
取
得
す
る
」
(
ラ

ン
ト
法
一
・
五
二
ニ
-
|
|
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
L

、
註
(
関
)
を
参
照
)
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
上
は
す
べ
て
の
「
相
続
権
」
を
欠
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
右
に
述
べ
た
一
・
二
五
・
二

1
四
は
、
一
・
二
五
・
一

(
H

「
聖
職
者
こ
般
)
は
(
遺
産
を
)
兄
弟
と
分
け
る
が
、
修
道
土
は
そ
う
し
な

い
」
)
を
承
け
て
、
修
道
士
が
ラ
ン
ト
法
上
も
ま
っ
た
く
「
相
続
権
」
を
持
た
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
号
一
口
う

ま
で
も
な
く
そ
れ
ら
の
規
定
か
ら
、
聖
職
者
(
一
般
)
が
レ
!
ン
法
上
も
あ
る
「
能
力
」
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
の
「
相
続
権
」
)
を
持
っ
て
い
た
、
と
い

う
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
部
)
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O
。
な
お
、
こ
の
条
項
は
、
こ
の
あ
と
「
ま
た
(
な
い
し
、
し
か
し
)
彼
の
生
命
は
そ
う
し
な
い
」
と
続
い
て
い
る
。

因
み
に
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
円
円

5
2
}。
∞
の
語
は
こ
の
箇
所
に
し
か
登
場
し
て
こ
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
忠
誠
(
な
い
し
、

信
義
)
の
欠
如
L

と
は
、
具
体
的
に
は
家
臣
の
い
か
な
る
行
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

E
3
2
(
H
司
2
巾
)
の
語
は
時
に
|
|
具
体
的
に
は
告
官
官
同
三
)
包
話
可

5
2
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
場
合
|
|
単
に
吋
詰
己
主
)
立
(
い

わ
ば
、
「
誓
っ
て
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
口
約
束
)
を
意
味
す
る
(
ラ
ン
ト
法
四
一
・
一
、
四
一
ニ
ニ
、
レ
ー
ン
法
五
五
二
、
五
五
・
四
、
五
五
・

六
、
五
五
・
七
)
に
す
ぎ
ず
、
前
註
(
応
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
家
臣
が
そ
れ
を
破
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
名
誉
や
-
g吋
R
Z
の
剥
奪
に

つ
な
が
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
、
レ
ー
ン
法
五
八
・
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
i
R
Z
g
g
i
|
す
な
わ
ち
、
家
臣
が
病
床
に
あ
っ
て
自
分
の

生
命
に
不
安
を
抱
き
、
あ
る
い
は
、
彼
が
国
外
に
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
場
合
、
(
自
由
に
な
っ
た
)
レ

1
ン
が
主
君
に
復
帰
し
、
あ
る
い
は
、
第
三

者
の
手
に
属
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
(
i
z
n
F寸
n
E
E
n
Z
)
、
彼
が
快
癒
し
あ
る
い
は
再
び
帰
国
し
た
と
き
、
再
び
そ
の
所
領
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た

北法39(5-6・II・405)1645



説

め
、
そ
の
所
領
を
(
そ
う
し
た
場
合
の
返
還
を
条
件
に
)
一

E
誰
か
に
与
え
る
(
明
白
Z
H
口
宮
お
与
巾
・
〈
旬
開
巾
σ
E
m
)
こ
と
、
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
の

一
種
と
言
っ
て
よ
い
ー
ー
を
、
「
神
に
背
き
、
法
に
反
し
、
回

-
5
5
5
5
に
反
す
る
」
行
為
と
し
て
き
び
し
く
糾
弾
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
行
為
に
科
せ
ら
れ
る
制
裁
は
(
多
く
の
場
合
)
「
彼
の
主
君
に
罰
金
を
支
払
う
」
こ
と
だ
け
で
あ
る
(
「
人
が
彼
自
身
か
ら
そ
の
所
領
を
(
判
決
を

も
っ
て
)
剥
奪
す
る
」
の
は
、
「
彼
が
六
週
間
以
内
に
か
の
者
(
川
所
領
を
与
え
ら
れ
た
者
)
に
対
し
授
封
を

g
x
z
n
v
Z
(
H
正
式
の
裁
判
手
続
を
も
っ
て
)

破
る
」
こ
と
を
し
な
い
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
)
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O
の
守
口
毛
色
。
∞
が
、
単
に
こ
般
的
な
道
徳
規
範
と
し
て
の
)
「
信
義
を
破
る
行
為
」
な
い
し

「
背
信
行
為
」
一
般
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
レ

l
ン
法
七
六
・
六
は
、
主
君
ま
た
は
家
臣
が
(
主
従
関
係
の
)
解

約
告
知
以
前
に
軍
勢
を
集
め
、
装
備
万
端
を
整
え
た
上
で
解
約
告
知
を
お
こ
な
い
、
そ
の
軍
勢
を
率
い
て
相
手
方
目
が
け
て
進
発
す
る
こ
と
を

者

E
R
包
ロ
巾
可

5
5
(彼
の
叶

5
5
に
反
す
る
)
行
為
と
し
て
い
る
が
、
名
品
目
や

-m号

R
Z
の
剥
奪
に
つ
な
が
り
う
る
「
不
忠
」
と
し
て
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
登
場
し
て
く
る
の
は
、
こ
の
ケ

l
ス
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
(
な
お
、
ほ
か
に
ラ
ン
ト
法
三
・
七
八
・
八
に
は
、
「
主
君
が
下
臣
を
、

あ
る
い
は
下
臣
が
主
君
を
、
法
(
の
定
め
る
手
続
)
に
従
い
彼

(
H
主
君
)
の
下
臣
た
ち
の
前
で
訴
え
る
こ
と
な
く
、
襲
う
な
ら
ば
、
彼

(
H
そ
の
主
君

あ
る
い
は
下
臣
)
は
当

aq包ロ
g
守
5
5ロ
(
彼
の
吋

5
5
に
反
し
て
)
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
」
、
と
い
う
件
り
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と

し
て
立
ち
入
っ
た
検
討
を
必
要
と
す
る
「
抵
抗
権
」
そ
の
も
の
の
問
題
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
な
お
、

-g「
R
Z
と
と
も
に
(
判
決
を
も
っ

て
)
剥
奪
さ
れ
る
「
名
誉
」

(
R
S
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
伺
)
で
述
べ
る
。

(
釘
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
・
(
四
)
、
三
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
槌
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
、
犯
罪
を
犯
し
た
者
か
ら
ぽ
号

R
Z
を
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
す
る
、
と
い
う
明
文
の
条
項
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
「
そ
れ

(
H
判
決
)
が
彼
等
の
生
命
ま
た
は
彼
等
の
健
康
ま
た
は
彼
等
の
巾
諸
に
及
ぶ
場
合
L

(

ラ
ン
ト
法
二
・
二
了
ご
、
「
彼
等
の
生
命

ま
た
は
彼
等
の
巾
日
ま
た
は
彼
等
の
相
続
財
産
(
巾
ヨ
巾
)
に
及
ぶ
判
決
」
(
同
二
・
二
了
二
)
、
「
彼
に
と
っ
て
彼
の
ぬ
話
ま
た
は
彼
の
健
康
ま
た
は

彼
の
生
命
に
及
ぶ
窃
盗
」
(
同
〔
二
・
二
九
〕
)
|
|
な
お
、
窃
盗
犯
人
が
巾

Z
E
S
(名
誉
喪
失
者
)
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
ニ
・
コ
一
了
一

を
も
参
照
|
|
、
「
そ
れ

(
H
判
決
)
が
彼
の
生
命
ま
た
は
彼
の
巾

B
ま
た
は
彼
の
相
続
財
産
(
巾
ミ
巾
)
に
及
ぶ
場
合
」
(
同
三
・
一
九
)
な
ど
の
文

脈
に
現
わ
れ
て
く
る
「
名
誉
」

(
R
m
)
と
は
何
か
、
そ
れ
と
}
巾
司

R
Z
と
の
関
係
い
か
ん
を
確
か
め
て
み
る
必
要
が
生
ず
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
「
序
論
」
に
お
い
て
、
「
名
誉
」
の
観
念
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
全
体
の
中
で
、
あ
る
い
は
、
そ
の
法
観

念
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
(
呂
・
戸
田
三
巴

Z
括
-
m

∞・

0
広
田
弓
?
ω
・
三
円
切
己

-
E
-
口
・
田
口

E
Zロ間・
2
?

論
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。ぽ

E
F
ω
'
∞
由
民
:
)
、
「
語
義
註
解
し

(20混
同
『
)
に
お
い
て
も
、
国
旦
。
回
目

mg芹
を
「
ラ
ン
卜
法
」
の
部
の

P
R
Z
m
E
V仲
間
宮
山
丹
の
中
に
位
置

づ
け
て
い
る
(
出
?
?
ω
・
お
印
)
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
は
、
明
ら
か
に
前
註
(
伺
)
で
扱
っ
た
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O
と
抵
触
す
る
。

そ
こ
で
は
、
「
不
忠
」
や
、
「
(
軍
隊
か
ら
の
)
逃
亡
L

な
ど
、
レ
ー
ン
法
上
の
「
(
重
)
罪
」
を
犯
し
た
者
で
も
、

q巾
と

Z
R
R宮
は
剥
奪
さ
れ
る

も
の
の
、
「
生
命
」
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

(
H
死
刑
に
は
処
せ
ら
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
(
ラ
ン
ト
法
上

)
z
n
Z
Z∞
に
は
な
ら
な
い
)
旨
、
明
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
t
|
|
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
前
提
す
べ
き
は
、
む
し
ろ

R
巾
と

-g『
R
宮
(
い
わ
ば
レ
l
ン
法
上
の
お
与
ご
と
の
栢
関
関
係
で
あ
る
。
現
に
、
レ
ー

ン
法
二
五
二
は
、
(
授
封
更
新
を
求
め
ら
れ
た
)
上
級
主
君
は
、
「
彼
(
川
家
臣
)
に
(
自
ら
)
そ
の
所
領
を
封
与
す
る
か
、
も
し
く
は
、
彼
(
H
家
臣
)
が

そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
(
そ
れ
ま
で
)
彼
の
最
初
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
だ
け
大
き
な
名
誉
を
も
っ
て

(gx
色

8
m
g丹2
2
S

受
領
し
う
る
よ
う
に
、
彼
(
日
家
臣
)
を
(
新
し
い
主
君
へ
と
)
(
H
彼
の
新
し
い
主
君
を
)
指
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
同
じ
だ
け
大
き

な
名
誉
を
も
っ
て
」
が
、
具
体
的
に
は
「
彼
の
へ

i
ア
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
な
く
て
す
む
よ
う
に
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
条
項
の
言
い
回
し
(
「
同
じ
」
で
は
な
く
、
「
同
じ
だ
け
大
き
な
」
)
は
同
時
に
、

R
m
が
必
ず
し
も
(
個
別
的
な
意
味
で
の
)
「
へ

1
ア
シ

ル
ト
」
と
同
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
(
一
般
的
な
意
味
で
の
)
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
、
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
検
討
し
て
い
る
ぽ
号

R
Z
に
よ
り
近
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、

q巾
は
|
|
少
な
く
と
も
そ
れ
が
(
レ

l
ン
法
七
八
・
三
の
よ
う
に
、
一
般
的
・
道
徳
的
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
を
例
外
と
し
て
)

テ
ク
ニ
カ
ル
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
|
|
寸
レ

l
ン
(
法
上
の
)
能
力
」
と
い
う
意
味
で
の
ぽ
号

R
Z
と
同
義
語
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
う
解
す
る
余
地
は
十
分
あ
る
し
、
上
述
し
た
用
例
は
ー
ー
ー
右
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
二
五
・
一
を
除
け
ば
|
|
す
べ
て
巾
お
が

Z
R
R
Z
(な

い
し
お
岳
丹
)
と
と
も
に
剥
奪
さ
れ
て
い
る
ケ

l
ス
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
疑
問
に
立
ち
入
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
実
益
が
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、

私
に
は
、
巾
吋
巾
の
語
が
最
も
多
く
「
判
決
が
(
そ
れ
に
)
及
ぶ
L

と
い
う
分
脈
に
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
偶
然
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
し
(
同
じ
こ
と
は
、
(
ア
イ
ゲ
ン
と
同
義
語
の

)
2
g
H
S即
日
尽
宮
に
つ
い
て
も
言
え
る
1

1
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
二
、
七
頁
、
お
よ
び
、
特
に

註
(
灯
)
を
参
照
)
、
ず
ば
り
言
え
ば
私
は
、
巾
吋

g-Sに
な
る
、
あ
る
い
は
、
(
判
決
を
も
っ
て
)
句

2τ
剥
奪
さ
れ
る
と
は
、

-g叶
R
Z
(の
行
使
)

が
一
代
限
り
停
止
さ
れ
て
い
る
(
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
、
相
続
人
に
は
及
ば
な
い
)
状
態
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
い
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
そ

れ
を
決
定
的
に
論
証
す
る
た
め
の
決
め
手
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

(
回
)
見
易
い
よ
う
に
、
こ
の

(
a
)

で
扱
っ
た
箇
所
を
整
理
し
て
お
く
と
、
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
、

ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

一. 
一一一. 
一一、

一
二
一
五
・
二
、

一
・
二
五
・

北法39(5-6・II・407)1647



説

三
、
一
・
四

O
、
三
・
六
コ
了
二
、
レ
ー
ン
法
二
・
て
二
・
四
で
あ
る
。

(
卯
)
レ
l
ン
法
二
・
二
(
i
)
(
Z
R
R
Z
田
口
弘
巾
5
2
古
島
市
)
、
(
…

m
)
(
E
1は
な
し
、
た
だ
し
、
一
見
明
白
に
(

E

)

を
承
け
た
も
の
)
、
一

0
・
二
(
ぽ
ロ
『
R
Z

円
宮
司
自
H
2
2
巾
ヨ
巾
宮
口
広
巾
。
己
巾
司
言
、
巾
ロ
)
、
五
六
・
五
(
巾
ロ
〈
己
一
巾
R
R
Z
S
含
g
m
m
E
目
)
、
七
一
・
四
(
白
ロ
巾
ロ
巾
B
巾
官
三
円
伊
丹
巾
日
間
巾
阿
国
巾
ロ
巾

Z
R
2
Z
)
、
七
五
・
一
(
Z
R
R
E
白
口
弘
巾
ヨ
巾
問
邑
巾
)
、
七
五
・
一
一
(
i
)
(
g
-
g
司
巾
円
宮
色
白
円
吉
川
田
口
仏
2
5
四

E
S
、
(
・
H

U

)

(

巾
ロ
〈
三
Z
R
R
Z
白
ロ

門町

5

2刷
E
S
。
な
お
、
ほ
か
に
も
う
一
箇
所
、
二
六
・
七
に
き
田
口
君
丘
一
巾
竺
目
的
ロ
巾
ロ
-
g
「
宮
町
内
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
そ
こ
の
ぽ
ロ
「
R
Z

は
(
狭
く
)
「
(
又
)
授
封
権
」
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
後
に

(
2
)
・
(
a
)
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

(
幻
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
1
ゲ
ル
に
お
け
る
『
R
Z
S
こ
g
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
L

、
註
(
凹
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ

の
z
n
Z
(
巾
)
{
g
に
対
す
る
「
支
配
権
」
は
、
実
質
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
|
|
・
た
と
え
ば
、
z
n
Z
(
巾
)
-
g
そ
の
も
の

も
そ
の
一
つ
で
あ
(
り
う
)
る
ー
ー
が
、
(
前
掲
・
拙
稿
、
四
・
(
三
)
、
三

O
頁
以
下
で
、
「
正
規
の
レ
l
ン
」
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か

ら
容
易
に
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
)
特
に
そ
れ
を
指
す
語
は
何
か
と
き
一
問
え
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
(
「
権
原
」
と
い
う
意
味
で
の
)
(
岡
市
)
者
m
Z
の
語
が
そ
れ
に

当
た
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
因
み
に
、
前
註
(
卯
)
に
掲
げ
た
諸
条
項
の
う
ち
、
レ
1
ン
法
二
二
一
は
|
|
(
a
)
の
本
文
で
引
用
し
た
こ
・

一
を
承
け
て
1
l
Z
R
R
Z
を
欠
く
者
が
授
封
し
た
場
合
を
、
ま
た
、
五
六
・
五
、
七
五
・
て
七
五
・
こ
は
い
ず
れ
も
婦
人
が
授
封
し
た
場
合

を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
一

0
・
こ
は
l
|
「
一
ポ
ン
ド
ま
た
は
二
(
ポ
ン
ド
)
」
と
い
う
表
現
に
明
か
な
よ
う
に
|
|
い
わ
ゆ
る
m
g
z
E
5
ロ

を
、
ま
た
、
七
了
四
は
l
i
g
g
巾
B
Z
円
巾
ユ
円
宮
町
と
い
う
表
現
に
明
ら
か
な
よ
う
に
1
1
|
い
わ
ゆ
る
の
q
w
v
g
z
E
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
「
正
規
の
レ
1
ン
」
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
く
と
、
こ
の
点
は
「
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
」
を
対
象
と
す
る
こ
六
・

七
(
後
註
(
瑚
)
参
照
)
も
同
様
で
あ
る
。

(
但
)
以
下
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
婦
人
な
ど

J
巾
R
R
Z
を
欠
く
者
」
が
授
封
し
た
場
合
を
中
心
に
論
を
進
め
る
の
で
、
こ
こ
で
(
以
下
に
触
れ
る

機
会
の
な
い
)
の
R
W
V
S
F
F
ロ
の
制
約
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

家
臣
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
持
つ
主
要
な
「
権
利
」
(
H
今
日
の
意
味
に
お
け
る
そ
れ
)
は
、
(
家
臣
が
死
亡
し
た
場
合
の
)
「
相
続
権
」
、
(
主
君
の
側

に
異
動
が
生
じ
た
場
合
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
、
(
自
分
の
家
臣
に
対
す
る
)
「
(
又
)
授
封
権
」
の
三
つ
に
要
約
で
き
る
(
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
、
前

註
(
引
)
に
挙
げ
た
箇
所
で
、
「
正
規
の
レ
l
ン
」
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
の
R
w
v
z
z
y
ロ
の
場
合
、
こ
の
う
ち
「
相

続
権
」
と
「
授
封
更
新
請
求
権
」
は
(
ほ
ぽ
完
全
に
)
存
在
す
る
(
た
だ
し
、
後
述
④
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
し
か
し
、
「
(
又
)
授
封
権
」
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
制
約
が
あ
る
。
④
そ
れ
は
、
国
王
|
l
(
世
俗
)
諸
侯
|
|
グ
ラ
1
フ
|
1
l
(
例
外
と
し
て
、
グ
ラ
1
フ
シ
ャ
フ
ト
内
の
)
シ
ユ
ル
ト
ハ

5命
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イ
ス
と
、
「
第
四
の
手
」
ま
で
し
か
封
与
で
き
な
い
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
二
二
一
と
三
、
レ
ー
ン
法
七
了
二
と
三
)
。
⑥
(
封
与
さ
れ
た
)
裁
判
管
区

(
H

レ

1
4ア
イ
ヒ

グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
)
を
(
又
授
封
に
さ
い
し
)
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
三
・
三
)
。
①
逆
に
、
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
が
自
由

に
な
っ
た
場
合
は
一
年
と
一
日
以
内
に
(
又
)
授
封
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
旗
レ

1
ン
も
同
じ
。
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
の
原
則
で
あ
る
|
|
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註

(m)
を
参
照

)oa拝
主
の
死
亡
に
よ
っ
て
裁
判
権
レ
l
ン
(
に
つ
い
て
の
権
利
)
が
帰
属
し
た
者
で
も
、

改
め
て
そ
の
授
封
を
受
け
る
ま
で
は
裁
判
権
を
行
使
で
き
な
い
(
レ
l
ン
法
七
了
五
|
|
こ
れ
は
相
続
人
の
「
レ

1
ン
に
対
す
る
現
実
の
支
配
権
」
に

つ
い
て
の
制
約
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
相
続
権
」
に
つ
い
て
の
制
約
で
も
あ
る
)
。
そ
れ
に
、
@
「
二
人
の
家
臣
は
一
つ
の
唱
ユ

n
v
Z
(裁
判
管
区
な

い
し
裁
判
権
)
に
つ
い
て
共
同
の

Z
R
R
Z
を
持
つ
こ
と
を
え
な
い
」
(
レ
l
ン
法
七
一
・
四
)
。

(
回
)
た
と
え
ば
レ
l
ン
法
ニ
・
ニ
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
か
の
主
君
が
こ
れ
ら
の
(
ぽ
号

R
Z
を
欠
く
)
者
の
一
人
に
所
領
を
封
与
す
れ
ば
、

彼
等
は
そ
の
者

(
H
主
君
)
か
ら
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
ぽ
号
再
定
を
受
領
す
る
へ
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ー
ン
法
一

0
・
二
は
、
「
ま
た
、

あ
る
家
臣
が
彼
の
主
君
か
ら
(
毎
年
)
一
ポ
ン
ド

(
H
二
0
シ
リ
ン
グ
)
ま
た
は
二
(
ポ
ン
ド
の
収
益
)
を
(
そ
れ
が
上
が
る
場
所
を
特
定
し
な
い
で
)

レ
ー
ヂ
イ
ヒ

授
封
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

(Hそ
の
収
益
が
上
が
る
場
所
)
が
(
ど
乙
で
あ
れ
)
彼

(H主
君
)
に
と
っ
て
最
初
に
自
由
に
な
っ
た
と
き
、
彼

(H

家
臣
)
は
そ
れ

(
H
そ
の
場
所
)
に
つ
い
て

-g吋
R
Z
を
持
つ
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
ぽ
号

R
Z
が
「
所
領
な
い
し
レ
l
ン
を
現
実
に
支
配

す
る
権
利
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
閉
山

g
g三
島
ロ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
、
註
(
卯
)
で
そ
の
概
要
を
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
又
授
封
権
は
も
と
よ
り
)
相

フ

ォ

ル

ダ

続
権
と
授
封
更
新
請
求
権
は
あ
る
が
、
「
そ
れ
を
賃
料
ま
た
は
貢
租
と
ひ
き
か
え
に
誰
か
に
貸
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
レ

1
ン
法
六

0
・二)、

と
い
う
い
わ
ば
「
小
作
地
」
な
み
の
制
約
が
あ
る
。

(
倒
)
レ

i
ン
法
二
・
二
は
、
前
註
(
幻
)
に
引
用
し
た
箇
所
に
引
き
つ
づ
き
、
「
ま
た
(
む
し
ろ
、
し
か
し
て
(
彼
等
H
Z号

R
Z
を
欠
く
者
は
)
そ
れ

(
H

所
領
)
を
彼
等
の
子
た
ち
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
自
ら
も
他
の

(
H
新
し
い
)
主
君
へ
の
〈
。
-m巾
(
H
m，
o-官
l
l
授
封
更
新
請
求
権
)

を
欠
く
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
レ
l
ン
法
五
六
・
五
は
、
あ
る
婦
人
が
そ
の
後
見
人
で
あ
る
(
男
性
の
)
家
臣
(
お
そ
ら
く
、
彼
女
の
親
族
l
|
レ
!
ン
法
七
五
・
一
に
仏
R

〈
吉
者
自
〈

E
己

H
F
E
E
(。
己
・
ぐ

2
宅
自
伝
「

)
a
q
p
E
と
あ
る
の
を
参
照
)
と
と
も
に
あ
る
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
後
見
人
で

あ
る
家
臣
が
婦
人
の
同
意
を
得
て
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ

(
H
現
に
あ
る
家
臣
が
占
有
・
支
配
し
て
い
る
所
領
を
、
そ
の
者
が
封
相
続
人
な

く
し
て
死
亡
し
た
場
合
に
占
有
・
支
配
さ
せ
る
と
い
う
条
件
で
、
あ
ら
か
じ
め
別
な
家
臣
に
授
封
す
る
こ
と
|
|
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
ヘ
四
・
(
二
)
、
一
九
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説

レ
ー
ヂ
イ
ヒ

頁
以
下
を
参
照
)
お
よ
び
自
由
な

(
H
一
日
一
又
授
封
さ
れ
て
い
て
、
又
家
臣
の
死
亡
等
に
よ
り
手
許
に
戻
っ
て
き
た
)
所
領
を
(
文
)
授
封
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
い
わ
ば
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
彼
等
二
人
が
共
同
で
(
邑
仲
間
巾
8
5
2
a
R
E
E
N
g
-仲間
m
g
g
g司

出
血
ロ
色
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の

g
〈己

Z
R
2
Z
を
受
領
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
(
す
な
わ
ち
)
彼
は
授
封
(
日
支
配
権
の
賦
与
)
と
へ

1
ア
シ
ル

ト

(
H
そ
れ
を
受
け
る
能
力
)
と
を
持
ち
、
そ
し
て
彼
女
は
同
じ
授
封
と
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
所
領
の
現
実
的
占
有
・
支
配
)
と
を
持
つ
(
の
だ
か
ら
ご

と
言
う
。
こ
の
場
合
、
(
文
)
授
封
を
行
な
う
の
が
、
(
主
た
る
受
封
者
で
あ
る
)
婦
人
で
は
な
く
、
(
そ
の
後
見
人
で
あ
る
)
家
臣
の
方
で
あ
る
こ
と
に

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
裏
か
ら
言
え
ば
、
(
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
欠
く
)
婦
人
が
単
独
で
受
封
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
又
授
封
権
は
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
(
た
だ
し
、
レ
ー
ン
法
二
・
五
を
参
照
)
。

レ
ー
ン
法
五
六
二
は
、
い
わ
ば
こ
の
共
同
受
封
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
家
臣
は
ま
た
、
所
領
を
あ
る
婦
人
と
と
も
に
受
領
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
彼
が
彼
女
を
そ
の
所
領
に
つ
い
て
代
表
・
擁
護
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
彼
女
の
主
君
が
死
亡
し
た
と
き
、
そ
れ
(
日
所
領
)
に

つ
い
て
他
の

(
H
新
し
い
)
主
君
(
の
許
)
へ
と

(
H
に
対
し
)
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
彼
女
は
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
欠
く
が
ゆ

え
に
、
彼
女
に
は
授
封
更
新
請
求
権
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
す
な
わ
ち
、
右
に
又
授
封
権
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
く
、
婦
人
が

単
独
で
受
封
し
た
場
合
に
は
原
則
と
し
て
授
封
更
新
請
求
権
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
(
な
お
、
レ
ー
ン
法
七
五
・
一
に
も
同
旨
の
記
述
が
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
レ

1
ン
法
二
・
五
を
参
照
)
。

こ
れ
に
つ
づ
く
レ

l
ン
法
五
六
・
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
し
か
る
に
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
(
こ
の
場
合
、

後
見
権
)
を
(
そ
の
者
か
ら
)
受
領
し
た
婦
人
が
死
亡
す
れ
ば
、
彼
が
後
見
人
た
る
の
地
位
に
も
と
づ
き
受
領
し
た
彼
の
受
封
は
終
り
を
持
つ
(
終

る
ご
と
。
す
な
わ
ち
、
婦
人
が
た
と
え
そ
の
後
見
人
と
共
同
に
受
封
し
で
も
、
所
領
に
つ
い
て
の
相
続
権
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
前
記
五
六
・

五
で
二
人
が
共
同
で
そ
の
所
領
に
つ
い
て
受
領
し
た
と
さ
れ
る
巾
ロ
〈
己
(
完
全
な

)
Z
R
R宮
と
は
、
(
分
脈
上
、
具
体
的
に
は
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら

「
文
授
封
権
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
)
実
は
こ
の
よ
う
に
「
不
完
全
」
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
|
|
こ
れ
に
対
し
て
レ

l
ン
法

七
五
・
ニ
の

g
〈
三
万
号

R
Z
は
、
新
し
い
主
君
が
婦
人
に
対
す
る
授
封
更
新
を
拒
み
、
後
見
人
で
あ
る
家
臣
に
だ
け
(
再
)
授
封
し
た
ケ

l
ス

で
あ
る
か
ら
、
(
現
に
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
婦
人
の
同
意
を
必
要
と
は
す
る
が
)
原
則
的
に
は
、
「
正
規
の
レ

1
ン
」
と
同
じ
く
、
「
相
続
権
」

や
「
又
授
封
権
」
(
お
よ
び
そ
の
他
の
処
分
権
)
を
含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
属
し
て
い
る

1
1
0

(
町
)
レ

1
ン
法
二
・
ニ
は
、
前
註
(
倒
)
に
引
用
し
た
箇
所
に
ひ
き
つ
づ
き
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
人
は
彼
等
、
へ
!
ア
シ
ル
ト
を
欠
く

者
す
べ
て
を
、
レ
ー
ン
法
廷
に
お
い
て
証
人
か
ら
、
ま
た
判
決
の
発
見
(
か
ら
)
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
前
註
(
貯
)
に
対
応
す
る
本
文
)
。
し
か

論
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し
、
彼
等
が
(
そ
の
者
か
ら
)
]
巾
号
R
Z
を
受
領
し
た
彼
等
の
主
君
は
、
彼
等
の
証
言
を
忍
ば
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
彼
等
(
の
証
言
)
を
い

か
な
る
者
に
対
し
て
も
(
そ
の
不
利
益
に
)
利
用
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
(
た
だ
し
、
レ
ー
ン
法
二
・
四
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

因
み
に
、
レ

1
ン
法
六
九
・
こ
に
は
、
「
誰
で
あ
れ
半
フ

1
フ
エ
(
の
土
地
)
ま
た
は
五
シ
リ
ン
グ
の
年
収
を
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
者
は
、

判
決
を
非
難
し
ま
た
証
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
か
ら
、
通
常
お
与
え
巾
)
芯
ロ
を
受
領
し
た
者
は
も
と
よ
り
、
河
内
山
口
広
三
岳
ロ
を
受
領
し

た
者
で
も
、
判
決
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
に
先
行
す
る
六
九
・
一
に
、
「
誰
で
あ
れ
へ

l
ア
シ
ル

ト
を
欠
く
者
は
、
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
有
す
る
い
か
な
る
者
の
判
決
を
も
非
難
す
る
こ
と
を
え
な
い
」
と
あ
る
か
ら
、
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」

は
|
|
た
と
え
主
君
か
ら
あ
る
所
領
(
に
つ
い
て
の
一

g『
R
E
を
受
領
し
て
い
て
も
|
|
レ

1
ン
法
廷
に
お
い
て
(
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
有
す
る
家

臣
の
下
し
た
)
判
決
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
(
な
お
、
判
決
非
難
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
註
(
位
)

で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
開
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
中
間
報
告
に
す
ぎ
な
い
が
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
註

(m)
で
、
(
実
体
的
な
権
利
と
い
う
意
味
で
の

)
S
n
Z
に

つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
御
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
肝
)
レ

1
ン
法
一
八
(
出
)
、
二
五
・
四
、
二
六
・
一
て
四
七
・
二
、
四
九
・
一

(
i
)
、
五
五
・
四
、
七
一
・
一

O
、
七
六
・
三
、
ラ
ン
ト
法
三
・

五
九
・
一
。
な
お
、
、
H
，

oup
ロ
で
は
、
最
後
の
七
六
・
三
だ
け
が

Z
R
R
F広
島
戸
口
と
な
っ
て
い
る
が

(ω'
口
昂
)
、
図
。
・
ロ
グ

ω
・
ω
。ω
に
拠
れ

ば
、
こ
れ
は
単
純
な
ミ
ス
・
プ
リ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
。

(
悌
)
レ

l
ン
法
四
七
・
二

H

「
誰
で
あ
れ
(
自
ら
は
)
家
臣
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

}
g
B
n
Z
を
お
こ
な
い
う
る
ほ
ど
高
く
へ

i
ア
シ
ル
ト

に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
家
臣
(
具
体
的
に
は
、
少
な
く
と
も
第
六
シ
ル
ト
以
上
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
は
、
口
々
彼
の
所
領
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る
と

こ
ろ
で

(H同
じ
主
君
の
)
家
臣
で
あ
る
|
|
l
主
君
の
家
臣
仲
間
(
宮
田
岡
g
o
g
H
E
Eお
2
8田
2
・
宮
R
E
S
-芯
ロ
)
を
(
自
分
の
)
家
臣
の
代
り

に
用
い
る
、
彼
が
彼
等
(
日
自
分
の
家
臣
)
を
(
証
明
手
続
上
)
必
要
す
る
場
合
に
は
」
。

レ
ー
ン
法
五
五
・
四
H

「
家
臣
に
対
し
彼
の
信
義
に
か
け
て

(
H
特
定
の
時
期
に
主
君
の
請
戻
し
に
応
じ
て
返
還
す
る
と
い
う
約
束
で
|
|
レ
!
ン
法

五
五
・
て
前
註
(
応
)
お
よ
び
(
総
)
を
参
照
)
封
与
さ
れ
た
所
領
に
つ
い
て
、
彼

(
H
家
臣
)
は
自
分
の
家
臣
に
対
し
て

Z
R
R
Z
を
お
こ
な
う

こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
を
自
分
の
息
に
杷
続
さ
せ
る
(
後
略
)
」
。

レ
ー
ン
法
七
了
一

O

H
「
主
君
は
ま
た
彼
の
家
臣
た
ち
の

(
H
家
臣
た
ち
に
授
封
し
で
あ
る
)
レ

1
ン
を
(
上
級
主
君
に
)
(
一
旦
)
返
還
し
て
(
こ

プ
ル
タ

ん
ど
は
そ
れ
を
)
城
塞
レ

1
ン
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
し
か
る
に
彼

(
H
主
君
)
が
不
法
に
(
も
)
(
ヨ
芹

E
R
R
Z
S
そ
の
こ
と
を
な
す

北法39(5-6・11・411)1651 



説

な
ら
ば
、
彼
等

(
H
家
臣
た
ち
)
は
上
級
主
君
に
対
し
授
封
(
更
新
)
、
も
し
く
は
、
|
|
(
新
し
い
主
君
と
し
て
)
彼
等
に
対
し
て
そ
の
所
領
に
つ
い

て
ぽ
号

R
Z
を
お
こ
な
う
こ
と
の
で
き
る
|
|
(
上
級
主
君
の
)
家
臣
へ
の
(
主
君
)
指
定
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
。

レ
ー
ン
法
七
六
・
三
H

「
(
前
略
)
主
君
が
家
臣
に
対
し
(
主
従
関
係
の
)
解
約
告
知
を
す
れ
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
家
臣
が
彼
か
ら
受
領
し
て
い

る
所
領
を
喪
失
し
た
こ
と
に
な
り
(
中
略
)
、
家
臣
は
そ
れ

(
H
所
領
)
に
つ
い
て
上
級
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
(
中
略
)
。

し
か
し
、
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
っ
て
(
中
略
)
、
家
臣
が
そ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
授
封
更
新
を
求
め
え
な
い
場
合
に
は
、
家
臣
は
そ
の

所
領
を
一
生
涯
、
奉
仕
(
な
い
し
、
勤
務
)
な
し
に
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
自
分
の
子
に
相
続
さ
せ
(
前
出
、
五
五
・
四
を
参
照
)
、
ま

た
そ
れ
に
つ
い
て
ぽ
ロ
『

R
Z
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
(
後
略
)
」
。

ラ
ン
ト
法
三
・
五
九
・
一

H

「
誰
で
あ
れ
へ

1
ア
シ
ル
ト
を
持
つ
者
が
司
教
ま
た
は
修
道
院
長
に
選
ば
れ
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
先
に
レ

1
ン
を
、

そ
し
て
そ
の
後
で
聖
職
を
受
領
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
等
が
レ

1
ン
を
受
領
し
た
と
き
、
彼
等
は

-g『
巾
円
買
を
お
こ
な
い
う
る
(
よ
う
に
な
る
)
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
で
は
な
い
」
(
次
註

(ω)
に
掲
げ
る
レ
l
ン
法
二
五
・
四
と
比
較
さ
れ
た
い
)
。

(
的
)
レ

l
ン
法
二
五
・
四
H

「
い
ず
れ
の
家
臣
の
(
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
)
年
期
も
、
彼
の
主
君
に
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
か
ら
受
領

す
べ
き
所
領
が
授
封
さ
れ
た
時
に
始
ま
る
。
け
だ
し
、
い
か
な
る
主
君
も
、

1

1
彼
に
対
し
(
上
級
)
主
君
が
不
法
に

(
5
2
2
R
Z
S
封
与
を

拒
ん
だ
場
合
を
除
き
|
|
そ
れ
(
所
領
)
が
彼
自
身
に
封
与
さ
れ
る
以
前
に
、
所
領
を
封
与
す
る

(
H
又
授
封
す
る
)
こ
と
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る

(
前
註
(
鮒
)
の
最
後
に
掲
げ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
五
九
・
一
と
比
較
さ
れ
た
と
。
ま
た
、
彼
の
主
君
が
国
外
も
し
く
は
虜
囚
に
あ
っ
て
、
彼

(
H
家
臣
)

が
自
分
の
所
領
に
つ
い
て
(
授
封
更
新
を
)
希
求
し
え
な
い
と
き
は
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て

Z
R
R
Z
を
お
こ
な
い
、
そ
し
て
、
恰
も
そ
れ
が
彼
に

封
与
さ
れ
た
ご
と
く
に
、
そ
の
所
領
を
把
握

L
口
取
し
て
自
ら
の
(
利
)
用
に
供
す
る
(
後
略
)
」
(
な
お
、
口
三
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
エ
|

レ
」
、
四
・
(
六
)
・

(a)
、
三

O
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
属
し
て
い
る
。

(
則
)
レ

l
ン
法
二
六
・
七
日
「
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ

(
H
封
相
続
人
が
未
成
熟
H
満
一
一
一
歳
未
満
の
問
、
後
見
人
が
所
領
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
)
に
は
、
い

か
な
る
ぽ
号

R
Z
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
レ

1
ン

(
H
所
領
)
に
対
す
る
フ
オ
ル
ゲ

(
H
主
君
の
例
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
の
授
封
更
新
請
求
権
)
も
(
存

在
し
な
い
)
」
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
四
・
(
七
)
、
特
に
三
九
頁
以
下
、
お
よ
び
、
註
(
悶
)
で
す
で
に
論
じ
て
お
い

た
が
、
こ
の
条
項
の
ぽ
号

2
Z
を
「
又
授
封
権
」
と
解
す
る
理
由
を
摘
記
し
て
お
く
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
@
主
君
は
、
封
相
続
人
た
る
子
の

後
見
人
と
し
て
、
自
ら
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
保
持
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
子
の
後
見
人
が
別
に
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
彼
に
封
与
す
る
こ
と
が
で

き
る
(
レ
l
ン
法
二
六
・
二
)
。
二
六
・
七
は
こ
の
う
ち
後
者
の
場
合
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
子
の
後
見
人
は
所
領
の
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ

論
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を
取
得
し
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
は
所
領
を
現
実
に
支
配
し
て
い
る
(
し
た
が
っ
て
、

Z
R
R
Z
は
「
所
領
を
現
実
に
支
配
す
る
権
利
」
と
は
解
し
難
い
)
。

⑥
同
じ
二
六
・
七
は
、
ひ
き
つ
づ
き
、
こ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
人
(
H
後
見
人
)
は

m
R
-
n
Z
Z裁
判
管
区
ま
た
は
裁
判
権
)
(
の

ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
封
与
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
)
に
つ
い
て
は
ア
ン
ゲ
フ
ェ
レ
を
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
い

か
な
る
フ
ォ
ル
ゲ
も
存
在
し
な
い
へ
と
言
っ
て
い
る
。
①
後
続
の
二
六
・
九
は
、
|
|
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
ヘ
上
掲
箇
所
、
お
よ
び
、
註
(
別
)

で
詳
論
し
た
よ
う
に
|
|
か
り
に
後
見
人
が
こ
の
所
領
を
(
又
)
授
封
し
で
も
、
子
が
そ
れ
に
つ
い
て
も
つ
「
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
を
破
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
(
な
お
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
註
(
問
)
で
も
再
論
す
る
)
。

(
則
)
レ

l
ン
法
一
八

H
(主
君
が
家
臣
を
問
責
す
べ
く
レ

l
ン
法
廷
に
召
喚
し
た
場
合
(
前
註
初
)
、
こ
の
事
案
が
終
ら
な
い
限
り
、
そ
の
裁
判
期
日
内
に
主
君

が
家
臣
(
の
別
な
訴
え
)
に
応
訴
す
る
義
務
は
な
い
が
)
「
し
か
し
、
主
君
の
レ

1
ン
法
廷
が
判
決
を
も
っ
て
延
期
さ
れ
(
前
註
凶
)
、
し
か
も
(
そ
の
聞

に
)
家
臣
に

l
iそ
れ
が
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
で
あ
れ
レ

i
ン
で
あ
れ
|
|
あ
る
所
領
が
(
持
主
の
死
亡
に
よ
っ
て
)
帰
属
し
、
彼
が
そ
れ

(
H
所
領
)
に

つ
い
て
主
君
に
対
し
(
授
封
を
)
を
希
求
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
(
H
所
領
)
を
裁
判
(
手
続
)
を
も
っ
て

(
E
2
2宮
巾
)
立
証
・
取
得
す
る
こ
と
を
乞
う

な
ら
ば
、
主
君
は
彼

(
H
家
臣
)
の
裁
判
期
日
内
に
お
い
て
(
も
)
裁
判
(
手
続
)
を
も
っ
て
(
ヨ
芹

Z
S丹
市
)
(
つ
ま
り
、
家
臣
の
希
求
な
い
し
訴
え
を

受
け
て
立
っ
て
)
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し

-g司
R
Z
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
」
。

(
服
)
レ

1
ン
法
二
六
・
二

H

「
(
主
君
の
が
〆
相
続
人
で
あ
る
)
子
が
、
成
熟
(
日
満
二
一
歳
)
に
達
し
て
か
ら
す
ぐ
に
、
そ
の
家
臣
た
ち
に
対
し
ぽ
号

2
Z

を
お
こ
な
う
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
、
彼
等
は
そ
れ
に
つ
い
て
別
な
と
こ
ろ
で

(
H
上
級
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
)
希
求
す
べ
き
で
あ
る
」
。

レ
ー
ン
法
四
九
・
一

H

「
あ
る
家
臣
が
彼
の
家
臣
か
ら
所
領
を
奪
い
、
あ
る
い
は
、
彼

(
H
下
級
主
君
)
が
彼
(
日
家
臣
)
に
対
し
て

-g円
R
Z

を
お
こ
な
う
こ
と
を
拒
む
な
ら
ば
(
中
略
て
そ
の
こ
と
を
家
臣
は
彼
の
上
級
主
君
に
対
し
彼

(
H
上
級
主
君
の
)
家
臣
た
ち
の
面
前
で
(
リ
レ
l
ン

法
廷
で
)
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。

(
問
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
三
)
、
二

O
頁
以
下
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
似
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
が
、
ー
!
著
者
自
身
も
そ
れ
に
属
し
た
と
見
ら
れ
る
|
|
「
参
審
自
由
人
」
の
立
場
か
ら
書

か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
レ

i
ン
法
」
の
部
も
同
じ
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
「
レ

l
ン
法
」
の

部
で
は
た
だ
「
(
上
級
)
主
君
」
や
「
家
臣
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
身
分
(
な
い
し
、
シ
ル
ト
)
が
特
定
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
こ
の
推
定
を
決
定
的
な
形
で
論
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
「
レ
ー

ン
法
」
の
部
に
は
、
明
ら
か
に
家
臣
(
権
)
の
保
護
を
目
的
と
し
て
条
項
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
(
前
註

(n)
で
論
じ
た
レ
1

ン
法
一
四
・
三
も
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説

そ
の
一
例
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
レ

l
ン
の
階
層
の
最
下
辺
に
位
置
し
て
い
る
家
臣

で
は
な
く
、
自
ら
も
家
臣
を
持
ち
う
る
(
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
第
六
シ
ル
ト
以
上
の
身
分
に
属
す
る
)
家
臣
で
あ
る
(
前
註

(
m
m
)

に
引
用
し
た

レ
l
ン
法
四
七
・
二
を
参
照
)
。
さ
ら
に
、
著
者
ア
イ
ケ
自
身
、
「
人
は
ま
た
第
七
の
シ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
へ

l
ア
シ
ル
ト
な
い
し
レ

l
ン

法
(
上
の
能
力
)
を
有
し
う
る
か
否
か
、
知
ら
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
、
前
註
(
花
)
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
相
続
権
の
位
置
」
、
四
、
六
五
頁
以
下

を
参
照
さ
れ
た
い
)
、
と
い
う
。
果
た
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ア
イ
ケ
の
念
頭
に
あ
っ
た
家
臣
は
む
し
ろ
少
な
く
と
も

l

1
第
六
で
は
な
く

l

|

第
五
の
シ
ル
ト
を
持
つ
者
、
す
な
わ
ち
「
参
審
自
由
人
」
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
く
な
る
。

(
邸
)
レ
1
ン
法
七
一
・
六
H

「
誰
で
あ
れ
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
1
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

(
N
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
(
で

あ
る
)
レ

l
ン
)
に
つ
い
て
は
フ
オ
ル
ゲ

(
H
主
君
交
替
の
場
合
の
授
封
更
新
請
求
権
)
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
(
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
|
ン
の
)

授
封
は
、
も
う
一
つ
の
帝
国
領
で
あ
る
レ

l
ン
と
同
じ
く
、
第
七
の
手
ま
で
及
ぶ

(
H
又
授
封
さ
れ
る
)
。
彼
等

(
H
複
数
の
主
君
)
の
う
ち
、
そ
れ

(
H
所
領
)
が
そ
の
人
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
(
つ
ま
り
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
)
最
高
主
君
を
除
い
て
、
な
ん
ぴ
と
も
他
の
者

(
H
家
臣
な
い
し
又
家
臣
)
に
対
し
、
そ
の
所
領
に
つ
い
て
フ
オ
ル
ゲ

(
H
授
封
更
新
の
請
求
)
を
却
け
(
る
こ
と
を
え
ず
)
、
ま
た

]
O
R
R
Z
を
拒
む

こ
と
を
え
な
い
」
。

レ
ー
ン
法
二
三
・
一

H
〔
「
ま
た
、
家
臣
が
同
じ
(
彼
の
)
主
君
の
訴
え
に
よ
っ
て
(
教
会
の
)
破
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
彼
(
H
主
君
)
は

彼

(
H
家
臣
)
を
家
臣
と
し
て
迎
え
入
れ
る
を
要
し
な
い
。
し
か
る
に
、
彼

(
H
家
臣
)
が
別
な
家
臣
の
訴
え
に
よ
っ
て
破
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
た
と
え
彼

(
H
家
臣
)
に
対
し
彼
の
主
君
が
ぽ
号
吉
宮
を
拒
ん
で
も
、
そ
の
こ
と
は
彼

(
H
家
臣
)
(
の
権
利
)
を
損
う
こ
と
に
は
な
ら

ず
、
そ
れ

(
H
]
2
5
n
Z
)
を
め
ざ
し
て
(
O
U
U
巾
己
主

H
-
E
B円宮
)
(
H授
封
を
得
る
べ
く
)
彼
(
日
家
臣
)
は
彼
の
臣
従
礼
を
捧
げ
る
べ
き
で
あ
る
」
〕
。

(
附
)
レ

l
ン
法
四
・
五
(

1

)

と

(
-
U
)
、
六
三
・
一
、
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
六
〕
。

(
即
)
ラ
ン
ト
法
了
五
六
日
「

m
O
R由
匂

(
H
の
O喰
え

R
E
P
-
-
ゴ
l
グ
ラ

l
フ
職
な
い
し
そ
の
裁
判
管
区
)
に
は
い
か
な
る
レ

l
ン
も
、
ま
た
い
か
な

る
フ
オ
ル
ゲ
(
後
述
)
も
存
在
し
な
い
の
が
、
法
に
適
っ
て
い
る

(
B芹
足
円
宮
巾
)
。
(
中
略
)
〔
し
か
る
に
、
そ
れ
(
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
)
を
あ

る
主
君
が
封
与
す
る
な
ら
ば
、
彼
(
日
主
君
)
は
そ
れ
に
つ
い
て

(aR
白
内
)
、
彼
の
家
臣
お
よ
び
そ
の
子
た
ち
に
対
し
ぽ
号

2
Z
を
培
い
育
て
る

べ
き
で
あ
る
(
後
略
)
〕
」
。

要
す
る
に
、
こ
の
条
項
か
ら
は
次
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ゴ

l
グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
に
は
、
も
と
も
と
レ

l
ン
も
(
し
た
が
っ
て
)
フ
ォ
ル
ゲ

(
後
述
)
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
ゴ

l
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
も
授
封
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
そ
こ
で
後
代
の
寸
補
遺
」
は
、
そ
の
場
合

論
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に
つ
い
て
、
ゴ

1
グ
ラ

l
フ
シ
ャ
フ
ト
に
も
フ
オ
ル
グ
の
権
利
を
認
め
、
主
君
は
家
臣
の
請
求
に
応
じ
て
ゴ

l
グ
ラ

1
フ
シ
ャ
フ
ト
を
(
再
)
授
封

す
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

し
か
し
、
実
は
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
〈
o-mm
の
用
語
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
「
レ
ー

ン
法
」
の
部
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
圧
倒
的
大
部
分
の
場
合
(
二
・
二
、
二
・
三
、
二
六
・
七
、
五
六
・
て
五
七
・
四
、
五
八
・
て
六
八
・
六
、

七
一
・
六
、
七
一
・
七
、
七
一
・
一
四
、
七
五
・
こ
な
ど
て
主
君
の
側
に
異
動
な
い
し
交
替
が
あ
っ
た
場
合
、
家
臣
が
上
級
主
君
な
い
し
新
し
い
主
君

に
改
め
て
所
領
の
授
封
(
実
質
的
に
は
、
所
領
を
そ
れ
ま
で
通
り
に
支
配
す
る
こ
と
)
を
求
め
る
権
利
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
家
臣
が
死
亡
し
た
場
合

に
所
領
を
封
相
続
人

(
H
息
)
に
相
続
さ
せ
る
権
利
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
(
そ
の
区
別
が
一
見
し
た
だ
け
で
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
レ
ー
ン
法
五
・

一
と
五
九
・
三
く
ら
い
の
も
の
だ
が
、
前
者
は
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
、
後
者
は
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
に
も
か
か
わ
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
「
相
続
権
」
は
問
題
に
な

り
え
な
い
ケ
l
ス
で
あ
る
)
。
こ
う
し
た
用
語
法
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
一
・
五
六
の
寸
補
遺
」
が
、
主
君
は
(
家
臣
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
)
「
そ

の
子
た
ち
」
に
対
し
て
ま
で
「
フ
オ
ル
ゲ
」
に
応
ず
る
義
務
を
有
す
る
か
の
ご
と
き
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
特
異
な
用
例
と
言
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
問
題
は
そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
ラ
ン
ト
法
」
の
部
の
著
者
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
部
分
に
登
場
す
る
〈
。
ぽ
巾

の
語
(
こ
の
条
文
の
前
段
の
ほ
か
、
三
・
五
三
・
三
に
も
出
て
く
る
)
が
「
相
続
権
」
を
も
含
む
の
か
否
か
、
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
(
他
の
用
例
と
同
じ
く
)
「
相
続
権
」
は
含
ま
れ
な
い
と
解
し
た
い
の
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
決
め
手
に
な
る
論
拠
は
持
っ
て
い

な
い
。
後
考
を
重
ね
た
い
。

な
お
、
ラ
ン
ト
法
了
六
四
の
用
語
法
の
(
そ
れ
以
外
の
)
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に
本
文
お
よ
び
後
註
(
則
)
お
よ
び
(
町
)
で
述
べ
る

と
こ
ろ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
因
み
に
こ
の
箇
所
は
、
い
わ
ゆ
る
。
丘
ロ
ロ
ロ
関
口
同
の
テ
キ
ス
ト
に
属
し
、
お
お
む
ね
一
一
エ
ハ

0
年
代
に
補
筆
さ
れ

た
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。

(
鵬
)
レ

i
ン
法
六
三
・
一

H

「
い
か
な
る
所
領
で
あ
れ
下
臣
に
対
し
臣
従
礼
な
し
に
封
与
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

znvzg(正
規
の
レ
!
と
と
は
言

け
に
ん

わ
な
い
、
主
君
が
彼
の
家
人
に
対
し
ホ

1
フ

(
H
い
わ
ば
、
家
)
の
法
廷
に
お
い
て
ま

Z
Zお
nvzliこ
の
段
階
に
お
け
る
出
O

片
足
ロ
宮

(
1
2

2
5
5白
色
に
つ
い
て
は
、
『
久
保
正
幡
教
授
還
暦
記
念
・
西
洋
法
制
史
料
選
H
中
世
』
、
一
九
七
八
年
、
創
文
社
、
九
O
頁
以
下
に
所
収
の
拙
稿
「
ヴ
ォ
ル
ム

ス
荘
園
法
」
を
参
照
さ
れ
た
い
)
臣
従
礼
な
し
に
封
与
(
厳
密
に
は
、
貸
与
)
す
る
所
領
と
同
じ
く
。
現
に
、
そ
れ

(
U
家
人
に
封
与
さ
れ
た
所
領
)
を

も
と
に
(
弘
司
曲
。
彼

(
H家
人
)
が
培
い
育
て
る
べ
き
は
『
5
2
3円
宮
で
あ
っ
て
、
一
巾
ロ
『

R
Z
で
は
な
い
(
こ
の
場
合
の

-g『
mnZ
は
、
文
脈
上
、

北法39(5-6・II・415)1655



説

一
般
的
義
務
、
と
も
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

論

家
臣
が
l
|
主
君
か
ら
封
与
さ
れ
た
レ
l
ン
を
も
と
に
し
て
|
|
主
君
に
対
し
て
履
行
す
べ
き
(
レ
l
ン
法
上
の
)

う
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
)
」
。

レ
ー
ン
法
四
・
五
H
「
ま
た
誰
で
あ
れ
二
関
の
馬
ま
た
は
彼
の
財
産
広
三
)
中
の
何
か
を
彼
の
主
君
に
貸
与
し
、
も
し
く
は
、
彼
の
奉
仕
(
な

い
し
、
勤
務
|
|
含
ロ
2
H
E
2
2
)
中
に
何
か
を
失
っ
て
、
そ
れ
が
彼
に
(
返
還
な
い
し
)
補
償
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
そ
の
間
彼
の
主
君
に
奉

仕
す
る
(
な
い
し
、
勤
務
す
る
|
i
g
号
5
昆
巾
)
義
務
も
、
ま
た
]
巾
ロ
円
巾
円
宮
を
培
い
育
て
る
義
務
も
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
、

彼
(
H
家
臣
)
か
ら
彼
(
H
主
君
)
の
家
臣
た
ち
の
面
前
で
(
H
レ
l
ン
法
廷
で
)
訴
え
ら
れ
た
と
き
、
法
(
H
裁
判
)
を
拒
む
(
司
巾
円
宮
市
印
君
巴
曹
司
巾
ロ

|
|
前
記

(
b
)
で
検
討
し
た
F
R
R
Z
g
毛
色
岡
市
『
g
の
用
語
と
比
較
さ
れ
た
い
)
な
ら
ば
、
そ
の
間
彼
(
H
家
臣
)
は
彼
(
H
主
君
)
に
対
し
奉
仕
す

る
(
な
い
し
、
勤
務
す
る

-
-
e
sロ
)
こ
と
も
、
ま
た
Z
R
R
Z
を
培
い
育
て
る
こ
と
を
も
要
し
な
い
」
。

(
朋
)
ラ
ン
ト
法
一
二
ニ
四
・
一
、
一
・
四
一
、
一
・
六

0
・
三
、
二
・
一
三
・
八
、
三
・
一
七
・
二
、
三
・
三
四
・
三
、
コ
了
六
三
・
一
。
な
お
、

こ
れ
ら
す
べ
て
の
箇
所
に
つ
い
て
は
「
邦
訳
」
が
あ
る
の
で
、
以
下
、
特
に
必
要
な
場
合
を
除
い
て
一
々
引
用
し
な
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
5
♀
z
m

℃
Z
m
g
の
用
語
法
ま
で
視
野
に
入
れ
る
と
、
前
註
(
即
)
で
指
摘
し
た
ラ
ン
ト
法
〔
了
五
六
〕
に
お
け
る
、
-
g
吋
巾
n
Z
2
1
巾
肉
巾
ロ
の
用
法
の
特

異
性
は
ま
す
ま
す
際
立
っ
た
も
の
に
な
る
。

(
山
)
た
と
え
ば
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
八
は
、
「
い
か
な
る
裁
判
官
で
あ
れ
犯
罪
を
裁
か
な
い
者
は
、
か
の
(
犯
罪
を
犯
し
た
)
者
に
下
さ
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
の
と
同
じ
裁
き
(
H
刑
罰
)
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ん
び
と
も
そ
の
裁
判
官
の
裁
判
集
会
に
参
加
す
る
義
務
が
な
く
、
ま
た

彼
の
た
め
に
吋
R
Z
g
立
巾
常
一
口
(
法
を
培
い
育
て
る
)
義
務
も
な
い
、
彼
自
身
が
z
n
Z
2
4
司
巳
ぬ
巾
吋
巾
ロ
(
法
H
裁
判
を
拒
ん
で
い
る
)
聞
は
」
と
い
う

規
定
が
あ
る
。
こ
れ
は
ラ
ン
ト
法
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
参
廷
義
務
者
が
裁
判
官
に
対
し
て
負
う
義
務
は
、
「
裁
判
に
協
力
す
る
」
こ
と
以

外
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
条
項
を
前
註
(
肌
)
に
引
用
し
た
レ
!
ン
法
四
・
五
(
の
末
尾
)
と
比
較
す
れ
ば
、
す
で
に
文
言
の
上
で
も
、
レ
ー
ン

法
四
・
五
の
Z
R
R
Z
B
H
L
o
m
m
ロ
が
「
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
を
培
い
育
て
る
」
を
意
味
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
し
か
し
、
結
論
を
出
す
前
に
、

そ
れ
と
並
ん
で
現
わ
れ
る
仏
巾
ロ
巾
ロ
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

プ
ル
ク

(m)
レ
1
ン
法
七
九
・
こ
に
は
己
2
ユw
g
y
巾
ヨ
由
『
件
。
号
一
ユ
5
守
田
え
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
七
一
・
一
八
で
は
、
城
塞
レ
l
ン
に
つ
い
て
は
、
(
家

臣
は
主
君
に
対
し
)
ロ
片
宮
℃
ロ
ロ
宮
山
岳
(
H
匂

E
n
y
Z
刷
)
件
。
己
g
g
ロ
9
5
a
q
(
H
君
包
巾
司
)
町
。
守
白
ユ
D
o
n
-
M
Y
巾
『
雪
山
H
A
(
出
仕
の
奉
仕
を
す
る
義
務
も
、

出
陣
の
奉
仕
を
す
る
義
務
も
な
い
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
四
・
一
は
、
レ
ー
ン
法
七
九
・
二
と
閉
じ
こ
と
を
指
し
て
、
門
常
的

ユw
g
a
g
g
件
。
円
山
巾
一
司
閉
山
口
g
v
え
と
言
っ
て
い
る
(
「
邦
訳
」
を
参
照
)
。
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(
山
)
も
っ
ぱ
ら
出
2
ユ
同
町
ユ
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
四

O
(前
註
(
筋
)
に
対
応
す
る
本
文
)
、
二
・
七

一
ニ
一
(
H
「
誓
約
さ
れ
た
平
和
の
(
期
間
)
内
に
お
い
て
は
、
人
は
、
帝
国
勤
務
お
よ
び
馬
上
の
槍
試
合
の
た
め
ほ
か
、
剣
以
外
の
い
か
な
る
武
器
を
も
帯
び

る
べ
き
で
な
い
」
)
、
三
・
六
四
・
一
(
前
註

(m)
の
末
尾
)
、
さ
ら
に
す
ぐ
に
後
述
す
る
レ

l
ン
法
四
・
一
(
内
容
的
に
見
て
そ
う
だ
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
四
・
三
で
は
同
じ
こ
と
を
指
し
て
色
g
巾
(
H
色
g
g
Z
2
白
ユ
と
言
っ
て
お
り
、
四
・
一
そ
の
も
の
の
末
尾
で
も
、
円
同
巾
目
立
r
g
己
巾
ロ
巾
由
同
が
レ
ー
ン
法
廷

へ
の
召
喚
(
前
註
初
)
と
対
比
さ
れ
て
い
る
)
な
ど
、
ま
た
、
そ
れ
と
国
丘
町
田
町
ユ
の
両
者
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
は
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
八

(
な
お
、
こ
の
条
項
は
|
|
「
邦
訳
」
と
は
ち
が
っ
て
|
|
「
帝
国
勤
務
も
し
く
は
国
外
に
お
け
る
神
へ
の
勤
仕
に
赴
い
て
い
る
場
合
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
)

と
二
・
七
、
お
よ
び
、
レ

l
ン
法
二
四
・
七
(
そ
こ
で
は
、
「
帝
国
勤
務
」
が
「
国
の
緊
急
事
態
、
(
す
な
わ
ち
)
他
の
国
が
そ
れ
(
H
あ
る
国
)
を
攻
撃
し
、

彼
が
そ
こ
へ
叫
び
声
を
も
っ
て
召
集
さ
れ
る
場
合
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
)
な
ど
で
あ
る
(
な
お
、
レ
ー
ン
法
七
九
・
三
の
色
町
田
巳
r
g
母
一
口
町
民
に
つ
い
て
は
、

後
註
(
肌
)
で
改
め
て
後
述
す
る
)
。

(
旧
)
レ

l
ン
法
七
九
二
川
「
い
つ
で
あ
れ
あ
る
主
君
が
(
裁
判
期
日
を
定
め
て
)
彼
の
家
臣
を
レ

1
ン
法
廷
に
召
喚
し
(
前
註
初
)
、
ま
た
、
彼
の
(
他

の
)
家
臣
た
ち
に
対
し
判
決
を
も
っ
て
そ
こ
(
H
そ
の
裁
判
集
会
)
に
参
集
す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の
裁
判
期
日
内
に
彼
(
H
主
君
)
は
、

彼
が
彼
等
(
H
家
臣
た
ち
)
に
対
し
参
集
す
る
こ
と
を
命
じ
う
る
他
の
い
か
な
る
裁
判
期
日
を
も
設
定
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
ま
た
、
彼
等
(
H
家

臣
た
ち
)
に
対
し
て
は
他
の
い
か
な
る
彼
等
の
主
君
も
、
そ
の
裁
判
期
日
内
に
裁
判
期
日
を
定
め
(
て
レ

1
ン
法
廷
に
召
喚
す
)
る
こ
と
を
え
な
い
、

た
だ
し
彼
等
(
川
家
臣
た
ち
)
は
、
彼
等
が
帝
国
の
命
に
よ
り
(
〈
宮
島
市
2
-
r
g
z
z
g
H
〈
O
ロ
河
町
一
円
町
田
君
巾
宮
口
)
(
帝
国
領
で
あ
る
)
彼
等
の
所
領

の
ゆ
え
に
(
ま
た
は
、
を
も
と
に
|
|
4
2
R
B
2刷

ze、
後
註
(
即
)
を
参
照
)
彼
等
の
主
君
の
た
め
に
ぽ
号
R
Z
g
z
s
g
(
H
Z
F
ロ
)
(
直
訳

す
れ
ば
、
「
レ
l
ン
法
を
助
け
る
」
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
レ
l
ン
法
裁
判
に
協
力
す
る
」
の
意
)
す
べ
き
聞
は
、
帝
国
勤
務
中
(
E
a
g

ュr
g
母
E
Z
)

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
、
(
少
な
く
と
も
帝
国
領
を
受
封
し
て
い
る
)
家
臣
が
自
分
の
主
君
の
レ

l
ン
法
裁
判
に
協
力
し
て
い
る
聞
は
「
帝
国

勤
務
中
」
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
)
。

因
み
に
、
こ
の
条
項
の
直
後
に
つ
づ
く
七
九
・
二
は
、
前
註

(m)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
門
凶
巾
印
ユ
}
内
町
田
町
巾
円
〈
白
吋
円
。
門
-
R
Y
O
守
山
ユ
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
用
語
法
お
よ
び
論
旨
の
運
び
方
の
中
に
、
出
仕
義
務
中
最
も
重
要
な
も
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
参
廷
義
務
で
あ
(
り
、
両
者
は
ほ
と

ん
ど
等
置
で
き
る
ほ
ど
で
あ
)
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。

(
山
)
前
註
(
山
)
を
参
照
。

(
国
)
上
記
ご
)
・

(
2
)
・
(
a
)
・
@
お
よ
び
前
註
(
お
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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説

(
山
)
条
文
は
「
家
臣
は
ま
た
、
彼
が
、
午
前
中
に
お
よ
び
禁
制
日
以
外
お
よ
び
祭
日
以
外
(
の
日
)
に
、
彼
(
H
主
君
)
の
た
め
に
レ

1
ン
法
廷
で
判

決
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
も
)
、
彼
の
主
君
に
骨
一
口
巾
ロ
す
べ
き
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
山
)
レ

l
ン
法
六
三
・
一
(
前
註
肌
)
。
な
お
、
そ
の
末
尾
に
は
「
そ
れ
(
H
家
人
に
封
与
な
い
し
貸
与
さ
れ
た
所
領
)
を
も
と
に
丘
町
民
H
白
σ)
彼
(
H

家
人
)
が
培
い
育
て
る
べ
き
は
ホ

1
フ
レ
ヒ
ト
で
あ
っ
て
、
-
g司
R
Z
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
き
ロ
い
回
し
は
ラ
ン
ト
法
了
三
四
・

一
に
も
出
て
く
る
(
ア
イ
ゲ
ン
の
法
廷
譲
渡
に
あ
た
っ
て
、
持
主
は
半
フ
l
フ
エ
と
宅
地
を
残
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
「
そ
れ
を
も
と
に
(
仏
貸
出
向
)
彼

は
裁
判
官
に
対
し
お
n
z
g
三
晶
g
(
H
裁
判
集
会
参
加
義
務
を
履
行
)
す
べ
き
で
あ
る
」
|
|
前
註
(
川
)
を
も
参
照
)
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
と

は
、
レ
ー
ン
法
六
三
・
一
の
ぎ
〈
2
2
Z
2
2
R
Z
ぽ
R
R
Z
g
)
立
巾
m
g
と
い
う
表
現
が
参
廷
義
務
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

解
釈
を
支
持
す
る
方
向
に
は
た
ら
く
で
あ
ろ
う
o
l
-
-
因
み
に
、
こ
れ
と
(
実
質
的
に
)
同
じ
こ
と
を
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
三
は
、
「
プ
ブ
レ
ー
ク

ハ
フ
テ
も
ま
た
、
彼
等
の
ア
イ
ゲ
ン
の
ゆ
え
に
(
な
い
し
、
を
も
と
に
|
l
g
ロ
(
H
g
ロ
)
2
5
巾
巾
岡
市
ロ
巾
)
六
週
後
毎
に
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
の
裁
判

集
会
に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
」
、
と
言
う
。
こ
れ
と
同
じ
一
一
一
一
回
い
回
し
(
〈
田
口
2
5
2
刷
口
弘
巾
)
は
、
前
註
(
旧
)
に
引
用
し
た
レ

1
ン
法
七
九
・
一
で

も
、
参
廷
義
務
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
て
い
る
|
|
。

と
こ
ろ
が
、
前
註
(
朋
)
で
論
じ
た
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
五
六
〕
に
限
つ
て
は
、
円
山
白
門
戸
巾
ロ
円
四
n
z
a
-
-
:
:
田
町
立
高
巾
ロ
と
い
う
一
言
い
回
し
で
、
「
そ

れ
(
H
授
封
さ
れ
た
ゴ
l
グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
)
に
つ
い
て
(
家
臣
に
対
す
る
)
授
封
の
義
務
を
履
行
す
る
」
こ
と
(
ア
イ
ケ
自
身
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く

E
こ
g
B
n
z
i
-
-
-
旧
民
間
b国
と
言
っ
た
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
こ
と
)
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
、
こ
の
「
補
遺
」
の
用
語
法

は
明
ら
か
に
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
原
著
者
の
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
。

(
旧
)
前
註
(
出
)
に
引
用
し
た
レ

1
ン
法
七
九
・
一
。
な
お
、
以
上
Z
R
R
Z
g
立
巾
m
g
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
綾
々
論
じ
て
き
た
の
は
、
も
ち
ろ

ん
、
実
質
的
に
は
そ
れ
が
「
裁
判
」
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
次
の

よ
う
な
解
釈
に
反
論
を
加
え
た
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
ホ

l
マ
イ
ヤ

1
は
、
(
レ

l
ン
法
四
・
五
の
)
】
巾
号
o
n
z
g
立
巾
m
g
を
「
当
事

者
と
し
て
レ

l
ン
法
廷
に
出
頭
す
る
L

(

し
た
が
っ
て
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
で
は
Z
Z
ロ
5
n
v
g
a
s
-
-
上
記
(
二
・

(
2
)
・
(
a
)
・
①
|
|
と
号
一
一
同
わ

れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
)
と
解
し
、
(
レ

1
ン
法
七
九
・
一
の
)
]
g
『
宮
宮
g
z
e
g
は
、
「
主
君
の
た
め
に
判
見
発
見
人
ま
た
は
代
弁
人
と
し
て
奉

仕
(
な
い
し
、
勤
務
)
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
、
と
し
て
い
る
(
国
0

・
ロ
ゲ

2
2
8
?
ω
-
g
g
。
上
述
の
検
討
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
見
解
が

ぽ
ロ
『
R
Z
g
立
高
一
自
に
関
す
る
か
ぎ
り
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
吋
R
Z
g
F
巳
宮
口
と
い
う
表
現
は
、
一
箇

所
ラ
ン
ト
法
一
・
六
・
三
に
だ
け
(
吋
R
Z
2
1
晶
g
E
含
Z
6
8
と
い
う
形
で
)
出
て
く
る
。
こ
の
表
現
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
「
裁
判
集
会
に

論

北法39(5-6・II・418)1658



ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(一)

参
加
し
て
裁
判
に
協
力
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
(
「
人
が
(
当
事
者
と
し
て
)
法
(
日
裁
判
)
を
求
め
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
で
彼
は
(
参
廷
義
務
者
と
し

て
)
法
(
H
裁
判
)
を
培
い
育
て
(
そ
れ
に
)
助
力
す
べ
き
で
あ
る
」
|
|
な
お
、
こ
れ
に
先
行
す
る
了
六
・
こ
に
は
、
「
な
ん
ぴ
と
も
、
彼
が
そ
こ
に
居
住
し
ま

た
所
領
を
有
し
、
ま
た
そ
こ
で
法

(
H
裁
判
)
を
求
め
る
裁
判
管
区
内
に
お
い
て
は
、
代
弁
人
と
な
る
こ
と
を
拒
み
え
な
い
へ
と
言
っ
て
お
り
、
了
六

0
・

三
も
こ
れ
を
承
け
た
も
の
と
解
さ
れ
る
)
。

(
凹
)
前
註
(
叩
)
、
特
に
そ
こ
に
引
用
し
た
レ

i
ン
法
二
四
・
一
(
お
よ
び
六
六
・
ご
、
お
よ
び
、
前
註
(
肌
)
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
一
八
を
参
照

さ
れ
た
い
。

(
即
)
さ
す
が
に
ホ

1
マ
イ
ヤ
ー
は
い
ち
早
く
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
(
国
0

・
ロ

Y
E
g
gフ
ω
・日申
ω)
。
「

-g吋
巾
円
宮
門
宮
口

H

レ
l
ン
法
を
司

り
、
行
使
す
る
こ
と
(
中
略
)
、
特
に
レ

1
ン
法
裁
判
権
を
(
そ
う
す
る
こ
と
て
そ
こ
か
ら
ま
た
、
家
臣
に
法
的
手
段

(
m
R
F
Z毛
市
開
)
(
に
訴
え
る
道
)

を
開
く
こ
と
、
レ
ー
ン
法
一
八
、
二
六
・
二
、
四
九
・
一
」
|
|
人
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が

(
2
7
(
a
)
・
@
に
数
え
た
も
の
で
あ
る
。
前
註
(
肌
)
・

(m)

を
参
照
)
。

(m)
因
み
に
、
こ
の
(
二
)
で
検
討
し
た
箇
所
は
、
都
合
三
一
口
三
三
箇
所
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ほ
ぽ
半
数
、
一
五
〔
一
七
〕
箇
所
が
(
レ

1

ン
法
上
の
)
「
裁
判
(
手
続
)
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(
回
)
レ

l
ン
法
四
九
・
一

(

H

H

)

、
六
五
・
一
六

(
i
)
と
つ
と
、
六
五
・
一
八
、
七
一
・
九
、
七
五
・
三
。
な
お
、
司

g
p
ロ
で
は
、
こ
の
う
ち

の
一
箇
所
日
レ

1
ン
法
六
五
・
二
ハ

(
i
)
は
巳
R
Z
R
R
Z
岡
山
と
な
っ
て
い
る
が

(ω

∞
∞
)
、
ホ

l
マ
イ
ヤ

1
(口
戸

ω
-
N
g
)
を
参
照
す
る

と
、
単
純
な
ミ
ス
・
プ
リ
ン
ト
と
見
当
が
つ
く
。

(
邸
)
レ

1
ン
法
四
九
・
一

(H前
註
(
凶
)
を
参
照
)
(
あ
る
主
君
が
家
臣
か
ら
所
領
を
奪
い
ま
た
は

Z
R
R
Z
を
お
こ
な
う
こ
と

(H授
封
)
を
拒
む
、
あ
る
い

は
、
(
所
領
を
授
封
し
た
こ
と
を
)
保
障
(
あ
る
い
は
、
授
封
し
た
所
領
に
つ
い
て
追
奪
担
保
を
)
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
家
臣
は
上
級
主
君
の
レ
ー

ン
法
廷
に
訴
え
る
。
そ
こ
で
)
上
級
主
君
は
、
「
判
決
を
も
っ
て
」
、
下
級
主
君
に
対
し
、
「
彼

(H汝
)
の
家
臣
に
対
し
法
を
お
こ
な
い
(
円
R
F
E
O
H

そ
の
所
領
を
授
封
し
)
ま
た
そ
の
所
領
に
つ
い
て
彼

(
H
家
臣
)
の
正
し
い
保
障
人

(
R
n
y
R
唱
者
巾
お
|
|
法
定
保
障
人
の
合
意
あ
り
)
と
な
る
よ
う

に
、
命
ず
べ
き
で
あ
る
。
彼
(
H
下
級
主
君
)
が
そ
の
と
き
(
な
い
し
、
そ
れ
で
も
な
お
)
こ
れ
を
な
さ
な
い
場
合
、
そ
の
こ
と
を
家
臣
が
、
包
括

-g『
2
Z

2
(
H
レ
l
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
)
(
証
人
に
よ
っ
て
)
立
証
す
る
な
ら
ば
、
上
級
主
君
自
身
が
そ
れ

(H所
領
)
を
彼

(H家
臣
)
に
封
与
し
、
ま
た

そ
れ

(
H
所
領
ま
た
は
そ
の
授
封
)
に
つ
い
て
は
彼
(
日
家
臣
)
の
保
障
人
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」
。
因
み
に
、
こ
の
条
項
に
お
い
て
は
、
「
立
一
証
す
る
」

こ
と
の
内
容
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
の
内
容
ま
で
遡
っ
て
も
、
一
つ
は
「
授
封
す
る
」
こ
と

(Z号
R
Z
Eロ
ま
た
は
お
n
Z
Eロ
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説

|
|
(
二
)
・

(
3
)
で
述
べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
と
、
も
う
一
つ
は
「
保
障
人
に
な
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
(
主
と
し
て
)
形
式
的
・
手

続
(
法
)
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

プ
ル
ク

レ
ー
ン
法
七
一
・
九
日
(
城
臣
は
城
塞
レ

1
ン
(
と
し
て
受
領
し
た
所
領
)
を
(
又
)
授
封
す
る
こ
と
を
え
な
い
。
し
か
る
に
彼
が
こ
れ
を
な
し
た
場
合
、

プ

ル

ク

レ

ー

ヂ

イ

ヒ

主
君

(
H
城
主
)
は
、
「
判
決
を
も
っ
て
」
、
六
週
間
以
内
に
そ
の
城
塞
レ

l
ン
を
自
由
に
し
て
取
戻
す
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
城
臣
が
こ
の
命
に
従
わ

プ
ル
ク

な
け
れ
ば
、
城
塞
レ

l
ン
は
(
判
決
を
も
っ
て
)
剥
奪
さ
れ
る
)
「
こ
の
こ
と

(
H
又
授
封
さ
れ
た
城
塞
レ

l
ン
の
取
戻
し
)
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
に
城

臣
が
死
亡
し
、
し
か
も
(
彼
か
ら
)
授
封
さ
れ
た
家
臣
が
そ
の
所
領
を
適
法
な

(
H
レ
1
ン
法
廷
に
お
け
る
)
異
議
な
し
に
彼
の
レ

l
ン
・
ゲ
ヴ
ェ

l

レ
の
中
へ
と
持
ち
こ
ん
で
い
た

(
H
適
法
に
レ

1
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て
い
た
|
|
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
四
・
(
五
)
、
二
六
頁
以
下
、
お
よ
び
、

註
(
服
)
を
参
照
)
場
合
に
は
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
の
こ
と
を
、
出
]
8
Z
R
R
Z
2
(
H
レ
l
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
)
、
(
証
人
に
よ
っ
て
)
立
一

証
し
う
る
か
ぎ
り
、
彼
は
彼
の
法
定
の
年
期
内
に
上
級
主
君

(
H
城
主
)
に
対
し
て
彼
の
所
領
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
場

合
に
も
、
「
立
証
す
る
」
こ
と
の
内
容
は
「
授
封
(
の
手
続
)
が
適
法
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
は
「
授
封
更
新

(
の
手
続
)
を
求
め
る
権
利
」
で
あ
る
。

(
凶
)
レ

l
ン
法
七
五
・
三
H

「
あ
る
(
上
級
)
主
君
が
あ
る
婦
人
に
対
し
、
彼
女
が
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
持
っ
て
い
る

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
所
領

を
訴
求
す
る
場
合
(
中
略
)
、
し
か
も
そ
の
(
上
級
)
主
君
が
、
そ
れ
(
所
領
)
は
彼
(
H
自
分
)
の
あ
る
家
臣
の
死
亡
に
よ
っ
て
彼

(
H
自
分
)
に
と
っ

レ
1
4ア
イ
ヒ

て
自
由
に
(
な
っ
た
)
、
と
主
張
し
、
ま
た
(
そ
れ
に
対
し
て
)
そ
の
婦
人
が
、
そ
れ

(
H
所
領
)
は
ま
だ
生
き
て
い
る
別
な
者
か
ら
彼
女

(
H
自
分
)
に

(
封
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
)
、
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

(
H
婦
人
に
よ
っ
て
下
級
主
君
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
)
主
君
が
、
色
白
色
町
口
百
円
宮
町
(
H

レ
l
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
て
そ
の
所
領
(
の
授
封
)
に
つ
い
て
彼
女
を
保
障
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
婦
人
が
そ
の
所
領
を
(
立
証
・
)
取
得
(
あ

る
い
は
、
保
持
)
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
因
み
に
こ
の
場
合
、
「
(
下
級
)
主
君
が
保
障
す
る
」
こ
と
が
、
彼
女
が
問
題
の
所
領
を
確
か
に
彼
か
ら
受
封

し
た
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(
防
)
レ

1
ン
法
六
五
・
二
ハ

(
i
)
H
「
そ
の
後
で
主
君
は
、
彼
が

(
H
自
分
は
)
、
同
]
認
可
号
。
円
宮
町

(
H
レ
l
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
ー
ー
な
お

設
(
印
)
の
末
尾
を
参
照
)
、
彼

(
H
家
臣
)
(
の
出
頭
)
を
待
っ
た
か
否
か
、
を
問
う
べ
き
で
あ
る
」
。
因
み
に
、
三
回
の
裁
判
期
日
に
そ
れ
ぞ
れ
三
回

ー
ー
そ
の
つ
ど
使
者
が
「
私
は
何
某
に
対
し
、
ま
さ
に
彼
が
こ
こ
へ
召
喚
さ
れ
る
に
い
た
(
る
原
因
と
さ
っ
た
問
責
の
た
め
に
、
一
度
、
二
度
、

三
度
、
わ
が
主
君
の
面
前
へ
出
頭
す
る
こ
と
を
求
め
る
」
と
叫
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
家
臣
の
出
頭
を
求
め
、
彼
が
姿
を
現
わ
す
の
を
「
待
つ
」
。

こ
う
し
て
三
回
の
裁
判
期
日
に
都
合
九
回
「
待
っ
た
」
の
に
彼
が
出
頭
し
な
け
れ
ば
、
彼
の
「
有
責
」

(
H
学
者
の
い
わ
ゆ
る
「
不
服
従
」
)
が
証
明
さ

論
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(一)

れ
た
こ
と
に
な
り
、
彼
か
ら
は
所
領
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
(
家
臣
の
出
頭
を
)
「
待
つ
」
こ
と
が
証
明
手
続

(
の
一
ス
テ
ッ
プ
)
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
に
引
用
し
た
箇
所
の
直
前
に
は
、
主
君
の
聞
に
答
え
て
、
家
臣
た
ち
が
「
彼

(
H
主
君
)
は
彼

(
H
家

臣
)
を
、
太
陽
が
傾
く

(
H
傾
き
は
じ
め
る
)
時
ま
で
、
す
な
わ
ち
真
昼
ま
で
待
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
の
判
決
を
発
見
す
べ
き
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
引
用
中
の

-
2
2
n
Z
は

lli
こ
れ
を
承
け
て
|
|
「
レ

i
ン
法
廷
の
判
決
」
お
通
り
)
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

さ
え
帯
び
て
い
る
。

レ
ー
ン
法
六
五
・
一
六
・
?
と

H
「
こ
れ
ら
(
三
回
の
)
裁
判
期
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ
を
主
君
が
憐
怠
し
て
、
回
目
m
Z
S円
R
5
2
(
H
レ
i

ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
に
)
、
彼

(
H
家
臣
)
を
追
求
(
な
い
し
、
訴
追
)
し
な
い
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼
の
裁
判
期
日
(
な
い
し
、
裁
判
集

会
)
す
べ
て
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
」
。
こ
の
場
合
、

-mロ吋

R
E
の
具
体
的
内
容
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
問
責
の
た
め
に
召
喚
し
た
家
臣
を
法
廷

で
追
求
(
な
い
し
、
訴
追
)
す
る
手
続
で
あ
る
。

レ
ー
ン
法
六
五
・
一
八
H

(
証
人
の
言
う
べ
き
こ
と
と
し
て
)
「
私
は
貴
下

(
H
主
君
)
に
捧
げ
た
忠
誠
の
宣
誓

(
Z
E巾
日
出
口
E
)
に
か
け
誓
っ
て

証
言
す
る
、
貴
下
が
と
由
主
刊
号
叩
円
宮
ぽ

(
H
レ
i
ン
法
が
求
め
る
手
続
の
通
り
)
、
何
某
を
こ
の
場
所
へ
召
喚
し
、
し
か
し
て
、
彼
を
そ
こ
で
待
っ
た
、

と
。
そ
の
こ
と
を
私
は
見
た
し
ま
た
聞
い
た
、
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
貴
下
の
証
人
で
あ
る
」
。
こ
の
場
合
、

Z
R
R
Z
の
具
体
的
内
容
は
、
家
臣
の

召
喚
と
、
彼
(
の
出
頭
)
を
「
待
っ
た
」
こ
と
、
つ
ま
り
不
出
頭
の
確
認
H
有
責
の
証
明
の
た
め
の
手
続
で
あ
る
。

(
凶
)
す
で
に
前
註
(
凶

)
1
(悶
)
で
、
関
係
条
項
の
引
用
中
に
試
み
に
こ
の
訳
語
を
も
挿
入
し
て
お
い
た
。

(
凶
)
レ

l
ン
法
五
九
・
二
、
六
八
・
一

O
。

(
問
)
レ

l
ン
法
五
九
・
ニ

H
「
し
か
る
に
彼

(H
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
を
お
と
な
っ
た
家
臣
)
が
そ
の

(H
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
の
)
か
ど
で
、
ロ
白

Z
R
R宮
巾

(
H
レ
l
ン
法
が
求
め
る
手
続
に
従
い
)
、
彼
が
居
合
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
三
度
訴
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
人

(
H
主
君
)
は
彼
か
ら
そ
の
所
領
を
(
判

決
を
も
っ
て
)
剥
奪
す
る
」
(
こ
の
条
項
な
ら
び
に
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ
1

レ
」
、
四
・
(
四
)
、
二
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た

と
。
因
み
に
、
こ
の
箇
所
の

E

Zロ
5
n
y
g
を、

zrロ・
ω
-
H
S
は
〈
。
叶
円
山
巾
門
岡
ニ
岳
ロ
m
q
k
Z
と、

ωny・ω・ω
O
∞
も
同
じ
く
〈
日
仏
巾
BHhmwyg-

m
R
-
n
Z
と
訳
し
て
い
る
。

(
悶
)
レ

1
ン
法
六
八
・
一

O
H
「人

(H敗
訴
し
た
家
臣
)
は
煩
罪
金
お
よ
び
罰
金
の
双
方
を
、
ロ
丘
町

R
R
F
Z
(後
述
)
、
そ
れ
ら
が
か
ち
と
ら
れ
た

(
H
判
決
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
)
と
こ
ろ

(
H
レ
1
ン
法
廷
)
に
最
も
近
い
主
君
の
家
で
(
ラ
ン
ト
法
二
・
五
・
二
を
も
参
照
)
、
一
四
夜
以
内
に
納
付

す
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の
条
項
の

E
-
2
5
n
y
g
は
、
煩
罪
金
・
罰
金
の
支
払
手
続
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
実
質
的
意
味
を
(
前
註
(
問
)

北法39(5-6・II・421)1661 



説

で
述
べ
た
レ

l
ン
法
五
九
・
二
の
場
合
と
同
じ
く
)
「
レ

l
ン
法
が
求
め
る
手
続
に
従
い
」
と
解
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
、
こ
の
「
手
続
」
が
|
|
法
廷
に
お
け
る
審
理
手
続
の
延
長
線
上
に
あ
る
に
せ
よ
|
|
も
は
や
法
廷
に
お
け
る
審
理
手
続
そ
の
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
の
ロ
主
巾
R
R
Y
Z
に
つ
い
て
は
、

ル
ー
ル

「
(
裁
判
手
続
か
ら
独
立
し
た
)
レ

l
ン
法
上
の
準
則
に
従
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
く
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
口
出
]
巾
号
R
Z巾
の
一
句
は
ド
イ

ツ
語
第
二
版
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
問
)
本
節
会
乙
・

(
1
)
・
(a)
・
⑤
、
お
よ
び
、
前
註
(
刊
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
肌
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
一
四
・
二
〕
H

「
ま
た
、
父
が
息
に
自
分
の
レ

l
ン
を
与
え
て
独
立
さ
せ
、
し
か
も
そ
れ

(
H
レ
l
ン
)
を
直
ち
に
引
渡
し
て
、

(
将
来
)
彼

(
H
息
)
が
そ
れ

(
H
そ
の
レ
1

ン
)
を
そ
の
父
の
死
後
あ
ら
か
じ
め
取
得
し
て
お
り
、
し
か
も
他
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
そ
の
兄
弟
た
ち

と
同
じ
分
を
(
取
得
す
る
)
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
目
白
ロ
可
巾
n
Z
で
は
な
い
。
た
と
え
彼
等

(
H
兄
弟
た
ち
)
が

Z
Z号
R
Z巾
彼

(
H
息
)
に
対
し

て
そ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り

Z
2
5
n
Z
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
が

Z
E三
5
n
y芯
彼
を
相
手
ど
っ
て
訴

え
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
判
決
を
も
っ
て
彼
(
H
息
)
を
そ
れ
(
H
あ
ら
か
じ
め
息
に
分
与
さ
れ
た
レ

1
ン
)
に
つ
い
て
法
定
の
分
へ
と
(
H
法
定
の
分
け
前
を

与
え
る
よ
う
)
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
条
項
の
末
尾
に
出
て
く
る

Z
E
E
S
n
y
Z
は
も
ち
ろ
ん
(
具
体
的
に
は
)
「
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い

ル
ー
ル

て
」
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
二
度
登
場
す
る

S
E
E
n宮
が
「
ラ
ン
ト
法
(
上
の
準
則
)
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
し
、
先
行
す
る
〔
一
・
一
四
・
ニ
で
は
、
「
た
と
え
、
主
君
は
一
人
以
上
の
息
に
彼
の
父
の
レ

l
ン
を
封
与
す
べ
き
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が

-
O
R
R
V円
で
あ
っ
て
も
、
彼

(
H
息
)
が
そ
れ

(
H
父
の
レ
!
ン
)
を
一
人
で
取
得
す
る
こ
と
は
、
彼

(
H
息
)
が
そ
れ
を
、
そ
の

レ
1
ン
に
つ
い
て
当
然
彼
等
(
H
兄
弟
た
ち
)
に
帰
属
す
べ
き
分
に
従
い
、
兄
弟
た
ち
に
補
償
し
な
い
か
ぎ
り
、
や
は
り
宮
口
可

R
宮
で
は
な
い
」
と
、

Z
R
R
Z
の
方
も
明
確
に
「
レ

l
ン
法
(
上
の
準
則
)
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
・
一
四
・
二
の

Z
Z
R
R
Y
Z
も、

そ
れ
と
の
つ
な
が
り
か
ら
言
え
ば
、
む
し
ろ
「
レ

l
ン
法
上
」
あ
る
い
は
「
レ

l
ン
法
の
準
則
に
従
え
ば
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

場
合
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
レ

l
ン
法
(
上
の
準
則
)
」
が
し
だ
い
に
「
法
廷
に
お
け
る
審
理
手
続
」
か
ら
離
れ
、
|
|
特
に
一
・
一
四
・
一
の

用
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
|
|
「
相
続
権
」
に
か
か
わ
る
(
実
体
的
な
)
法
概
念
に
近
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
法
〔
一
・
二
三
・
ニ
〕
H

「
た
と
え
あ
る
子
が

z
r
R
R
Y
R
彼
の
成
熟

(
H
満
一
二
歳
)
に
達
し
て
も
、
彼
の
法
定
後
見
人
は
や
は
り

彼

(
H
子
)
の
必
要
に
応
じ
彼

(
H
子
)
の
所
領
に
つ
い
て
彼
(
日
子
)
を
代
表
・
擁
護
す
べ
き
で
あ
る
(
後
略
)
」
。
こ
の
場
合
、
子
が
「
法
廷
に
お

い
て
」
成
熟
に
達
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
子
が
成
熟
に
達
す
る
た
め
に
格
別
の
「
法
廷
に
お
け
る
手
続
L

が
必
要
な
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、

z

論
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

-
S
5
n
y丹
市
が
も
っ
ぱ
ら
「
レ

l
ン
法
の
準
則
に
従
い
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
件
り
に
は
次
の
よ
う
な
問
題

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
が
成
熟
に
達
す
る
の
は
も
と
も
と
ラ
ン
ト
法
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
「
レ

l
ン
法
上
成
熟
に
達
す
る
」
と
い
う
の
は
そ
も

そ
も
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ

レ
ー
ン

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
封
棺
続
人
で
あ
る
子
が
成
熟
に
達
す
る
と
、
主
君
か
ら
所
領
の
授
封
を
受
け
、
自
ら
主
君
と
し
て
自
分
の
家
臣
に
臨
む
こ
と
に

な
る
(
レ
l
ン
法
二
六
・
て
二
六
・
一
一
な
ど
)
。
そ
の
た
め
成
熟
に
達
し
た
封
相
続
人
は
、
他
の
子
が
成
熟
に
達
し
た
場
合
以
上
に
、
後
見
人
を

必
要
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
件
り
は
、
実
質
的
に
は
、
「
封
相
続
人
が
成
熟
に
達
し
た
と
き
は
、
主
君
と
し
て
所
領
を
支
配
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
」
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
次
の
よ
う
な
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
「
(
封

相
続
人
で
あ
る
)
子
が
彼
の
父
の
死
後
ど
ん
な
に
幼
少
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
後
見
人
が
彼
を
主
君
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
彼
の
所
領
に
つ
い

て
法
が
求
め
る
手
続
に
従
い
(
口
問
吋
RFZ)
主
君
に
対
し
(
授
封
を
)
希
求
す
る
な
ら
ば
、
主
君
は
彼

(
H
子
)
に
対
し
彼
の
所
領
を
封
与
す
べ
き

で
あ
る
」
(
レ
l
ン
法
二
五
・
六
)
。
「
(
こ
う
し
て
)
子
が
未
成
熟
の
聞
に
授
封
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
(
子
の
)
家
臣
た
ち
が
彼
等
の
所
領
を

子
か
ら
受
領
す
べ
き
年
期
に
及
ぶ

(
H
が
始
ま
る
)

L

(

レ
l
ン
法
二
六
二
ハ
)
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
未
成
熟
の
子
が
授
封
さ
れ
た
場
合
に
は
、
(
そ
の

家
臣
た
ち
が
授
封
を
受
け
る
べ
き
年
期
が
始
ま
る
だ
け
で
な
く
)
子
自
身
が
「
(
レ
l
ン
法
上
は
)
成
熟
に
達
し
た
」
と
見
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ

し
て
、
右
の
ラ
ン
ト
法
一
・
二
一
ニ
・
二
の
件
り
は
こ
の
ケ

l
ス
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
い
ず
れ
に

も
せ
よ
、
こ
の
条
項
の

Z
-
2
5
n
y
g
が
も
っ
ぱ
ら
「
レ

l
ン
法
(
上
の
準
則
)
に
従
い
へ
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
し
か
も
こ
の
「
レ

l
ン
法
」

が
(
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
)
子
の
寸
相
続
権
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

レ
ー
ン
法
二
六
・
九

H
「
な
ん
ぴ
と
も
、
あ
る
子
に

g
g
E
5
n
Z巾
。

a
q
z
-
g円巾
n
v
Z
(
H
ラ
ン
ト
法
上
ま
た
は
レ
l
ン
法
上
)
(
持
主
な
い
し

被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
)
帰
属
し
た
そ
の
子
の
所
領
に
つ
い
て
、
(
そ
れ
を
)
授
封
(
さ
れ
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
(
そ
れ
を
)
質
入
(
さ
れ
る

こ
と
)
に
よ
っ
て
、
ま
た
(
そ
れ
を
)
譲
渡
(
な
い
し
、
返
還
)
(
さ
れ
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
も
、
適
法
な
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
取
得
し
、
も
っ
て
子
に
対
し

彼
に
相
続
さ
れ
た
そ
れ

(
H
所
領
)
に
つ
い
て
の
彼
の
適
法
な
、
そ
し
て
よ
り
早
い

(
H
よ
り
早
く
か
ら
も
っ
て
い
る
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
を
破
る
こ
と
を

え
な
い
、
子
が
未
成
熟
の
聞
に
そ
れ

(
H
所
領
)
が
不
法
に
(
ヨ
芹
ロ
R
R
E
O
)
相
続
さ
れ
た
者
も
(
同
じ
く
そ
う
す
る
こ
と
を
え
な
い
)
」
(
こ
の
条
項

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
」
、
四
・
(
七
)
、
三
八
頁
以
下
、
お
よ
び
、
註
(
別
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
因
み
に
、
ア
イ
ゲ
ン
の
相
続
は
、
拙
稿
寸
ア

イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
三
)
、
九
頁
以
下
に
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
官
な
い
し
裁
判
所
の
関
与
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
条
項
の

g
g
z
z
n
F
Z

が
「
ラ
ン
ト
法
廷
に
お
い
て
」
を
意
味
し
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
寸
レ

1
ン
法
(
上
の
準
則
)
」
は
子
の
「
相
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説

続
権
」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
お
け
る
補
遺
に
属
し
て
い
る
。

レ
ー
ン
法
七
一
・
一
六

H

「
し
か
る
に
誰
で
あ
れ
城
塞
お
よ
び
城
臣
を
有
す
る
者
が
あ
り
、
彼
が
死
亡
し
た
場
合
、
彼
の
子
た
ち
ま
た
は
彼
の

相
続
人
た
ち
が

Z
S
E
E
n
y
z
o仏
R
Z
Z号
2
F
Z
(
』
フ
ン
ト
法
上
ま
た
は
レ
l
ン
法
上
)
そ
の
城
塞

(
H
遺
産
)
を
ま
だ
配
分
し
て
い
な
い
聞

は
(
後
略
)
」
。
遺
産
の
配
分
も
裁
判
官
な
い
し
裁
判
所
の
関
与
な
し
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
、
前
出
・
レ

l
ン
法
二
六
・
九
と
ま
っ

た
く
同
じ
用
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
項
も
ま
た
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
お
け
る
補
遺
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

(
印
)
厳
密
に
言
え
ば
、
ラ
ン
ト
法
一
.
一
四
.
ニ
と
一
.
二

ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
。
吋
邑
己
ロ
己
ロ
m
ロ
回
に
属
し
、
レ
ー
ン
法
二
六
・
九
と
七
一
・
一
六
は
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
語
第
二
版
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
い
わ
ゆ

る
O
丘
ロ
ロ
ロ
m
H
σ
に
属
す
る
。
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
第
二
版
が
一
一
一
一
一
四
/
三

O
年
に
著
者
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
っ
て
補
筆
さ
れ
て

成
立
し
た
、
と
考
え
て
お
り
、
私
は
従
来
(
本
稿
に
お
い
て
も
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
の
用
語
法
の
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
こ
の
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
説
に
従
っ
て
(
著
者
自
身
の
手
に
成
る
)
ド
イ
ツ
語
第
一
版
と
第
二
版
と
を
一
ま
と
め
に
し
て
そ
れ
以
後
の
テ
キ
ス
ト
と
区
別
し
て
き
た
。

し
か
し
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
第
二
版
の
用
語
法
の
特
異
性
に
突
き
当
た
る
機
会
が
重
な
る
に
つ
れ
て
(
た
と
え
ば
、
前
註
(
似
て
(
伺
)

お
よ
び
(
凶
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
、
私
は
こ
の
と
こ
ろ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
テ
キ
ス
ト
成
立
史
に
関
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
説
に
対
し
て
|
|

特
に
ド
イ
ツ
語
第
二
版
を
ア
イ
ケ
自
身
の
補
筆
に
か
か
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
|
|
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
う

し
た
疑
問
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
語
第
二
版
の
用
語
法
|
|
特
に
そ
の
特
異
性
ー
ー
を
精
査
し
て
み
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。

(
印
)
ラ
ン
ト
法
〔
一
・
一
回
・
ニ
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
肌
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
一
四
・
二
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
中
で
す
で
に

検
討
し
て
お
い
た
。
な
お
、
こ
の
条
項
も
、
一
・
一
四
・
ニ
と
同
じ
く
、
ド
イ
ツ
語
第
四
版
に
属
し
て
い
る
。

(
別
)
〔
「
レ

l
ン
法
」
の
部
の
冒
頭
の
一
文
〕
、
レ

1
ン
法
一
・
七
一
・
一
一

(
i
)
と
つ
と
、
七
二
・
三
、
七
八
・
一

(
i
)
。

(
邸
)
レ

l
ン
法
て
お
よ
び
、
七
八
・
一
。

ア

ル

ク

レ

ヒ

ト

(
邸
)
レ

l
ン
法
七
ニ
・
三
。
こ
の
条
項
は
、
主
君
(
H
城
主
)
が
そ
の
城
臣
を
問
責
の
た
め
に
「
城
塞
法
廷
」
に
召
喚
す
る
手
続
を
述
べ
た
の
ち
、
「
そ

の
こ
と
を
上
述
の
ぽ
ロ

g
n宮
が
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
」
、
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。
こ
の

Z
R
R
Z
が
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
・
「
レ
l
ン
法
」
の

部
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
)
「
レ

l
ン
法
」
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
果
た
し
て
そ
の
「
総
体
」
と
言
い
切
れ
る
か
若
干
疑
問
が
残
る
(
ま

た
、
実
際
に
こ
の
条
項
に
照
応
す
る
の
は
、
レ
ー
ン
法
六
五
・
三
と
い
う
単
独
の
条
項
で
あ
る
、
と
言
え
な
く
も
な
い
)
。
し
か
し
、
こ
の
七
二
・
三
は
、
七

一
・
一
か
ら
始
ま
る

ω。
白
骨
ユ
巾
『
ロ
に
関
す
る
規
定
群
中
に
位
置
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
の
『
号

R
Z
も
、
す
ぐ
に
後
述
す
る

m巾
5
8巾

論
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ザクセンシュピーゲルにおけるラント法とレーン法(ー)

]巾ロ『
R
Z
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
問
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一

H
「
こ
こ
ま
で
本
書
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
す
べ
て
〈
白
ロ

m巾
ヨ
巾
ロ
巾
ヨ
司

F
R
R
Y
Z
(
一
般
の
レ

l
ン
法
に
つ
い
て
)
述

べ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
皆
さ
ん
に
さ
ら
に
三
つ

(
H
三
種
)
の
授
封

(
H
レ
1
ン
)
(
具
体
的
に
は
、
。
R
R
Z回
一
岳
ロ
・
思
想
口
一
m
z
p
∞
己
認

Z
E
の
三

つ
)
を
説
明
し
、
そ
れ
ら
が
〈
田
口
問
巾

g
g巾
同
国
巾
ぽ
ロ

B
n
Z巾
(
日
一
般
の
レ

1
ン
法
と
)
ど
こ
が
違
う
の
か
、
話
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
。

(
郎
)
因
み
に
、
こ
の
さ
一
)
で
検
討
し
た
の
は
、
都
合
一
五
〔
一
九
〕
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
形
式
的
・
手
続
(
法
)
的
語
義
と
ほ
と
ん
ど
関

係
の
な
い
の
は
、

(
1
)
・
(
C
)

で
扱
っ
た
こ
〔
五
〕
箇
所
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

(
悶
)
前
註

(η)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
刈
)
前
註

(m)
お
よ
び
(
邸
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

レ
ー
ン

(
凶
)
前
註
(
的
)
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
二
五
・
四
の

Z
R
2
z
a
E
に
も
、
「
所
領
を
現
実
に
支
配
す
る
」
と
い
う
含
意
は
あ
る
が

(H
「
そ
の
所

領
を
把
握
・
占
有
し
自
ら
の
用
に
供
す
る
」
)
、
そ
こ
で
も
断
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版
に
属
す
る
部
分
で
あ
る
。

(
四
)
前
註
(
印
)
お
よ
び
(
凶
)
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
こ
の
〔
五
〕
箇
所
は
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
語
第
一
版
に
は
属
し
て
い
な
い
。

(
凶
)
前
註
(
日
)
に
紹
介
し
た
ケ

1
ブ
ラ

1
の
見
解
と
私
見
と
を
比
較
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
ラ
ン
ト
法
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
特
に
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
四
・
会
己
、
六
五
頁
以
下
で
論
じ
て
お
い
た
。

(
凶
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
前
註
(
山
)
所
引
の
レ

l
ン
法
七
九
・
一
が
、
「
家
臣
た
ち
が
、
帝
国
の
命
に
よ
り
、
彼
等
の
所
領
の
ゆ
え
に
、
彼
等
の

主
君
の
た
め
に
レ

1
ン
法
(
裁
判
)
を
助
け
る
べ
き
聞
は
、
彼
等
は
帝
国
勤
務
中
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
も
う
一
度
想
起
さ
れ
た
い
。
ザ

ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

1
ン
法
(
裁
判
権
)
は
、
国
王
に
始
ま
る
だ
け
で
な
く
(
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
国
王
に
始
ま
る
と
い
う
理
由
で
)
、

最
後
再
び
国
王
の
手
に
集
約
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
国
)
前
註
(
伺
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
が
「
レ

l
ン
能
力
」
の
意
味
に
解
し
、
つ
乙
・

(
1
)
・
(

a

)

に
ま
と
め
た
も
の
の
う
ち
次
の
四
箇
所
は
、
具
体
的
・
実
質

的
に
は
、
い
ず
れ
も
「
相
続
権
」
に
か
か
わ
る
ケ

1
ス
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
三
(
前
註
(
幻
)
に
対
応
す
る
本
文
)
、
一
二
一
五
・
二
お
よ

び
三
(
前
設
(
悩
)
お
よ
び
(
釘
)
)
、
ラ
ン
ト
法
三
・
六
三
・
二
(
前
註
(
お
)
に
対
応
す
る
本
文
)
。
こ
の
う
ち
、
一
・
三
・
三
は
ド
イ
ツ
語
第
二
版

に
属
す
る
が
、
他
は
ド
イ
ツ
語
第
一
版
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

Z
R
2
Z
H
「
相
続
権
」
と
い
う
用
語
法
そ
の
も
の
が
新
し
い
わ
け

で
は
な
く
、

Z
R
R
Z
H
「
相
続
法
」
と
い
う
用
語
法
が
新
し
い
の
で
あ
る
。
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Takeshi ISHIKAWA* 

In diesem Aufsatz soll zuniichst der Wortgebrauch von lantrecht und len‘ 

recht im Sachsenspiegel erschopfend untersucht und daraufhin die Beziehung bei-

der Rechten miteinander klargestellt werden. 

Aus technischen Grunden ist der Aufsatz jedoch in zwei Teile zu verteilen. 

Zweckmiisiger wiire es also， deutsche Zusammenfassung erst dem 2. Teil in 

geschlossener Gestalt beizulegen. 

*Professor fur (westliche) Rechtsgeschichte an der juristischen Fakultat der 

Hokkaido-Universitat. 

北法39(5-6・II・786)2026


